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法
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度
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発
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意
義
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史
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中
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株
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に
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暫
定
的
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と
し
て
の
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有
株
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経
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下
で
の
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業
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節
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開
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に
よ
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分
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生
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開
放
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伴
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企
業
法
の
準
備

連
合
経
営
食
業
に
お
け
る
「
間
有
企
業
株
」

一
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中
外
合
弁
企
業
に
お
け
る
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持
分
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節
社
会
主
義
市
場
経
済
体
制
の
下
で
の
会
社
法
制
度
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国
有
株

持
分
・
株
式
制
の
流
布
と
国
有
株
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す
る
法
定

中
国
統
一
会
社
法
の
制
定

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
固
有
株
の
意
義
(
劉
)

室。

勝

第
二
章
国
有
持
分
・
国
有
株
の
位
置
付
け

第
一
節
中
国
会
社
法
に
お
け
る
閥
有
株
の
株
、
主
権
の
性
質
に
関
す

る
問
題

一
日
本
に
お
け
る
株
主
権
の
性
質
に
関
す
る
学
説

二
中
閣
の
株
主
権
の
性
質
に
関
す
る
論
争

一
一
一
小
括

第
二
節
悶
有
株
に
か
か
わ
る
法
規
定

一
会
社
法
に
お
け
る
特
殊
規
定

行
政
法
規
に
よ
る
間
有
株
主
機
管
理
に
関
す
る
規
定

第
三
節
国
有
株
の
役
割

一
公
企
業
改
本
に
お
け
る
中
国
と
日
本
の
比
較

二
日
本
の
政
府
所
有
株
及
び
地
方
公
共
団
体
所
有
株
に
つ
い
て

三
中
国
会
社
に
お
け
る
国
有
株
に
よ
る
支
配
の
実
態

第
三
章
国
有
株
に
関
す
る
中
国
会
社
法
の
問
題二

二
九
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第
一
節
会
社
の
営
利
性
と
国
有
株
主
権
の
行
使

第
二
節
中
国
会
社
法
に
お
け
る
少
数
派
株
主
の
保
護

一

総

説

二
株
主
総
会
運
営
に
お
け
る
少
数
派
株
主
の
保
護

三
取
締
役
の
業
務
執
行
に
お
け
る
少
数
派
株
主
の
保
護

ぴ

総は
じ
め
に

〈
一
)
中
開
会
社
法
が
実
施
さ
れ
て
六
年
余
り
経
た
今
回
、
中
閣

の
会
社
制
企
業
の
発
展
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
二

0
0
0年
九
月
末
現

在
、
中
国
国
内
に
お
い
て
、

A
株
上
場
会
社
の
総
数
が
一

O
一
七
社
に

逮
し
、

B
株
上
場
会
社
の
総
数
が
一
一
一
一
一
社
に
達
し
て
、
国
内
の
上
場

会
社
株
券
の
市
場
総
値
段
は
凶
・
一
万
億
一
苅
士
元
日
約
二
一
一
円
)
に

な
っ
て
、
中
閣
の

G
D
P
の
約
五

O
%
に
も
当
た
り
、
投
資
者
口
勝
数

も
既
に
五
五

O
O万
口
に
上
っ
て
お
り
、
そ
し
て
、
機
関
投
資
者
も
一

一
社
に
増
え
て
い
る
。
一
九
九
九
年
七
月
一
日
に
、
さ
ら
に
会
社
訟
の

特
別
法
と
言
わ
れ
、
投
資
者
保
護
を
目
的
と
し
て
い
る
吋
中
華
人
民
共

和
国
証
券
法
』
も
実
施
さ
れ
、
か
く
し
て
、
一
連
の
中
開
会
社
法
関
連

法
律
が
ほ
ぼ
発
布
さ
れ
て
い
る
。
一
九
九
九
年
九
月
に
、
中
国
共
産
党

第
一
一
乱
期
中
央
委
員
会
第
問
閥
会
議
で
、
「
中
共
中
央
国
有
企
業
改
革

と
発
展
の
若
干
の
重
大
な
問
題
に
関
す
る
決
定
(
原
語
一
中
共
中
央
関

二一一一

O

子
国
有
企
業
改
革
和
発
展
的
若
干
重
大
問
題
的
決
定
こ
が
採
択
さ
れ

た
。
こ
の
「
決
定
」
の
中
で
、
よ
り
完
全
な
現
代
企
業
制
度
(
近
代
的

な
企
業
制
度
)
を
樹
立
す
る
こ
と
が
国
有
入
信
業
改
革
と
発
展
の
中
に
主

要
な
日
擦
と
方
針
の
一
つ
と
し
て
再
び
確
認
さ
れ
た
。
中
間
は
近
代
的

な
企
業
制
度
の
確
立
の
日
襟
に
務
実
に
遜
進
し
て
い
る
と
設
え
よ
う
。

二
一
世
紀
に
向
か
っ
て
、
中
閣
の
市
場
経
済
の
発
展
に
伴
っ
て
、
会
社

法
の
役
割
が
さ
ら
に
大
き
く
期
待
さ
れ
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
留
意
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
は
、
中
間
に
お
け

る
近
代
的
な
企
業
制
度
へ
の
過
程
が
、
濃
い
中
間
の
色
彩
を
帯
び
て
い

る
こ
と
で
あ
る
。
実
際
に
、
改
革
開
放
の
初
期
に
、
中
国
政
府
は
近
代

的
な
企
業
制
度
に
対
し
十
分
な
注
意
を
払
わ
な
か
っ
た
。
間
有
企
業
の

運
営
に
お
い
て
、
行
政
行
為
と
企
業
行
為
を
混
問
し
て
い
る
問
題
を
解

決
し
、
企
業
の
所
有
権
と
経
営
権
の
分
離
を
実
現
す
る
た
め
、
中
国
で

は
一
連
の
企
業
改
革
の
試
み
が
行
わ
れ
た
。
し
か
し
、
結
局
、
理
想
的

な
結
果
が
得
ら
れ
な
か
っ
た
。
そ
こ
で
、
さ
ら
に
関
有
企
業
の
経
営
不

振
問
題
を
解
決
す
る
道
を
探
す
た
め
に
、
中
関
は
最
終
的
に
近
代
的
な

企
業
制
度
を
導
入
し
た
。
こ
の
た
め
、
中
国
の
会
社
制
度
の
導
入
及
、
び

中
国
会
社
法
の
誕
生
は
悶
有
企
業
改
箪
と
深
い
関
係
が
あ
る
。
中
間
の

現
行
会
社
法
は
、
人
又
は
財
産
の
結
合
に
よ
る
組
織
体
に
対
し
取
引
社

会
の
主
体
に
な
る
資
格
を
付
与
し
そ
の
行
為
を
規
制
す
る
と
い
う
会
社

法
の
一
一
般
的
役
割
を
果
た
す
と
同
時
に
、
国
有
企
業
、
集
問
所
有
企
業

を
含
む
公
有
企
業
を
改
革
し
救
済
す
る
目
的
を
も
有
し
て
い
る
の
で
あ



る。
中
国
に
と
っ
て
、
市
場
経
済
体
制
を
実
行
し
、
近
代
的
な
企
業
制
度

を
機
立
す
る
の
は
確
か
に
非
凡
な
勇
気
を
要
す
る
こ
と
で
あ
ろ
う
。
こ

れ
も
「
一
間

a

J

制
度
」
と
同
様
に
、
も
う

d

つ
の
新
し
い
模
索
で
は
な

い
か
と
忠
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
こ
れ
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
の
長
期
的
な

拘
束
か
ら
脱
却
し
、
体
系
的
に
新
し
い
社
会
主
義
法
技
び
に
経
済
線
論

を
創
設
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
c

中
間
の
社
会
主
義
市
場

経
済
瑚
論
は
ま
さ
に
こ
の
特
定
の
時
期
の
需
要
に
応
え
て
生
み
出
さ
れ

た
も
の
と
し
、
新
し
い
理
論
基
礎
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
市
場
経
消
、
主

体
を
規
律
す
る
中
開
会
社
法
も
と
も
に
誕
生
し
た
。
し
か
し
、
い
ず
れ

に
し
ろ
、
現
従
の
中
国
の
社
会
政
治
体
制
の
ド
で
、
大
前
提
た
る
社
会

主
義
公
布
制
と
い
う
原
則
が
ま
だ
変
わ
っ
て
い
な
い
こ
と
は
明
ら
か
で

あ
る
か
ら
、
現
段
階
の
中
同
会
社
法
の
研
究
も
こ
の
点
に
注
窓
し
な
け

れ
ば
な
ら
な
い
。

(
二
)
日
本
で
は
、
滋
初
に
、
中
閣
の
企
業
法
律
制
度
に
関
す
る
研

究
は
、
八

0
年
代
初
期
に
、
中
国
の
「
企
業
法
」
の
制
定
・
公
布
に
伴
っ

て
始
ま
っ
た
。
当
時
、
中
間
の
株
式
制
・
持
分
制
化
の
動
き
に
注
'
忌
を

払
っ
た
研
究
省
は
い
た
が
、
そ
れ
は
主
に
中
川
聞
の
経
済
法
分
野
に
属
す

る
出
体
制
の
「
企
業
法
」
が
研
究
の
対
象
と
な
っ
た
。
そ
の
山
中
で
も
、

中
間
外
資
系
企
業
法
に
関
す
る
研
究
が
最
も
中
心
的
な
も
の
で
あ
っ
た
。

特
に
ふ
制
限
会
社
企
業
形
態
を
採
っ
て
い
る
内
外
合
弁
企
業
に
対
し
て
は
、

か
な
り
詳
細
な
研
究
が
進
め
ら
れ
た
。
九

0
年
代
に
入
る
と
、
中
国
会

中
開
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

社
法
の
立
法
の
進
展
に
連
れ
て
、
日
本
で
の
研
究
者
は
、
中
間
の
会
社

法
制
度
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
り
、
そ
し
て
、
最
初
の
立
法
紹
介
を
経

て
、
現
在
の
詳
し
い
問
題
を
研
究
す
る
よ
う
に
な
っ
た
。
例
え
ば
、
会

社
代
表
者
問
題
、
取
引
安
全
問
題
、
会
社
法
の
蛇
資
制
度
問
題
な
ど
に

つ
い
て
建
設
的
な
意
見
が
述
べ
ら
れ
て
い
る
。
な
お
、
会
社
法
と
「
食

業
法
」
と
の
適
別
関
係
、
殊
に
外
資
系
企
業
法
と
会
社
法
の
適
用
関
係

ま
で
も
論
議
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。
さ
ら
に
、
中
凶
会
社
法
の
役
会

、
工
義
性
も
指
摘
さ
れ
、
中
間
会
社
法
の
ゅ
の
問
中
本
所
有
権
の
性
質
問
題

も
分
析
さ
れ
た
。
中
開
会
社
法
に
対
す
る
社
会
主
義
性
の
認
識
は
、
日

本
で
の
中
日
開
会
社
法
の
研
究
を
さ
ら
に
促
す
も
の
と
予
想
さ
れ
る
ひ

つ
公
有
制
を
七
体
と
す
る
近
代
的
な
企
業
制
度
は
社
会
主
義
市
場
経

済
の
ぷ
一
様
で
あ
り
」
、
「
近
代
的
な
企
業
制
皮
の
樹
立
は
社
会
化
生
産
と

市
場
経
済
活
即
時
の
必
然
な
要
求
で
あ
っ
て
、
戎
が
同
の
間
有
企
業
改
革

の
方
向
で
あ
る
」
c

こ
れ
は
中
肉
共
産
党
に
よ
る
中
国
で
の
近
代
的
な

食
業
制
度
に
対
す
る
最
も
有
力
な
位
綴
づ
け
で
あ
る
。
た
だ
し
、
会
社

制
度
の
山
中
で
、
公
有
制
を
主
と
す
る
附
即
刻
を
貫
徹
す
る
た
め
に
、
も
ち

ろ
ん
同
布
株
を
通
じ
て
実
現
す
る
ほ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
段
階

で
、
中
国
会
社
法
に
開
閉
す
る
研
究
に
お
い
て
、
関
谷
株
問
題
は
避
け
て

通
れ
な
い
問
題
で
あ
る
。
今
日
、
同
布
金
業
の
株
式
制
化
と
同
時
に
、

中
国
の
民
間
投
資
家
の
数
も
補
え
て
お
り
、
民
営
企
業
も
大
き
な
発
展

を
遂
げ
た
ο

一
方
、
厳
近
の
中
国
の

W
T
O
加
盟
交
渉
も
国
際
社
会
か

ら
設
問
さ
れ
て
お
り
、
中
国
が
更
に
改
革
開
放
を
進
め
る
こ
と
も
予
測
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さ
れ
る
。
し
か
し
、
現
行
の
中
国
会
社
法
が
ど
れ
ほ
ど
内
外
の
投
資
者

か
ら
信
頼
さ
れ
る
か
が
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
確
か
に
中
国
の
会
社
法

制
度
の
導
入
そ
の
も
の
は
評
価
さ
れ
る
こ
と
で
あ
る
が
、
そ
の
導
入
の

背
景
お
よ
び
現
行
法
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
中
国
会
社
法
制
度
を
さ
ら

に
検
討
す
る
必
婆
が
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
特
に
、
市
場
経
済
体
制
の
下

で
、
会
社
法
制
度
の
機
能
を
発
揮
さ
せ
る
た
め
に
、
中
国
会
社
制
度
に

お
い
て
、
国
有
企
業
改
革
の
さ
ら
な
る
発
展
に
伴
い
、
間
有
株
の
ど
の

よ
う
な
在
り
方
が
適
当
で
あ
る
か
と
い
う
問
題
が
答
え
ら
れ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
。
本
稿
は
ま
さ
に
こ
の
闘
有
株
の
問
題
か
ら
出
発
し
、
そ
れ

と
係
わ
る
中
国
会
社
法
の
問
題
を
考
察
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
も
の

で
あ
る
。

(
三
)
本
稿
は
、
ま
ず
第
一
章
に
お
い
て
、
中
国
の
国
有
株
・
国
有

持
分
に
関
す
る
沿
革
に
つ
い
て
考
察
す
る
。
中
国
の
国
有
株
の
出
来
は
、

日
本
の
特
殊
会
社
の
中
に
あ
る
政
府
株
及
ぴ
株
式
会
社
形
態
を
取
っ
て

い
る
第
三
セ
ク
タ
ー
に
あ
る
公
共
株
と
違
っ
て
、
社
会
主
義
制
度
そ
の

も
の
の
変
遷
と
密
接
な
関
係
が
あ
る
。
こ
の
国
有
株
と
社
会
主
義
と
の

関
係
史
、
特
に
国
有
株
と
中
国
の
改
革
開
放
と
の
関
係
史
を
解
明
す
る

こ
と
に
よ
っ
て
、
国
有
株
に
対
す
る
理
解
も
深
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

次
に
、
第
二
章
に
お
い
て
、
中
国
の
国
有
株
の
笑
態
に
つ
い
て
考
察

す
る
。
こ
こ
で
国
有
株
に
お
け
る
株
主
権
の
性
質
問
題
を
明
ら
か
に
す

る
た
め
に
、
国
有
株
に
関
連
す
る
会
社
法
規
定
及
び
行
政
法
規
の
関
連

規
定
を
考
察
し
、
分
析
す
る
。
さ
ら
に
日
本
の
政
府
株
な
ど
と
比
較
し

て
、
国
有
企
業
の
近
代
的
な
企
業
制
度
へ
の
転
換
に
お
け
る
国
有
株
の

役
割
を
評
価
す
る
。

第
三
章
に
お
い
て
、
間
有
株
に
か
か
わ
る
中
国
会
社
法
の
問
題
を
指

摘
し
た
上
で
、
そ
の
解
決
方
法
を
模
索
す
る
。
中
国
会
社
法
は
国
有
企

業
改
革
の
任
務
を
担
っ
て
い
る
だ
け
で
は
な
く
、
会
社
法
の
中
で
閑
有

企
業
改
革
と
直
接
関
係
す
る
内
容
も
少
な
く
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
こ

の
会
社
法
に
よ
っ
て
設
立
し
又
は
改
組
さ
れ
た
会
社
の
果
た
し
て
い
る

機
能
を
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。
な
お
、
株
主
権
構
迭
に
お
い
て
間
有

株
が
大
株
主
と
し
て
存
在
す
る
こ
と
か
ら
、
中
国
会
社
法
に
お
け
る
少

数
派
株
主
権
保
護
に
関
す
る
救
済
制
度
も
検
討
す
る
必
要
が
あ
る
。

注
(
1
)

人
民
日
報
海
外
版
巾
'
図
上
市
公
司
田
川
刊
、
-
一

0
0
0年
一

O
月
二
八
日
第

五
耐
を
参
照
。

(
2
)

例
え
ば
、
支
百
社
登
記
管
理
条
例
』
が
一
九
九
周
年
六
月
一
・
同
日
に
可
決

さ
れ
、
七
月
‘
日
に
施
行
さ
れ
た
。

(
3
)

人
民
日
報
機
外
版
一
九
九
九
年
九
月
一
一
七
日
《
中
共
中
央
関
子
国
有
企
業

改
革
和
発
展
的
若
干
問
題
的
決
定
》
を
参
照
。

(
4
)

涜
何
時
弛
孝
「
中
間
会
社
法
の
社
会
主
義
性
(
‘

A
)
i会
社
法
と
食
業
法
と

の
適
用
関
係
!
」
産
大
法
学
二
九
巻
一
二
号
四
九
百
民
三
九
九
五
年
一

O
月)。

(
5
)

中
悶
で
は
、
『
会
社
法
』
が
成
立
す
る
前
に
、
既
に
所
有
形
態
に
よ
っ
て

恭
子
の
企
業
組
織
法
を
制
定
・
公
布
し
た
。
す
な
わ
ち
、
全
人
以
内
所
有
制
刷
工

業
企
業
法
、
集
団
所
有
制
工
業
企
業
法
、
私
営
企
業
法
、
外
資
系
企
業
法
な



ど
で
あ
る

J

こ
れ
ら
が
併
せ
て
企
業
法
と
A
M
わ
れ
る
。

(
日
)
こ
れ
に
つ
い
て
は
、
淡
河
雅
孝
H
市
川
村
山
市
総
町
中
間
合
弁
企
業
法
の
郎
命

と
実
務
」
(
中
央
経
済
社
、
問
和
六
三
年
)
で
、
詳
細
に
述
べ
て
い
る
。

(7)

例
え
ば
、

E
進
や
の
「
中
閣
の
会
社
代
表
相
官
と
取
引
の
安
全
保
議
」
〈
古
一

命
館
法
学
-
九
九
三
年
-
4
H
V
[

…a
-

一
八
号
〕
…
一
…
一
七
災
以
ド
六
白
附
憾
の

「
中
開
会
社
法
上
の
続
交
制
制
度
」
ヘ
判
例
タ
イ
ム
ズ
ぬ
八
五
じ
っ
九
九
州
門
・

・
。
…
五
〕

A

九
問
災
以

F
)
、
な
と
で
あ
る
。

片
品
U

}

中
川
問
の
会
社
法
と
企
業
法
と
の
適
用
関
係
、
殊
に
外
資
系
人
杭
業
法
と
会
計

法
の
適
附
川
関
係
に
つ
い
て
、
清
川
門
雑
孝
・
前
叩
拘
日
什
(

4

)

(

問
八
z
M
M

以

F
)

で
、
誇
織
に
論
じ
て
い
る
。

(
9
)

こ
れ
に
つ
い
て
、
清
河
務
苧
・
前
相
向
、
内
〔
凶
)
の
他
、
制
「
小
田
川
会
終
法

の
社
会
主
義
性
二

d
i
t
-会
社
の
機
関
、
労
組
と
党
の
一
二
依
体
の
桃
川
m
t
iい

(
産
大
法
宇
一
一
九
巻
二
守
口
九
九
五
・
八
〕
‘
氏
以
下
二

i

中
間
会
社
法

の
社
会
主
総
性
(
一
二

)
i会
社
資
金
の
調
達
方
法
」
(
波
大
法
学
一
一
一
一
命
議

a

H

す
[
一
九
え
八
・
閃
〕
則
二
資
以
下
)
を
参
考
さ
れ
た
い
ハ

(
M
m
)

〈
中
共
中
央
関
子
慾
弘
社
会
主
義
市
場
経
済
体
制
若
「
問
題
的
決
定
》
双
山

司
法
規
範
化
実
別
法
律
F
m
w
h
一
一
づ
向
日
(
中
間
統
計
出
版
社
一
九
九
六
年
版
)

第
一
章

固
有
持
分
・
国
有
株
の
鹿
史
的
展
開

第
一
一
節

新
中
閣
の
最
初
の
「
公
有
株
」

社
会
主
義
改
造
に
伴
う
暫
定
的
存
在
と
し
て
の
「
公
有
株
」

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
閤
有
株
の
意
義
(
劉
)

(
一
)
一
九
四
九
年
一

O
月
一
日
に
、
中
間
は
新
民
主
、
五
義
教
ん
叩
の

勝
利
を
遂
げ
、
中
華
人
民
共
和
国
が
成
立
し
た
。
一
九
四
九
年
一

O
Hけ

か
ら
一
九
五
六
年
に
か
け
て
、
中
国
は
新
民
主
主
義
社
会
か
ら
社
会
主

義
社
会
へ
の
移
行
期
に
入
っ
た
-
こ
の
建
国
の
初
期
に
、
国
家
の
主
な

任
務
は
凶
民
経
済
を
閥
復
し
、
生
巌
手
段
の
私
有
制
の
社
会
主
義
改
造

を
実
行
し
、
速
や
か
に
社
会
主
義
経
済
鐙
設
を
展
開
す
る
こ
と
で
あ
っ

た、
凶
が
成
立
し
て
か
ら
ま
も
な
く
の
新
民
主
、
正
義
の
時
期
に
、
企
業
は

主
に
二
つ
の
任
務
を
有
宇
る
。
一
つ
は
、
急
速
に
生
産
を
発
燥
す
る
こ

と
で
あ
る
。
も
う
.
つ
は
、
労
働
者
大
衆
が
資
本
家
に
代
わ
っ
て
生
産

管
理
の
主
導
権
を
掌
握
す
る
こ
と
で
あ
る
つ
こ
の
時
期
の
悶
営
企
業
は

数
が
少
な
い
が
、
経
済
を
凶
復
す
る
中
核
に
な
う
て
い
た
ο

そ
れ
ら
は

没
収
さ
れ
、
あ
る
い
は
接
収
さ
れ
た
必
官
僚
資
本
お
よ
び
外
間
資
本
の

企
業
と
設
点
し
た
ば
か
り
の
極
め
て
少
数
の
社
会
主
義
企
業
で
あ
る
。

こ
れ
と
同
時
に
、
ま
た
約
一
万
人
お
の
私
営
会
社
が
あ
っ
た
。
間
営
工
場

内
部
の
新
し
い
指
導
体
制
の
確
立
及
び
企
業
管
理
の
民
主
化
に
応
え
る

よ
う
に
、
当
時
の
中
間
政
治
協
尚
会
議
が
‘
九
四
九
年
九
月
二
九
日
に

制
定
し
た
「
中
国
人
民
政
治
協
商
会
議
共
同
綱
領
(
原
誠
・
中
間
人
民

政
治
協
商
会
議
共
同
縦
鋲
ピ
第
一
二

J

条
は
、
「
凶
が
経
常
す
る
企
業
に

お
い
て
は
、
当
面
の
時
期
、
労
働
務
が
生
康
管
理
に
参
加
す
る
制
度
を

実
行
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
の
す
な
わ
ち
、
工
場
長
指
導
の
ド
に
、
-
上



筑
波
法
政
第
三
ト
サ

(
a
A
O
O

場
管
即
日
委
民
会
を
設
け
る
。
」
と
規
定
す
る
心
こ
の
規
定
に
よ
り
、
中
イ

時
の
政
務
院
財
経
委
討
会
(
日
本
の
大
蔵
省
に
あ
た
る
)
は
、
吋
間
営
・

公
砂
円
仁
場
に
仁
場
管
別
収
委
討
会
を
設
置
す
る
こ
と
に
関
す
る
指
ぷ
(
以

誠
一
閃
子
在
出
合
、
公
常
企
業
中
建
友
工

f
同
日
埋
委
口
九
五
%
J
職
仁
代
表

会
議
的
実
施
条
例
)
い
(
一
九
一
八

O
年
.
，
月
二
八
日
)
を
発
布
し
た
。
な

お
、
例
人
の
制
民
経
済
発
展
に
有
利
な
企
業
に
投
資
を
焚
励

L
、
そ
の

企
業
の
法
律
的
位
荷
づ
け
を
明
確
に
き
せ
る
た
め
、
ゅ
九
五

O
年
に
「
私

合
企
業
献
H

定
条
例
(
以
語
一
私
営
企
業
初
行
条
例
}
い
が
ほ
択
さ
れ
、

一
九
五
.
年
に
そ
の
実
施
弁
法
も
公
布
さ
れ
た
っ
こ
れ
は
新
中
阿
の
最

初
の
私
常
企
業
に
関
す
る
基
本
法
規
と
し
て
、
岡
山
本
経
済
と
人
民
の
生

治
を
有
利
に
す
る
私
営
食
業
の
発
印
刷
を
奨
励
し
媛
助
す
る
た
め
、
重
要

な
役
割
を
果
た
し
た
。
こ
の
私
営
企
業
条
例
は
独
立
資
本
企
業
、
組
合

を
縦
走
す
る
ほ
か
、
合
資
会
社
、
合
名
会
社
も
有
限
会
社
、
株
式
会
社
、

株
式
合
資
会
社
な
ど
の
五
つ
の
会
社
形
態
を
設
け
て
い
た
。
こ
れ
は
当

時
、
実
際
に
存
在
し
て
い
た
会
社
の
状
況
を
反
峡
し
た
も
の
で
あ
る
。

た
だ
し
、
当
一
一
次
立
法
は
私
営
企
業
の
経
済
関
係
の
調
整
に
限
っ
て
行
わ

ー
た
。(

ニ
)
一
九
五
三
年
に
中
国
共
産
党
は
「
過
波
期
の
総
路
線
」
を
提

出
し
た
。
す
な
わ
ち
、
「
中
華
人
民
共
和
闘
が
成
立
し
て
か
ら
社
会
、
王

義
改
造
が
基
本
的
に
成
し
遂
げ
ら
れ
る
ま
で
、
こ
れ
は
占
つ
の
過
渡
期

で
あ
る
。
こ
の
過
渡
期
に
お
け
る
党
の
総
路
線
と
総
任
務
は
、
か
な
り

長
い
期
間
内
に
、
関
の
工
業
化
、
農
業
、
手
工
業
、
資
本
主
義
商
工
業

1I可

に
対
す
る
社
会
主
義
的
改
造
を
基
本
的
に
実
現
す
る
こ
と
で
あ
る
υ

」

「
か
な
り
長
い
期
間
」
と
は
、
段
低
一
五
年
は
要
す
る
の
が
も
沢
東
を

今
日
め
た
山
中
間
共
産
党
指
導
部
の
共
通
し
た
認
織
で
あ
っ
た
υ

こ
の
時
期
、

食
業
内
で
労
働
品
利
権
力
機
立
の
努
力
が
震
ね
ら
れ
る
に
つ
れ
て
、
ま
た
、

同
封
経
済
に
お
け
る
国
営
企
業
の
比
震
が
質
H

一
明
と
も
増
大
す
る
に
つ
れ

て
、
次
第
に
同
党
食
業
以
外
の
企
業
が
そ
の
独
自
の
資
金
源
や
販
路
に

た
よ
っ
て
会
回
収
す
る
こ
と
が
困
難
に
な
っ
て
き
た
。
そ
こ
で
、
偉
い
陀
拡

大
や
設
備
更
新
に
国
家
資
金
を
移
入
せ
ざ
る
を
え
ず
、
広
民
族
資
本
の

私
的
資
本
主
義
企
業
は
、
必
然
的
に
川
家
資
本
主
義
の
道
を
進
ま
ざ
る

を
得
な
く
な
っ
て
き
た
。
こ
れ
は
私
的
資
本
主
義
企
業
の
社
会
主

F

ぷ
改

造
の
開
始
と
も
Adわ
れ
る
。
私
的
資
本
主
義
に
国
家
が
さ
ま
ざ
ま
な
手

段
で
介
入
し
、
つ
い
に
は
経
常
の
主
導
権
を
悶

J

家
が
家
探
し
た
状
況
を

同
家
資
本
主
義
の
段
階
と
い
う
が
、
公
私
共
同
経
常
企
業
主
同
級
形
態

の
出
家
資
本
主
義
)
を
社
会
主
義
(
問
街
化
)
に
移
行
さ
せ
る
主
要
な

方
式
と
し
て
十
分
認
識
さ
れ
た
。
こ
の
公
私
共
同
経
営
を
規
純
化
す
る

た
め
、
「
公
私
共
同
経
営
工
業
企
業
暫
定
条
例
(
原
誠
一
公
私
合
併
問
仁

業
企
業
暫
行
条
例
)
』
(
一
九
五
ム
一
年
九
月
二
日
)
が
制
定
さ
れ
た
。
こ

の
条
例
に
よ
れ
ば
、
公
私
共
同
経
営
企
業
と
は
公
私
が
共
同
出
資
し
併

せ
て
悶
家
よ
り
派
遣
さ
れ
た
ぬ
定
の
代
表
が
経
営
管
理
に
参
加
す
る
企

業
で
あ
る
。
公
私
双
方
は
当
該
企
業
が
実
際
に
所
布
す
る
財
産
に
つ
き

一
政
側
を
行
い
併
せ
て
食
業
の
依
権
債
務
に
つ
き
整
理
を
行
い
、
公
私
双

方
の
株
式
を
確
定
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
(
五
条
)
、

v

公
私
共
同
経
営



企
業
の
構
成
員
は
共
同
企
業
の
債
務
に
つ
き
有
限
責
任
を
負
う
(
八
条
)
。

「
公
有
株
一
及
、
ぴ
偶
人
株
は
株
式
に
応
じ
て
株
式
利
息
を
配
v

当
さ
れ
る

が
、
「
公
有
株
」
の
株
式
利
息
は
上
級
と
し
て
の
隣
家
に
配
中
ー
さ
れ
な

け
れ
ば
な
ら
ず
、
相
側
人
株
の
株
式
利
息
は
倒
人
構
成
員
白
身
が
支
配
す

る
三
七
、
一
八
条
)
。
こ
の
公
私
共
同
経
常
企
業
が
会
社
で
あ
る
と

は
い
え
な
い
ま
で
も
、
そ
の
内
容
は
有
限
会
社
の
特
徴
を
も
っ
て
い
る
の

こ
の
「
公
有
株
」
も
新
中
間
の
続
初
の
問
布
持
分
で
あ
っ
た
と
い
え
る
つ

し
か
し
な
が
ら
、
こ
れ
は
一
時
的
に
尚
一
渡
的
に
存
寂
し
て
い
た
に
過
ぎ

な
い
。
可
能
な
限
り
速
や
か
に
私
的
所
有
を
止
揚
し
て
完
全
な
社
会
、
主

義
企
業
に
移
行
さ
せ
る
べ
き
だ
と
い
う
の
が
、
共
産
党
の
根
本
的
考
え

で
あ
る
の
か
く
し
て
、
数
年
前
に
元
々
最
低
ム
一
九
年
を
か
け
て
農
業
、

例
入
子
工
業
者
の
集
開
化
、
私
的
資
本
主
義
商
工
業
の
公
私
共
同
経
常

化
、
い
わ
ゆ
る
社
会
友
義
改
造
の
定
成
を
実
現
す
る
と
予
定
さ
れ
た
こ

と
が
、
一
九
五
六
年
末
に
前
倒
し
実
現
さ
れ
た
c

(
一
二
)
一
九
五
七
年
に
「
社
会
主
談
建
設
の
総
路
線
」
が
公
衣
さ
れ

た。
A

九
五
八
年
に
、
都
市
の
集
問
所
有
制
及
び
公
私
共
同
経
営
企
業

は
、
ご
く
.
部
の
小
規
模
の
合
作
社
は
そ
の
ま
ま
残
さ
れ
た
が
、
ほ
と

ん
ど
の
企
業
は
、
会
人
民
所
有
制
余
業
(
国
営
企
業
)
に
移
行
し
た
。

公
私
共
同
経
営
の
場
合
は
、
い
わ
ゆ
る
「
山
只
い
一
決
し
い
削
岩
淵
が
波
川
則
さ

れ
て
、
私
側
(
資
本
家
)
の
持
分
が
国
有
化
さ
れ
た
の
で
あ
る
。
本
米
、

民
族
資
本
家
の
貢
献
が
考
慮
さ
れ
、
民
族
資
本
家
の
資
泌
を
十
特
徴
で
坑

い
取
る
こ
と
が
認
め
ら
れ
た
。
し
か
し
、
農
村
の
人
民
公
社
化
迷
動
の

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
悶
有
株
の
意
義
(
劉
)

影
響
を
受
け
、
同
じ
期
間
に
公
私
共
同
経
営
企
業
は
す
べ
て
無
償
で
附

営
企
業
に
転
化
し
た
。
こ
の
「
安
い
一
日
開
し
」
を
通
じ
て
、
公
私
共
同
絞

営
企
業
は
ほ
と
ん
ど
消
滅
し
た
。

計
爾
経
済
体
制
の
下
で
の
企
業
法
制
度

(
一
)
経
済
体
制
の
集
中
の
ん
向
へ
と
発
展
す
る
と
同
時
に
、
附
の

投
資
に
よ
り
多
く
の
岡
常
企
業
も
設
良
さ
れ
た
。
-
企
業
の
経
済
形
態
は

多
種
類
か
ら
崩
士
の
公
布
制
へ
と
発
反
し
、
国
営
企
業
に
刈
す
る
附
の

依
接
続
営
が
さ
ら
に
先
鋭
化
し
、
商
品
経
済
へ
の
傾
斜
が
以
前
よ
り
さ

ら
に
強
く
-
作
定
さ
れ
た
。
こ
れ
に
対
応
し
て
、
企
業
立
法
は
主
要
な
当

時
の
附
と
企
業
の
関
係
を
狩
定
す
る
も
の
で
あ
り
、
企
業
に
関
す
る
政

策
の
条
ぷ
化
、
規
範
化
で
あ
っ
た
。
そ
の
法
規
及
、
ぴ
法
規
牧
丈
芹
と
し

て
主
要
な
も
の
は
、
一
ピ
業
生
絞
協
同
組
合
定
款
準
則
(
本
山
糸
工
応
力
山
一

工
業
生
産
合
作
社
民
単
純
糸
川
草
案
ニ
、
吋
商
工
企
業
月
以
日
以
符
初
日
試
行
弁

法
(
原
誠
一
版
業
工
業
会
業
設
ぷ
叫
官
製
試
行
線
伐
に
お
よ
び
実
際
上

余
業
法
の
役
割
を
則
市
た
し
た
同
一
門
的
工
業
企
業
活
動
条
例
(
京
家
)
(
政

一
品
一
一
間
営
工
業
企
業
に
作
条
例
革
案
)
い
(
一
九
六
ゅ
年
九
月
一
六
け
)

な
ど
の

μ
Oあ
ま
り
に
わ
た
る
今
こ
の
時
期
、
比
較
的
大
き
な
修
辞
を

与
え
た
の
は
「
同
常
工
業
企
業
活
動
条
例
」
で
あ
る
。
こ
の
条
例
は
、

全
国
人
民
代
表
大
会
の
弘
法
文
書
で
は
な
く
、
ま
た
吋
務
校
の
公
布
し

た
法
規
で
も
な
い
が
、
金
業
立
法
が
簿
弱
な
も
の
と
な
り
、
そ
の
廿
柄
本
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法
規
さ
え
欠
如
し
て
い
る
情
況
の
下
で
、
「
条
例
い
が
実
際
上
、
国
営

仁
業
企
業
の
蒸
本
法
的
役
説
を
果
た
し
て
い
た
。
こ
の
条
例
は
闘
営
工

業
企
業
の
地
位
、
問
営
企
業
管
理
の
原
則
、
企
業
内
部
の
管
理
体
制
な

ど
に
つ
い
て
規
定
し
て
い
る
。

な
お
『
国
営
工
業
企
業
活
動
条
例
』
第
問
三
条
に
よ
れ
ば
、
企
業
の

附
に
、
さ
ま
ざ
ま
な
形
で
社
両
的
に
協
力
を
組
織
し
、
物
質
提
供
の
指

定
を
行
う
こ
と
を
要
す
る
ο

す
べ
て
の
企
業
と
食
業
は
庶
接
的
に
つ
な

が
る
こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
必
要
の
あ
る
場
合
は
、
士
院
接
的
に
協
力

関
係
を
結
ぶ
べ
き
で
あ
る
。
直
接
的
に
結
べ
な
い
場
合
は
、
業
穏
に
よ
っ

て
関
連
す
る
工
場
を
持
っ
て
生
産
性
を
有
す
る
専
門
会
社
を
組
織
し
、

専
門
製
品
に
よ
っ
て
販
売
会
社
又
は
売
買
い
前
社
を
組
織
す
る
こ
と
が
で

き
る
c

さ
ら
に
、
こ
れ
ら
の
会
社
は
製
品
の
生
産
と
提
供
を
そ
れ
ぞ
れ

組
織
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
し
か
し
、
当
時
こ
の
よ
う
な
会
社
は
生
産

性
の
あ
る
専
門
会
社
あ
る
い
は
販
売
会
社
と
い
う
名
で
存
在
し
て
い
た

が
、
実
際
に
は
計
隔
に
よ
っ
て
生
践
と
販
売
を
組
織
す
る
行
政
性
を
・
有

し
て
い
た
た
め
、
会
社
そ
の
も
の
は
経
営
性
を
ふ
付
す
る
会
社
で
は
な

か
っ
た
。
一
九
六
四
年
に
、
中
国
は
工
業
、
交
通
分
野
に
お
い
て
ト
ラ

ス
ト
を
試
験
的
に
設
立
す
る
こ
と
を
決
め
た
。
こ
れ
は
企
業
経
営
の
一

つ
の
重
大
な
改
箪
措
置
で
あ
る
。
こ
の
ト
ラ
ス
ト
は
生
皮
経
常
性
を
持

つ
が
、
行
政
指
令
に
慕
づ
い
て
組
織
さ
れ
た
独
占
殺
を
有
す
る
悶
営
工

業
連
合
会
社
で
あ
る
。
こ
れ
ら
の
会
社
は
数
が
少
な
く
、
法
の
整
備
も

F

却
」

行
わ
れ
な
か
っ
た
。

.. ，、

〈二
)

A

九
六
六
年
五
月
に
、
「
文
化
大
革
命
」
が
発
動
さ
れ
、
こ

の
時
刻
、
企
業
立
法
も
他
の
社
会
、
弘
義
法
制
と
同
様
、
動
乱
に
よ
り
著

し
く
破
壊
さ
れ
た
。
現
行
の
企
業
法
規
が
そ
の
施
行
を
停
止
さ
れ
た
だ

け
で
な
く
、
新
た
に
公
布
さ
れ
た
い
く
つ
か
の
企
業
法
規
も
ま
た
そ
の

執
行
が
不
可
能
と
な
っ
た
。
そ
の
結
果
、
企
業
秩
序
に
重
大
な
混
乱
が

生
じ
た
の
で
あ
る
c

第

節

改
革
開
放
に
よ
る
固
有
持
分
・
国
有
株
の
再
生

改
革
開
放
に
伴
う
企
業
法
の
整
一
備

(
一
)
中
国
共
産
党
の
第
二
回
一
二
次
会
問
大
会
(
一
九
七
八
年
.

一
月
)
で
、
も
沢
東
の
「
階
級
闘
争
」
中
心
の
路
線
を
谷
定
し
、
部
小

平
の
経
済
理
投
小
心
の
路
線
を
打
ち
出
す
こ
と
に
よ
っ
て
経
済
改
京
が

始
動
し
た
。
改
革
の
初
期
に
は
、
叫
削
減
経
済
に
市
場
の
原
理
を
「
補
完
」

す
る
こ
と
が
大
き
な
課
題
で
あ
っ
た

U

こ
の
改
革
の
第

J

段

階

三

九

七
八
年
!
一
九
八
四
年
一

O
H川
)
で
は
、
農
村
の
経
済
体
制
改
革
が
中

心
で
あ
っ
た
。
全
面
的
に
農
村
の
家
族
請
負
寅
任
制
を
進
め
る
と
と
も

に
、
都
市
で
も
仁
業
を
再
編
成
し
、
経
，
済
改
京
を
実
験
的
に
行
っ
て
い

る
c

例
え
ば
、
工
業
グ
ル
ー
プ
と
横
割
り
の
経
済
連
合
を
実
施
し
て
、

企
業
と
地
方
の
由
民
主
権
を
拡
大
し
て
い
る
。
し
か
し
、
一
九
八
三
年
ま

で
の
情
勢
は
依
然
計
画
経
済
主
導
の
考
え
方
が
支
配
的
で
あ
っ
た
。



(
一
一
)
八
0
年
代
初
期
、
全
人
民
所
有
制
企
業
の
改
革
は
主
に
政
府

の
企
業
に
対
す
る
権
力
の
移
譲
に
あ
り
、
企
業
内
部
の
指
導
体
制
の
改

変
に
は
及
ば
な
か
っ
た
。
い
わ
ゆ
る
、
「
簡
政
・
放
機
・
議
利
」
の
企

業
改
革
の
段
階
に
あ
る
。
企
業
は
閤
家
が
統
一
的
に
支
配
す
る
行
政
機

関
の
下
に
あ
る
付
属
部
分
か
ら
一
定
の
資
本
金
を
食
業
自
体
が
所
有
す

る
も
の
に
変
っ
て
い
る
。
食
業
は
簡
家
に
「
放
権
」
と
「
譲
利
」
を
要

求
す
る
。
こ
の
よ
う
な
状
況
を
反
映
す
る
企
業
立
法
と
し
て
、
関
務
院

が
公
布
し
た
『
国
営
工
業
企
業
経
営
の
管
理
自
主
権
の
拡
大
に
関
す
る

若
干
の
規
定
(
原
語
一
関
子
国
営
工
業
企
業
経
営
管
理
自
主
権
的
若
干

規
定
)
』
(
一
九
七
九
年
七
月
)
、
「
間
営
工
業
企
業
職
員
・
労
働
者
代
表

大
会
暫
定
条
例
(
原
諸
二
国
営
工
業
企
業
職
工
代
表
大
会
智
行
規
定
)
」

(
一
九
八
一
年
六
月
)
)
、
『
国
営
工
場
長
活
動
暫
定
条
例
(
原
諦
二
国

営
工
「
「
長
工
作
暫
仔
条
例
)
」
(
一
九
人
二
年
一
月
)
、
訪
問
営
工
業
企

業
の
自
主
権
を
さ
ら
に
拡
大
す
る
こ
と
に
関
す
る
暫
定
条
例
(
原
語
一

関
子
進
一
歩
拡
大
国
営
工
業
企
業
自
主
権
的
暫
行
条
例
)
」
(
一
九
八
四

年
五
月
)
が
あ
る
。
こ
の
時
期
に
お
け
る
企
業
立
法
の
特
徴
を
最
も
顕

著
に
表
し
て
い
た
の
は
、
関
務
院
が
公
布
し
た
『
関
営
工
業
企
業
暫
定

条
例
(
係
諸
一
国
営
工
業
企
業
暫
行
条
例
ぶ
(
一
九
八
二
年
四
月
)
で

あ
る
。
こ
の
『
条
例
』
は
「
企
業
は
法
人
で
あ
り
、
工
場
長
は
法
人
の

代
表
で
あ
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
中
国
初
の
国
営
企
業
の

基
本
法
規
と
も
言
わ
れ
る
。
そ
の
最
大
の
欠
点
は
、
党
委
員
会
指
導
下

の
工
場
長
責
任
制
の
弊
・
窓
口
を
留
保
し
て
い
る
こ
と
で
あ
る
と
い
わ
れ
て

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

{
幻
ザ

い
る
。{

三
)
農
村
に
お
け
る
改
革
が
初
歩
的
で
あ
り
な
が
ら
、
自
信
を
つ

け
た
中
国
指
導
部
は
、
一
定
期
間
の
準
備
を
総
て
改
革
の
章
一
点
を
農
村

か
ら
都
市
へ
移
し
た
が
、
こ
の
時
期
に
、
改
革
の
臼
標
設
定
を
巡
っ
て

激
し
い
論
議
が
展
開
さ
れ
た
。
一
九
八
凶
年
一

O
月
の
中
共
一
二
凶
コ
一

次
会
会
の
「
経
済
体
制
改
革
に
関
す
る
決
定
(
原
誠
一
関
子
経
済
体
制

改
革
的
決
定
)
」
が
発
布
さ
れ
、
そ
の
中
で
は
始
め
て
「
商
品
経
済
」

を
主
体
と
し
た
「
計
両
性
の
あ
る
商
品
経
済
論
」
を
提
示
し
た
。
吋
決

定
』
は
、
「
附
権
分
離
」
の
形
で
、
企
業
経
営
の
積
極
性
と
柔
軟
性
を

十
分
に
発
機
さ
せ
、
社
会
の
需
要
に
応
え
、
充
分
満
足
さ
せ
、
経
営
権

を
企
業
に
引
き
渡
す
こ
と
に
よ
り
、
企
業
所
有
者
、
経
営
者
な
い
し
生

産
者
の
関
係
を
数
理
し
、
適
切
に
企
業
の
合
法
的
権
益
を
保
護
す
る
と

と
も
に
、
企
業
に
自
主
経
営
、
慣
益
自
己
負
祖
を
求
め
、
計
闘
の
あ
る

商
品
経
済
体
制
の
内
在
的
な
要
求
に
基
づ
く
経
営
活
動
体
制
を
築
か
せ

る
と
期
待
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
ら
の
企
業
経
営
の
体
制
に
関
し
て
は
、

法
的
な
整
備
も
図
ら
れ
た
。
一
九
八
八
年
二
月
二
七
日
に
は
、
間
務
院

が
「
全
人
民
所
有
制
工
業
企
業
議
負
経
営
資
任
制
暫
定
条
例
〈
原
銃
一

金
氏
所
有
税
工
業
企
業
承
包
経
営
責
任
制
智
行
条
例
)
』
を
、
六
月
五

日
に
は
ま
玄
人
民
所
省
制
小
裂
工
業
企
業
賃
借
経
営
瞥
定
施
行
条
例
(
原

週
間
一
会
民
所
有
刺
小
型
工
業
企
業
租
賃
経
営
暫
行
条
例
)
』
を
発
布
し

た
。
そ
の
『
全
人
民
所
有
制
小
型
工
業
企
業
賃
借
経
営
暫
定
条
例
」
の

第
三
条
で
は
、
「
本
条
例
に
称
す
る
賃
借
経
営
と
は
、
企
業
の
余
人
民

二
三
七
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所
有
制
の
性
質
を
改
変
し
な
い
と
の
条
件
の
も
と
に
お
い
て
、
所
有
権

と
経
営
権
の
分
離
を
実
行
し
、
岡
山
永
が
授
権
す
る
単
位
を
貸
主
側
と
し

て
企
業
を
期
限
付
き
で
借
主
側
の
経
常
の
万
式
で
劣
行
す
る
。
」
と
規

定
さ
れ
る
。

a

九
八
八
年
四
月
二
二
日
に
じ
回
全
人
代
一
次
会
議
で
は
、

「
中
楽
人
民
共
和
国
全
人
民
所
有
制
工
業
企
業
法
(
原
誠
一
公
民
所
有

制
工
業
企
業
法
)
』
を
制
定
・
公
布
し
た
り
そ
の
第
一
一
条
第
二
項
に
は
、

「
企
業
の
財
産
は
全
人
民
所
有
に
属
し
、
間
関
家
は
所
有
権
と
絞
営
権
と

の
分
離
の
原
則
に
従
っ
て
企
業
に
経
営
管
燃
を
任
せ
る
。
企
業
は
出
家

が
任
せ
た
そ
の
経
常
管
岡
崎
一
す
る
財
産
に
対
し
て
占
有
・
使
用
と
法
に
よ

る
処
分
の
権
利
を
享
有
す
る
の
」
と
明
確
に
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
よ

う
に
、
「
同
有
イ
コ
ー
ル
鴎
営
」
、
「
公
有
イ
コ
ー
ル
公
営
い
と
い
う
公

式
的
発
想
を
転
換
し
、
両
者
を
分
離
す
る
と
の
原
則
を
、
法
律
の
主
一
段

お一

の
上
で
も
明
確
に
し
た
も
の
で
あ
っ
た
。

(鴎
)

d

九
七
九
年
以
米
、
改
革
開
放
の
一
つ
の
重
要
な
内
谷
と
し

て
、
単
純
な
公
有
制
例
経
済
か
ら
公
有
制
を
基
本
と
す
る
多
絡
な
経
済
引
所

有
形
態
併
存
へ
の
局

J

出
が
次
第
に
脳
間
関
さ
れ
て
い
る
ハ
こ
れ
と
と
も
に
、

法
律
面
で
も
ま
法
作
業
が
始
ま
っ
て
い
た
。
一
九
八
一
一
年
.
一
一
月
四
日

に
制
定
・
公
あ
し
た
現
行
慾
法
の
第
一
一
条
一
項
は
、
「
都
市
と
農
村

の
勤
労
者
側
人
経
常
経
済
は
社
会
主
義
公
有
制
経
済
を
補
充
す
る
も
の

で
あ
る
。
悶
家
は
例
人
経
常
経
済
の
合
法
的
権
利
と
利
益
を
保
護
す

る
c
」
と
規
定
し
た
。
一
九
八
八
年
四
月
:
一
日
に
、
七
刷
会
人
代
一

次
会
議
で
、
憲
法
の
最
初
の
改
正
が
行
わ
れ
、
第
ム
一
条
一
項
を
さ
ら

Ji. 

に
「
国
家
は
私
営
経
済
が
法
律
に
規
定
す
る
範
関
内
に
お
い
て
存
住
し

発
展
す
る
こ
と
を
許
す
。
私
営
経
済
は
社
会
主
義
公
布
制
経
済
の
補
完

で
あ
る
。
同
家
は
私
常
経
済
の
合
法
的
権
利
と
利
議
を
保
護
し
、
私
営

経
済
に
対
し
誘
導
・
監
督
と
符
成
を
実
行
す
る
」
と
改
正
し
た
ー
そ
れ

ゆ
え
、
同
じ
会
議
で
、
吋
中
華
人
民
共
和
問
私
供
余
業
暫
定
条
例
(
附
出

掛
一
中
華
人
民
共
和
問
私
営
企
業
新
同
行
条
例
)
い
が
可
決
し
た
。

な
お
、
計
閥
的
な
経
済
体
制
の
下
で
の
行
政
部
門
に
よ
っ
て
中
央
企

業
、
省
、
地
以
余
業
な
ど
に
分
類
さ
れ
て
い
た
っ
隣
同
倒
的
な
工
業
体
系

を
打
破
し
、
地
域
閉
鎖
、
部
門
分
都
な
ど
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、

一
迷
の
企
業
連
合
約
併
に
関
す
る
法
裁
が
公
布
さ
れ
て
い
た
り
ひ
い
て
、

外
閣
の
資
本
を
吸
収
す
る
た
め
、
企
業
技
法
に
お
い
て
新
た
な
分
野
で

あ
る
外
附
資
本
投
資
企
業
法
の
し
リ
イ
は
作
業
も
早
速
に
行
わ
れ
る
よ
う
に

な
っ
た
(
食
業
連
合
経
営
お
よ
び
外
資
企
業
法
の
詳
細
は
そ
れ
ぞ
れ
本

節
の
及
び
ニ
に
譲
る
)
。

連
合
経
営
企
業
に
お
け
る
「
国
有
企
業
法
人
株
」

〈
一
)
単
純
な
計
一
問
刊
紙
済
体
制
の
下
で
は
、
国
有
余
業
の
符
弾
一
体
制

の
仕
組
み
に
つ
い
て
み
れ
ば
、
す
べ
て
の
同
布
企
業
は
、
い
ず
れ
か
の

行
政
上
の
管
轄
系
統
に
配
属
さ
れ
て
い
た
。
大
別
す
れ
ば
、
中
央
の
部
、

対
(
日
本
の
省
、
庁
に
当
た
る
)
に
政
泌
す
る
企
業
、
各
地
区
の
人
民

政
府
に
印
附
す
る
企
業
、
な
ら
び
に
中
央
の
郎
、
局
お
よ
び
各
地
肢
の
人



朗

氏
政
府
の
二
重
の
管
轄
に
服
す
る
食
業
の
一
一
一
穣
類
に
分
類
さ
れ
る
。
こ

の
よ
う
な
企
業
管
理
体
制
の
下
で
は
、
山
中
央
部
、
局
、
各
地
の
人
民
政

府
の
絞
済
委
長
会
及
び
各
工
業
管
理
局
が
、
行
政
部
門
と
し
て
、
川
間
の

社
会
、
経
済
作
成
の
綴
能
を
同
市
た
し
て
い
た
。
ま
た
同
時
に
、
同
有
企

業
の
経
営
管
理
機
構
と
し
て
、
食
業
の
経
常
管
瑚
ま
で
も
予
を
人
れ
て

い
た
い
わ
ゆ
る
「
行
企
分
ず
」
(
原
語
一
政
企
不
分
)
状
態
に
あ
っ

た
d

こ
の
よ
、
つ
な
縦
断
の
工
業
体
系
の
ド
で
は
、
企
業
開
の
協
栄
も
経

常
資
源
の
組
み
符
え
も
ほ
と
ん
ど
無
く
、
地
域
閉
鎖
、
部
門
分
割
な
ど

却

の
問
題
が
生
じ
、
経
済
の
発
肢
は
阻
申
一
目
さ
れ
が
ち
で
み
め
っ
た

d

(
ニ
)
こ
の
よ
う
な
状
況
に
鑑
み
、
改
市
開
一
般
に
乗
り
出
し
て
ま
も

な
い
一
九
八

O
年
七
月
一
日
に
、
川
内
務
院
は
、
間
作
企
業
を
活
性
化
さ

せ
、
地
一
以
一
、
業
線
分
野
及
び
所
有
制
の
速
い
令
乗
り
越
え
て
経
済
的
に

横
断
的
洩
九
け
を
パ
応
援
さ
せ
る
た
め
に
、
一
九
八

O
年
じ
月
一
日
に
、
「
経

済
連
合
の
促
進
に
関
す
る
判
定
規
定
〈
原
誠
一
関
3
促
進
経
済
聯
合
的

判
行
別
定
こ
を
公
布
し
た
。
同
規
定
に
よ
れ
ば
、
経
済
連
合
は
、
各

当
事
者
の
白
山
ぷ
思
及
び
平
等
互
恵
の
原
則
に
た
一
づ
き
結
成
さ
れ
る
べ

き
で
あ
り
、
一
行
政
命
令
で
強
制
的
に
組
み
か
一
て
で
は
な
ら
な
い
。
ま
た
、

弁
当
事
品
仰
の
経
済
的
利
益
を
十
分
に
考
慮
に
入
れ
る
べ
き
で
あ
っ
て
、

地
肢
に
業
績
分
野
、
所
有
制
お
よ
び
行
政
従
属
関
係
の
制
限
を
没
け
な

い
も
の
と
さ
れ
た
。
-
九
八
二
年
一

O
月
一
関
口
に
は
、
同
家
計
一
問
委

民
会
を
始
め
と
す
る
五
つ
の
出
家
主
管
機
関
が
連
合
し
て
、
「
凶
内
に

お
け
る
合
弁
建
設
に
関
す
る
瞥
定
弁
法
(
以
誠
一
向
子
問
内
合
資
建
設

中
問
会
社
法
制
度
の
発
践
と
関
有
株
の
意
義
(
劉
)

的
叫
刊
行
塀
法
)
」
を
公
布
し
、
地
以
及
び
所
有
刺
の
違
う
企
業
時
の
経

一
四

済
巡
ム
口
を
促
し
た
。

a

九
八
例
年
に
計
一
倒
的
な
尚
日
間
経
済
に
お
け
る
初

歩
的
な
管
制
収
体
制
が
確
定
し
、
政
府
の
経
済
迷
営
は
前
按
統
制
か
ら
間

後
誘
導
へ
と
徐
々
に
変
化
し
て
来
た
っ
こ
の
よ
う
な
状
況
の
ド
で
、
備

断
的
経
済
連
合
の
発
展
は
活
性
化
し
た
活
力
の
あ
る
中
国
経
済
の

A

つ

の
沿
い
妥
な
象
徴
と
な
っ
た
。
一
九
八
六
年
ご
バ
三
一
一

a
Hに
、
同
務
院
は
、

道
棋
断
的
経
済
連
合
を
さ
ら
に
推
進
す
る
こ
と
に
つ
い
て
の
若
子
の
問

題
に
関
す
る
決
定
(
保
誠
一
関
子
進

A

歩
推
進
機
向
経
済
聯
合
的
わ

r

問
題
的
決
定
ニ
を
公
布
し
た
。
内
決
定
い
は
、
横
断
的
経
済
連
合
が
'
け

発
性
を
恭
礎
と
し
て
地
阪
、
部
門
、
業
界
の
枠
の
制
限
を
受
け
な
く
、

所
有
制
の
制
限
を
受
け
な
い
も
の
で
あ
り
、
企
業
開
の
横
断
的
経
済
連

合
の
組
織
は
企
業
怜
の
あ
る
も
の
で
、
行
政
性
の
管
理
機
構
に
し
て
は

却

な
ら
な
い
と
強
調
し
て
い
る
。
実
際
に
、
横
断
的
経
済
連
合
は
具
体
的

に
は
企
業
開
の
連
合
経
営
を
泌
じ
て
実
現
し
て
い
た
っ
」
九
八
六
年
四

月
に
発
布
さ
れ
た
『
中
華
人
民
共
和
同
氏
法
通
則
』
第
二
一
章
で
も
、
迷

九
日
経
常
に
関
す
る
規
定
を
設
け
た
。
こ
の
た
め
、
多
様
な
企
業
連
合
経

営
が
中
山
内
の
各
地
で
急
速
に
発
展
し
て
米
た
。
企
業
開
の
連
合
終
件
は

同
定
的
な
企
業
形
態
で
は
な
く
、
む
し
み
遂
勤
し
て
い
る
経
済
生
活
の

動
機
い
的
な
反
映
で
あ
る
と
述
べ
ら
れ
て
い
る
〉
し
た
が
っ
て
、
述
合
経

常
の
万
式
も
多
様
で
あ
る
c

中
間
の
吋
民
法
一
域
別
い
は
、
第
一
一
一
策
第
四

節
に
お
い
て
、
迷
合
経
営
を
法
人
型
連
合
経
営
、
パ
ー
ト
ナ
ー
務
迷
ム
日

経
営
故
び
に
契
約
破
述
合
経
常
に
分
け
て
い
る
。
こ
こ
で
伐
ぷ
す
べ
き

a
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A
'
l
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筑
波
法
政
第
三
十
号
(
二

O
O
二

は
法
人
型
連
合
経
営
の
部
分
で
あ
る
。
こ
の
時
期
、
会
社
法
が
ま
だ
立

法
さ
れ
て
い
な
か
っ
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法
人
型
連
合
経
営
の
場
合

に
、
株
式
会
社
と
有
限
会
社
の
よ
う
な
企
業
形
態
が
採
ら
れ
て
い
た
。

も
ち
ろ
ん
、
横
断
的
経
済
連
合
の
た
め
に
設
立
さ
れ
た
こ
れ
ら
の
会
社

は
そ
の
状
況
が
複
雑
で
、
ま
だ
会
社
法
上
の
会
社
と
は
い
え
な
い
が
、

少
な
く
と
も
企
業
の
中
で
形
式
的
に
株
主
の
構
成
が
存
在
し
、
こ
の
株

主
の
構
成
は
ほ
と
ん
ど
国
有
企
業
法
人
同
士
か
ら
な
っ
て
い
た
。
こ
の

国
有
企
業
法
人
株
の
現
出
が
、
横
断
的
経
済
連
合
を
促
進
し
た
だ
け
で

は
な
く
、
そ
の
後
の
殴
有
企
業
の
近
代
的
な
企
業
制
度
へ
の
転
換
に
も

大
き
な
影
響
を
与
え
た
こ
と
は
疑
い
の
な
い
と
こ
ろ
で
あ
る
。

中
外
合
弁
企
業
に
お
け
る
国
有
持
分

(
一
〉
改
革
開
放
以
来
、
内
部
体
制
を
改
革
す
る
と
同
時
に
、
外
開

資
本
を
吸
収
し
、
先
進
的
な
技
術
を
導
入
し
、
社
会
主
義
経
済
を
補
充

す
る
た
め
、
改
革
初
期
の
一
九
七
九
年
に
、
中
間
で
外
商
投
資
企
業
の

設
立
が
認
め
ら
れ
た
。
外
商
投
資
企
業
は
、
中
外
合
弁
企
業
、
中
外
合

作
経
営
企
業
、
外
国
独
資
企
業
を
含
め
、
常
に
「
一
一
一
資
金
業
」
と
い
わ

れ
る
。
改
革
の
進
展
に
つ
れ
て
、
こ
れ
ら
の
つ
…
一
資
企
業
」
が
広
く
発

展
を
遂
げ
、
中
国
経
済
の
一
つ
の
重
要
な
部
分
に
な
っ
て
い
る
。
ま
た
、

法
の
整
備
甑
に
、
外
商
投
資
企
業
に
お
け
る
多
様
な
法
律
関
係
を
適
切

に
調
整
し
、
さ
ら
に
信
頼
で
き
る
投
資
環
境
を
創
る
た
め
、
一
連
の
外

二
問
。

世
間
投
資
企
業
に
関
す
る
法
律
、
法
裁
が
制
定
さ
れ
た
。
例
え
ば
、
吋
中

華
人
民
共
和
国
中
外
合
弁
企
業
法
(
中
外
合
資
経
営
企
業
法
)
』
(
一
九

七
九
年
七
月
に
可
決
さ
れ
、
九

O
年
四
月
に
修
正
さ
れ
た
。
)
、
「
中
華

人
民
共
和
国
外
資
企
業
法
(
外
資
企
業
法
辺
(
一
九
八
六
年
四
月
)
、
「
中

華
人
民
共
和
国
中
外
提
携
経
営
企
業
法
(
原
語
一
中
外
合
作
経
営
企
業

法
ニ
(
一
九
八
八
年
四
月
)
な
ど
が
あ
る
。
さ
ら
に
、
沼
e
外
合
弁
企

業
法
実
施
条
例
(
原
語
一
中
外
合
資
経
営
企
業
法
実
施
条
例
記
(
一
九

九
一
一
一
年
九
月
)
、
『
外
商
投
資
奨
励
に
関
す
る
規
定
(
原
語
一
関
子
奨
励

外
商
投
資
的
規
定
)
』
(
一
九
八
六
年
一

O
月
)
、
『
外
資
企
業
法
実
施
細

川
則
(
原
語
一
外
資
企
業
法
実
施
細
則
)
』
(
一
九
九
O
年
一
二
月
)
、
「
中

外
提
携
経
営
企
業
法
(
原
語
一
中
外
合
作
経
営
企
業
法
笑
施
織
剣
)
』
(
一

九
九
五
年
八
月
)
な
ど
の
行
政
法
規
も
公
布
さ
れ
た
。
こ
れ
ら
の
法
律
、

法
規
は
諸
外
闘
の
資
金
導
入
に
大
き
な
役
割
を
栄
た
し
て
い
る
。
た
だ
、

か
か
る
法
律
、
法
規
は
依
然
と
し
て
「
会
人
民
所
有
制
工
業
企
業
法
可

「
私
営
食
業
法
』
と
一
緒
に
計
蘭
的
商
品
経
済
体
制
の
下
で
の
も
の
で

あ
り
、
い
わ
ゆ
る
中
閣
の
企
業
法
体
系
に
属
す
る
。

{
ニ
)
中
外
合
弁
企
業
と
は
、
中
国
側
パ
ー
ト
ナ
ー
と
外
閤
側
パ
ー

ト
ナ
ー
が
共
同
出
資
し
て
経
営
す
る
企
業
で
あ
る
。
合
弁
企
業
法
第
一

条
は
、
「
中
華
人
民
共
和
国
は
国
際
経
済
協
力
と
技
術
の
交
流
を
増
進

す
る
た
め
、
外
国
の
会
社
、
食
業
そ
の
他
の
経
済
組
織
又
は
偶
人
に
対

し
て
平
等
.
亙
怒
の
原
則
に
基
づ
き
、
中
国
政
府
の
認
可
を
受
け
て
、
中

国
間
内
で
、
中
閣
の
会
社
、
企
業
そ
の
他
の
経
済
組
織
と
共
同
で
合
弁



企
業
を
設
立
す
る
こ
と
を
認
め
る
」
と
規
定
す
る
。
こ
こ
で
、
外
国
側

パ
ー
ト
ナ
ー
は
会
社
、
企
業
そ
の
他
の
経
済
組
織
ま
た
は
個
人
を
指
す

が
、
そ
れ
に
対
し
て
中
国
側
パ
ー
ト
ナ
ー
は
会
社
、
企
業
そ
の
他
の
経

済
組
織
の
み
を
含
め
る
。
ま
た
、
合
弁
企
業
法
第
四
条
は
、
「
合
弁
企

業
の
形
態
は
有
限
責
任
会
社
で
あ
る
」
と
規
定
す
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中

外
合
弁
企
業
は
一
種
の
会
社
に
過
ぎ
な
い
と
言
え
よ
う
。
こ
の
合
弁
会

業
に
お
い
て
、
双
方
の
パ
ー
ト
ナ
ー
は
構
成
員
と
し
て
、
ま
た
自
己
の

出
資
額
に
応
じ
て
会
社
に
対
し
責
任
を
負
う
。
会
社
は
そ
の
全
資
本
に

よ
り
そ
の
債
務
を
負
う
責
任
を
有
す
る
。
実
際
上
、
実
態
か
ら
見
れ
ば
、

中
間
側
パ
ー
ト
ナ
ー
が
国
有
企
業
で
あ
る
場
合
が
多
い
。
し
た
が
っ
て
、

闘
有
持
分
の
権
利
行
使
、
管
理
な
ど
の
問
題
は
、
こ
の
時
期
に
、
中
外

合
弁
企
業
に
お
い
て
既
に
存
在
し
て
い
た
。
こ
こ
で
留
意
し
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
の
は
、
合
弁
企
業
の
各
パ
ー
ト
ナ
ー
の
出
資
比
本
の
問
題
で

あ
る
。
中
国
合
弁
企
業
法
は
、
中
間
の
国
情
に
鑑
み
、
五
一
%
(
関
内

側
)
対
四
九
%
と
い
う
国
際
上
伝
統
的
な
や
り
方
が
あ
る
に
も
か
か
わ

ら
ず
、
外
国
か
ら
の
投
資
の
最
高
比
率
に
対
し
制
限
的
な
規
定
を
し
て

A

担
v

い
な
い
。
逆
に
、
中
国
の
法
律
は
外
国
側
パ
ー
ト
ナ
ー
の
出
資
比
率
の

最
低
限
度
に
着
目
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
合
弁
企
業
法
第
四
条
は
、
「
合

弁
企
業
の
登
録
資
本
の
中
に
、
外
国
側
パ
ー
ト
ナ
ー
の
出
資
は
原
則
と

し
て
二
五
%
を
下
回
っ
て
は
な
ら
な
い
」
と
定
め
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、

そ
れ
は
外
国
側
パ
ー
ト
ナ
ー
の
中
国
へ
の
出
資
を
促
進
す
る
た
め
で
あ

る
と
受
け
止
め
ら
れ
る
ほ
か
な
い
。
な
お
、
「
中
外
合
弁
企
業
法
笑
施

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
間
有
株
の
意
義
(
劉
)

条
例
」
に
よ
れ
ば
、
中
外
合
弁
企
業
の
取
締
役
会
が
合
弁
企
業
の
最
高

権
力
機
関
で
あ
り
、
合
弁
企
業
の
一
切
の
重
要
事
項
を
決
定
す
る
(
同

条
例
一
二
三
条
)
。
そ
し
て
、
合
弁
企
業
の
取
締
役
会
の
定
員
配
分
は
、

パ
ー
ト
ナ
ー
双
方
の
出
資
の
比
率
を
参
照
し
、
協
議
に
よ
り
確
定
す
る

(
同
条
例
一
一
一
四
条
一
款
)
。
取
締
役
会
長
は
中
国
側
か
ら
派
遣
し
、
副

会
長
は
外
関
側
か
ら
派
遣
す
る
(
同
条
例
一
一
一
四
条
二
款
)
。
し
た
が
っ

て
、
社
員
総
会
を
設
置
せ
ず
、
取
締
役
会
を
会
社
の
最
高
権
力
機
関
と

す
る
こ
と
が
、
こ
れ
ら
の
合
弁
会
社
の
一
つ
の
重
要
な
特
徴
で
あ
る
。

第
三
節
社
会
主
義
市
場
経
済
体
制
の
下
で
の
会
社
法
制
度
の
確
立

と
国
有
株

持
分
・
株
式
制
の
試
み
の
流
布
と
固
有
株
に
関
す
る
法
定

(
一
)
既
述
し
た
よ
う
に
、
「
両
様
分
離
」
の
場
合
で
も
、
国
有
企

業
で
あ
る
限
り
、
中
央
、
地
方
政
府
の
そ
れ
ぞ
れ
管
理
権
限
を
有
す
る

主
管
行
政
部
門
の
行
政
権
の
干
渉
は
免
れ
難
い
。
こ
の
た
め
、
確
実
に

所
有
権
と
経
営
権
を
分
離
さ
せ
る
よ
う
に
、
経
済
体
制
改
革
と
並
行
し

て
進
め
ら
れ
た
政
治
体
制
改
革
と
し
て
は
「
政
府
と
企
業
の
職
務
賞
任

の
分
離
」
、
い
わ
ゆ
る
「
行
企
分
離
」
も
推
し
進
め
ら
れ
て
い
た
。
そ

の
内
、
持
分
制
の
導
入
は
一
つ
の
効
率
的
な
方
策
と
し
て
認
識
さ
れ
て

い
た
。
前
節
で
見
た
よ
う
に
、
横
断
的
経
済
連
合
は
、
ま
ず
地
域
間
関
の

四
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0
0

協
力
か
ら
始
ま
り
、
さ
ら
に
余
業
関
の
技
術
協
力
と
資
金
協
力
へ
と
発

展
し
て
来
た
c

ま
た
外
国
企
業
と
の
経
済
協
力
は
粉
瓦
に
補
償
す
る
貿

易
か
ら
始
ま
っ
て
、
共
同
開
発
、
共
同
経
営
ま
で
発
展
し
て
き
た
。
そ

し
て
、
一
九
八
四
年
七
月
に
初
め
て
国
有
企
業
に
株
式
制
度
が
導
入
さ

れ
、
北
京
で
は
天
橋
百
貨
応
株
式
会
社
が
設
夜
さ
れ
、
間
有
企
業
と
し

て
初
め
て
株
式
の
公
開
発
行
に
踏
み
切
っ
た
。
そ
の
後
、
上
海
延
中
実

日

M
m
)

業
会
社
と
飛
楽
音
響
会
社
が
相
次
い
で
株
式
を
発
行
し
た
。

(
一
一
)
中
閣
の
持
分
制
の
導
入
の
根
本
的
な
目
的
は
、
さ
ら
に
国
有

企
業
改
革
を
進
め
、
近
代
企
業
制
度
を
樹
立
す
る
こ
と
に
あ
る
が
、
最

初
に
食
業
資
金
難
を
解
決
す
る
た
め
、
持
分
制
に
よ
る
資
金
調
達
が
持

分
制
導
入
の
リ

l
ド
に
な
っ
て
い
た
。
当
時
、
経
済
体
制
改
革
に
よ
る

経
済
活
性
化
と
共
に
進
行
し
た
イ
ン
フ
レ
対
策
と
し
て
採
ら
れ
た
金
融

引
き
締
め
の
た
め
に
、
資
金
難
に
陥
っ
た
企
業
が
国
家
財
政
に
頼
ら
な

い
資
金
集
め
の
方
法
と
し
て
、
企
業
債
権
の
発
行
と
企
業
の
株
式
化
に

よ
る
資
金
調
達
を
実
験
的
に
行
っ
た
り
こ
れ
に
関
連
し
て
定
め
ら
れ
た

の
が
株
券
、
債
券
の
発
行
、
管
理
に
関
す
る
地
方
性
法
規
で
あ
る
り
例

え
ば
、
「
中
間
工
商
銀
行
上
海
支
府
の
株
券
代
理
発
行
業
務
に
関
す
る

暫
定
規
定
(
版
部
竹
中
関
工
商
銀
行
上
海
分
行
関
子
代
理
発
行
業
務
的

暫
行
規
定
)
」
(
一
九
八
四
年
九
月
六
「
福
建
省
企
業
株
券
、
債
権
管
理

試
行
弁
法
(
原
一
祐
一
福
建
省
企
業
股
察
、
債
券
管
想
試
行
灘
法
こ
(
一

九
八
六
年
八
月
)
、
「
深
刻
・
市
人
民
政
府
、
深
川
判
経
済
特
別
区
の
国
営
企

業
株
式
化
の
実
験
的
の
試
行
暫
定
規
定
(
原
語
一
深
別
市
人
民
政
府
、

!周

深
淵
経
済
特
区
同
営
企
業
股
伶
化
試
点
試
行
採
法
」
(
一
九
八
六
年
一

O
H川
)
、
「
北
J
U
小
中
市
企
業
株
式
債
券
管
理
試
行
弁
法
(
原
週
間
一
北
京
市
企

業
債
券
投
禁
管
理
試
行
緋
法
)
」
(
一
九
八
六
年
二
月
)
、
「
猪
陽
市
集

問
所
有
制
企
業
株
式
制
試
行
規
定
(
軒
以
給
一
漆
陽
市
集
体
所
有
制
企
業

股
伶
制
試
行
規
定
)
」
(
一
九
八
九
八
年
‘
一
月
)
等
が
そ
れ
ぞ
れ
制
定
・

「
時

施
行
さ
れ
た
。
上
述
し
た
地
方
で
施
行
し
た
株
式
制
導
入
の
試
み
に
対

し
て
、
中
央
政
府
も
追
認
す
る
錯
置
を
取
り
は
じ
め
た
。

A

九
八
六
年

末
、
間
務
院
は
「
各
地
阪
で
少
数
の
条
件
を
光
た
す
全
人
民
所
有
制
大

剤
、
市
中
型
企
業
を
選
択
し
、
持
分
制
の
実
験
的
試
み
を
進
め
る
こ
と
が

で
き
る
。
企
業
問
相
互
の
投
資
、
あ
る
い
は
共
同
投
資
に
よ
り
企
業
を

新
た
に
投
弘
す
る
の
に
、
一
般
に
持
分
制
の
形
式
を
採
用
す
る
の
が
適

ψ
ー
で
あ
る
円
以
と
指
示
し
た
。
こ
れ
に
伴
っ
て
、
会
社
の
活
動
が

A

似
刷

機
ん
に
な
り
、
会
社
の
数
も
急
速
に
柄
引
加
え
た
。
と
く
に
株
式
試
行
は
、

中
間
の
沿
海
地
域
な
ど
の
経
済
発
展
が
進
ん
で
い
る
地
域
で
繰
り
広
げ

ら
れ
、
著
し
い
成
果
を
挙
げ
た
。
一
九
八
九
年
一
一
一
月
四
日
に
、
悶
務
院

は
百
一
家
経
済
体
制
改
革
委
員
会
の
…
九
八
九
年
の
経
済
体
制
改
事
に

関
す
る
姿
点
を
ゑ
認
・
転
送
す
る
通
知
(
版
読
…
悶
J
鱒
発
悶
家
経
済

体
制
改
革
委
員
会
一
九
八
九
年
経
済
体
制
改
革
要
点
的
通
知
こ
を
出

し
て
い
る
。
こ
の
通
知
に
は
「
公
有
制
を
主
と
す
る
株
式
制
を
漸
進
的

に
試
行
す
る
」
方
針
が
国
め
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
後
、
「
六
・
四
天
安

門
事
件
」
な
ど
政
治
的
不
安
定
要
因
の
影
響
で
、
株
式
制
度
の
導
入
は

一
時
的
に
後
退
し
た
も
の
の
、
国
務
院
は
一
九
九

O
年
三
月
に
、
上
海



と
深
刻
を
、
中
国
の
株
式
制
試
行
に
お
け
る
株
券
の
発
行
と
取
引
の
試

行
都
市
と
決
定
し
た
。
問
年
一
一
一
月
に
、
上
海
証
券
取
引
所
が
営
業
を

開
始
し
た
。
翌
年
七
月
に
は
、
深
淵
証
券
取
引
所
も
営
業
に
入
り
、
運

営
を
開
始
し
た
。
一
九
九
一
年
五
月
二

O
日
に
、
『
国
務
院
の
岡
家
経

済
体
制
改
革
委
員
会
の
一
九
九
一
年
の
経
済
体
制
改
革
に
関
す
る
要
点

を
承
認
・
転
送
す
る
通
知
(
原
語
一
一
関
子
鱒
発
国
家
経
済
体
制
改
革
委

員
会
一
九
九
一
年
経
済
体
制
改
革
要
点
的
通
知
)
』
の
第
一
一
一
項
で
は
、

「
公
有
制
を
以
て
主
体
と
す
る
株
式
制
の
実
験
的
試
み
を
継
続
し
て
漸

進
的
に
進
め
、
異
な
る
類
型
の
株
式
制
に
対
し
て
区
別
し
て
対
応
す
べ

き
で
あ
る
己
と
株
式
制
の
試
み
の
方
針
を
さ
ら
に
強
調
し
て
い
る
。

か
く
し
て
、
「
商
権
分
離
」
の
.
原
則
に
沿
っ
た
企
業
経
営
権
の
独
立
自

主
の
方
向
で
、
請
負
、
賃
借
な
ど
の
多
様
式
の
経
営
形
態
の
採
用
が
進

め
ら
れ
る
の
と
同
時
に
並
行
し
て
、
「
行
企
分
離
」
の
原
則
の
徹
底
化

の
方
向
で
、
中
央
に
お
い
て
は
、
行
政
措
置
に
よ
る
株
式
制
の
試
験
的

導
入
が
積
極
的
に
進
め
ら
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。

(
三
)
一
九
九
二
年
春
、
郡
小
平
の
「
南
方
視
察
」
を
契
機
に
一
挙

に
全
国
で
図
有
企
業
の
株
式
制
の
試
行
が
行
わ
れ
る
よ
う
に
な
っ
た
。

こ
の
背
景
の
下
で
、
間
家
の
株
式
制
試
行
に
対
す
る
マ
ク
ロ
的
管
理
の

強
化
と
国
家
レ
ベ
ル
の
法
の
整
備
が
緊
急
の
課
題
と
な
っ
た
。
全
悶
的
・

統
一
的
な
会
社
法
が
存
在
し
な
い
中
で
、
急
速
に
発
展
し
て
き
た
株
式

試
行
に
対
応
し
、
会
社
の
発
展
を
正
し
く
導
く
た
め
に
、
一
九
九
二
年

五
月
に
、
周
家
経
済
体
制
改
革
委
員
会
な
ど
の
閣
家
主
管
部
門
が
連
合

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

し
て
、
「
持
分
制
・
株
式
制
企
業
試
行
弁
法
(
原
語
一
股
伶
制
企
業
試

行
線
法
)
』
、
『
株
式
有
限
会
社
規
範
意
見
(
股
伐
有
限
公
司
規
範
意
見
)
』
、

「
有
限
資
任
会
社
規
範
意
見
(
原
語
一
有
限
責
任
公
司
規
範
意
見
)
」

な
ど
の
一
六
の
行
政
法
規
を
公
布
し
た
。
『
株
式
制
企
業
試
行
弁
法
」

は
「
食
業
経
営
形
態
を
転
換
し
、
行
政
、
企
業
の
分
離
を
促
進
し
、
企

業
の
自
主
的
経
営
、
損
益
の
自
己
負
担
、
資
金
運
営
の
効
率
化
の
実
現
、

新
た
な
融
資
の
過
を
開
拓
し
、
建
設
資
金
を
集
中
し
、
消
費
資
金
を
生

産
経
営
資
金
に
誘
導
し
、
資
金
の
効
率
的
運
用
の
向
上
、
生
産
要
素
の

合
理
的
流
動
の
促
進
と
、
資
源
の
合
理
的
な
利
用
、
間
有
資
産
の
運
用

効
本
の
促
進
と
間
有
資
産
の
充
実
の
実
現
。
」
を
そ
の
立
法
目
的
と
し

山
描
〉

て
い
る
。
な
お
、
株
式
制
企
業
の
株
主
権
に
つ
い
て
、
投
資
主
体
の
違

い
に
よ
り
、
『
試
行
弁
法
』
は
株
式
を
国
家
株
、
法
人
株
、
偶
人
株
、

外
資
株
に
分
け
る
。
国
家
株
と
は
、
悶
家
投
資
を
代
表
す
る
権
利
の
あ

る
部
門
ま
た
は
機
構
が
、
国
有
資
産
で
会
社
に
投
資
す
る
株
を
い
う
。

法
人
株
と
は
、
企
業
法
人
が
法
律
に
蒸
づ
き
、
支
配
で
き
る
資
産
を
持
っ

て
、
会
社
に
投
資
し
た
株
ま
た
は
法
人
絡
を
有
す
る
事
業
単
佼
と
社
会

団
体
が
閤
家
に
よ
り
認
可
さ
れ
た
経
営
に
用
い
る
資
産
に
よ
っ
て
、
会

社
に
投
資
す
る
株
を
言
う
。
そ
し
て
、
資
産
の
性
質
に
よ
っ
て
、
関
有

資
緩
お
よ
び
集
団
的
所
有
の
財
産
で
投
資
さ
れ
た
株
式
は
公
有
資
産
株

と
よ
ば
れ
、
そ
れ
以
外
は
非
公
的
所
有
資
産
株
と
よ
ば
れ
る
。
こ
う
し

て
、
悶
有
株
お
よ
び
公
的
所
有
資
産
株
が
初
め
て
「
試
行
弁
法
』
に
よ

り
法
定
さ
れ
た
。

一一回一一一
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な
お
、
両
吋
規
範
意
見
』
は
実
際
に
中
国
で
会
社
制
度
に
関
す
る
初

期
)

め
て
の
拘
束
力
の
あ
る
文
書
で
あ
り
、
中
悶
の
会
社
制
度
の
一
隠
の
発

展
を
促
進
し
た
い
ぷ
で
評
価
さ
れ
る
。
だ
が
、
「
有
限
会
社
規
範
意
見
」

は
、
国
に
よ
る
別
段
の
禁
止
ま
た
は
制
限
の
規
定
を
除
き
、
法
人
お
よ

び
自
然
人
は
す
べ
て
本
規
範
に
基
づ
き
、
会
社
の
株
主
に
な
る
こ
と
が

で
き
る
と
規
定
す
る
(
同
意
見
一
九
条
一
款
)
一
方
、
自
然
人
及
び
私

営
企
業
法
人
の
非
私
営
会
社
へ
の
投
資
に
つ
い
て
、
そ
の
投
資
範
閥
、

出
資
比
率
は
、
国
の
関
連
規
定
に
従
っ
て
、
執
行
す
る
と
も
規
定
し
て

い
る
(
同
意
見
一
九
条
一
一
一
款
)
。
な
お
、
「
株
式
会
社
規
範
意
見
」
は
、

会
社
の
発
起
人
は
、
中
国
国
内
で
設
立
さ
れ
た
法
人
(
私
営
企
業
、
外

留
独
立
資
本
金
業
を
除
く
)
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
く
、
自
然
人
は
発
起

人
に
な
っ
て
は
な
ら
な
い
と
規
定
し
て
い
る
(
同
意
見
一

O
条
つ
し

た
が
っ
て
、
株
式
制
度
を
導
入
す
る
際
に
も
、
中
間
の
民
間
人
に
対
す

る
深
い
不
信
が
う
か
が
え
る
。

(
四
)
以
上
の
中
央
法
規
が
公
布
さ
れ
て
か
ら
、
一
連
の
会
社
に
関

す
る
地
方
法
規
も
そ
の
立
法
権
限
に
基
づ
い
て
制
定
さ
れ
た
。
例
え
ば
、

「
上
海
市
株
式
会
社
暫
定
規
定
(
原
一
緒
一
上
海
市
股
扮
公
司
暫
行
規
定
)
」

(
一
九
九
二
年
六
月
)
、
「
海
南
経
済
特
別
区
株
式
会
社
条
例
(
隠
語
一

海
南
経
済
特
区
股
偽
公
司
条
例
)
』
(
一
九
九
二
年
八
月
)
、
「
海
南
経
済

特
別
区
有
限
会
社
条
例
(
原
語
一
海
南
経
済
特
区
有
限
公
司
条
例
)
」
(
一

九
九
一
一
一
年
一
一
月
)
、
「
深
別
経
済
特
別
区
有
限
会
社
条
例
(
原
語
一
深

淵
経
済
特
区
有
限
公
司
条
例
)
』
(
一
九
九
三
年
七
月
)
、
「
深
淵
経
済
特

閉
山

別
区
株
式
会
社
条
例
(
威
張
問
一
深
川
明
経
済
特
一
以
一
股
伶
公
司
条
例
)
」
(
一

九
九
三
年
一

O
月
)
お
よ
び
『
広
東
省
会
社
条
例
(
原
諸
問
一
広
東
省
公

司
条
例
)
』
(
一
九
九
一
一
一
年
八
月
)
な
ど
が
そ
れ
ぞ
れ
施
行
さ
れ
た
。
こ

れ
ら
の
地
方
法
規
は
、
会
社
法
に
先
立
っ
て
制
判
定
さ
れ
た
も
の
で
あ
り
、

車
な
る
二
地
方
の
規
定
で
は
な
く
、
会
社
法
規
の
先
駆
的
役
割
を
来
た

一
泊

し
た
も
の
で
あ
る
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
株
式
制
の
導
入
、
特
に
間
有
財
産
が
持
八
刀
・
株
式

と
い
う
形
式
で
初
め
て
認
め
ら
れ
て
か
ら
、
以

K
の
一
連
の
中
央
の
行

政
規
章
お
よ
び
地
方
法
規
の
公
布
・
施
行
ま
で
、
会
社
企
業
形
態
が
次

第
に
受
け
入
れ
ら
れ
、
全
国
範
聞
に
持
分
・
株
式
制
の
試
み
も
さ
ら
に

広
が
り
、
そ
し
て
、
間
有
持
分
・
関
有
株
の
存
在
も
広
く
存
在
し
て
い

た
。
こ
れ
ら
の
試
み
の
発
展
こ
そ
、
そ
の
後
の
会
社
訟
の
立
法
に
参
考

的
な
経
験
を
提
供
し
た
の
で
あ
る
。

中
国
統
一
会
社
法
の
制
定

(
一
)
一
九
九
-
一
年
一

O
月
に
、
中
国
共
産
党
は
第
一
四
阿
全
同
党

大
会
を
開
き
、
こ
の
大
会
で
、
こ
れ
ま
で
の
「
計
画
経
済
と
市
場
調
整

を
結
合
す
る
」
と
い
う
計
画
の
あ
る
社
会
主
義
商
品
経
済
環
論
の
表
現

が
撤
回
さ
れ
、
「
社
会
主
義
市
場
経
済
体
制
」
を
新
し
い
改
革
目
標
と

す
る
こ
と
が
公
式
に
提
案
さ
れ
、
採
択
さ
れ
た
。
一
九
九
三
年
一
一
一
月
・
一

九
日
に
、
八
回
全
人
民
代
表
大
会
一
次
会
議
で
憲
法
の
第
二
次
改
正
が



な
さ
れ
た
。
そ
の
時
の
憲
法
改
正
で
は
、
第
一
五
条
の
「
閤
家
は
社
会

主
義
公
有
制
の
基
礎
の
上
に
計
一
閉
経
済
を
実
行
す
る
。
国
家
は
経
済
計

阪
の
総
合
的
均
衡
と
市
場
調
節
の
補
助
作
用
を
通
じ
て
、
関
民
経
済
の

均
衡
を
保
っ
た
協
調
的
発
展
を
保
証
す
る
。
」
と
の
文
一
宮
が
、
「
問
中
本
は

社
会
主
義
市
場
経
済
を
実
行
す
る
。
国
家
は
経
済
玄
法
を
強
化
し
、
巨

視
的
な
抑
制
を
詰
全
な
も
の
に
す
る
。
国
家
は
法
に
よ
り
い
か
な
る
組

織
あ
る
い
は
個
人
で
あ
れ
、
社
会
経
済
秩
序
を
撹
乱
す
る
こ
と
を
禁
止

す
る
よ
と
改
め
ら
れ
た
。
こ
の
社
会
主
義
市
場
理
論
は
、
一
九
九
一
一
一

年
一
一
月
に
関
か
れ
た
中
国
共
産
党
第
一
間
間
三
次
大
会
で
採
択
さ
れ

た
吋
社
会
主
義
市
場
経
済
体
制
を
確
立
す
る
う
え
で
の
若
干
の
附
題
に

つ
い
て
の
決
定
」
で
も
、
改
め
て
確
認
さ
れ
た
。

{
ニ
)
し
か
し
な
が
ら
、
こ
う
し
た
市
場
経
済
体
制
の
導
入
は
、
中

国
全
体
を
カ
バ
ー
す
る
統
一
A

袋
社
法
の
制
定
を
緊
急
の
課
題
と
し
て
要

議
す
る
。
前
述
し
た
よ
う
に
、
統
一
会
社
法
の
制
定
ま
で
の
時
期
に
、

一
連
の
会
社
に
関
す
る
悶
務
院
関
係
部
門
の
規
則
及
び
地
方
法
規
が
制

定
・
公
布
さ
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
実
際
に
中
国
会
社
法
の
構
造
の
モ
デ

ル
を
提
供
し
、
会
社
法
の
法
文
化
計
画
に
つ
い
て
一
定
の
経
験
を
蓄
積

す
る
こ
と
に
役
立
っ
た
作
ま
た
中
央
の
行
政
法
規
と
地
方
法
規
に
お
け

(
M
M
)
 

る
規
定
の
相
違
も
会
社
法
の
早
期
公
布
を
促
し
た
。
一
方
、
中
国
で
は
、

十
数
年
に
わ
た
る
開
放
改
革
に
よ
り
、
経
済
主
体
が
多
一
応
化
さ
れ
る
よ

う
に
な
っ
て
き
た
。
公
有
制
経
済
が
主
体
で
あ
る
が
、
私
的
所
有
制
経

済
も
相
当
に
育
成
さ
れ
た
結
果
、
多
種
類
の
所
有
制
経
済
が
共
存
す
る

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
関
有
株
の
意
義
(
劉
)

と
い
う
局
面
が
形
成
さ
れ
て
来
た
の
で
あ
る
。
と
り
わ
け
、
私
営
企
業

や
外
資
系
企
業
な
ど
の
非
公
有
制
経
済
が
、
一

O
数
年
来
大
き
な
発
展

を
遂
げ
、
関
民
経
済
の
全
体
に
占
め
る
割
合
を
次
第
に
高
め
て
き
た
句

こ
の
よ
う
に
経
済
主
体
が
多
元
化
さ
れ
た
こ
と
は
、
会
社
制
度
を
篠
立

し
、
会
社
法
を
制
定
す
る
社
会
的
必
要
性
を
高
め
た
。
こ
れ
ら
の
多
元

的
な
経
済
主
体
関
の
平
等
な
競
争
環
境
を
作
り
上
げ
る
た
め
に
も
、
客

観
的
に
余
国
統
一
の
会
社
法
を
早
急
に
制
定
す
る
こ
と
が
強
く
求
め
ら

れ
る
よ
う
に
な
っ
た
の
で
あ
る
。

{
三
)
会
社
法
を
め
ぐ
る
社
会
条
件
が
成
熟
し
た
た
め
に
、
一
九
九

一
一
一
年
一
二
月
二
九
日
に
、
第
八
回
全
国
人
民
代
表
大
会
常
務
委
員
会
五

次
会
議
に
お
い
て
、
「
中
華
人
民
共
和
闘
会
社
法
」
が
採
択
さ
れ
、
翌

年
七
月
一
日
に
施
行
さ
れ
た
。
か
く
し
て
一
九
八
一
一
一
年
か
ら
の
中
国
会

社
法
の
起
草
は
一

0
年
閥
も
経
て
よ
う
や
く
結
実
し
た
。
こ
の
新
中
間

A

輔
〉

の
初
の
統
一
会
社
法
は
一
一
章
二
三

O
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。
す
な
わ

ち
、
第
一
章
は
総
則
で
、
次
い
で
有
限
責
任
会
社
の
設
立
と
機
関
、
株

式
会
社
の
設
立
と
機
関
、
株
式
会
社
の
株
式
発
行
と
譲
渡
、
社
債
、
会

社
の
財
務
・
会
計
、
会
社
の
合
併
・
分
割
、
会
社
の
破
産
・
解
散
と
清

算
、
外
開
会
社
の
支
社
、
法
律
責
任
と
付
則
の
順
と
な
っ
て
い
る
。
中

国
会
社
法
は
有
限
会
社
と
株
式
会
社
の
二
種
類
の
会
社
形
態
を
そ
の
適

用
範
囲
に
含
む
。
そ
れ
は
、
諸
外
国
の
会
社
制
度
を
比
較
し
て
、
有
限

会
社
と
株
式
会
社
の
二
つ
の
企
業
形
態
が
最
も
多
く
利
用
さ
れ
て
お
り
、

か
っ
、
最
も
典
型
的
な
会
社
形
態
と
な
っ
て
い
て
、
そ
の
他
の
会
社
形

二
四
五



筑
波
法
政
策
三
十
号
(
二

O
O
一
)

態
は
補
助
的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
こ
と
が
理
解
さ
れ

高

6
v

た
か
ら
で
あ
る
σ

会
社
法
は
諸
外
国
の
会
社
制
度
に
関
す
る
経
験
を
参

考
に
し
な
が
ら
、
中
閣
の
現
状
に
も
合
わ
せ
て
、
そ
の
適
用
範
閥
を
定

め
た
も
の
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
会
社
法
が
成
立
す
る
前
に
公
布
さ
れ

た
「
規
範
意
見
」
で
は
、
株
式
を
国
家
株
、
法
人
株
、
傭
人
株
な
い
し

外
資
株
に
分
け
、
持
株
比
率
の
制
限
も
設
け
ら
れ
て
い
た
の
に
対
し
、

今
凶
の
会
社
法
は
そ
の
区
分
や
制
限
を
撤
廃
し
て
い
る
。
ま
た
、
そ
の

ほ
か
の
改
善
さ
れ
た
所
も
多
く
み
ら
れ
る
が
、
新
中
閣
の
初
め
て
の
「
会

社
法
」
が
公
布
さ
れ
た
こ
と
自
体
は
、
中
間
の
経
済
体
制
改
革
と
開
放

政
策
を
実
施
す
る
う
え
で
闘
期
的
な
こ
と
で
あ
り
、
ま
た
意
義
の
深
い

こ
と
で
も
あ
る
と
替
え
よ
う
。

(
四
)
し
か
し
、
現
在
の
中
闘
で
は
、
会
社
法
制
度
が
擁
立
さ
れ
て

も
、
元
々
の
旧
所
有
形
態
の
企
業
法
制
度
が
残
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事

実
で
あ
る
。
そ
の
た
め
、
い
わ
ゆ
る
会
社
法
制
度
と
非
会
社
法
制
度
(
「
食

業
法
」
制
度
)
の
併
存
す
る
局
爾
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
る
。
な
ぜ
な

ら
ば
、
中
国
の
経
済
体
制
は
い
ま
も
な
お
社
会
主
義
市
場
経
済
へ
転
換

し
つ
つ
あ
る
段
階
に
あ
る
過
渡
期
に
あ
る
ゆ
え
に
、
株
式
制
度
の
導
入

を
内
容
と
す
る
近
代
企
業
制
度
の
確
立
も
、
単
に
企
業
制
度
改
革
の
一

つ
の
任
務
と
し
て
提
起
さ
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い
か
ら
で
あ
る
。
こ
の

よ
う
な
近
代
企
業
制
度
は
、
今
後
中
国
の
企
業
制
度
改
革
の
方
向
を
示

し
て
い
る
が
、
現
在
の
状
況
の
下
で
、
こ
の
近
代
金
業
制
度
の
確
立
の

実
現
ま
で
は
な
お
時
間
が
か
か
る
と
忠
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
会
社

二
四
六

企
業
制
度
と
非
会
社
企
業
制
度
と
と
も
に
併
存
す
る
局
面
が
依
然
と
し

九
輔
、

て
し
ば
ら
く
続
い
て
い
く
と
予
想
さ
れ
る
。

注
(
日
}
主
保
樹
H
綴
眠
H
之
吋
・
中
国
企
業
法
鎗
』
志
村
治
炎
監
訳
、
(
岡
地
洋
書
房
一
一

九
九
二
年
一
一
月
版
〕
一
一
九
賞
。

{
ロ
)
小
抽
崎
正
己
「
中
槌
社
会
主
義
企
業
の
援
問
」
(
千
倉
帯
官
房
一
九
九
一
一
一
年
五

月
初
版
)
五
一
一
一
賞
。

(
日
)
江
市
γ
主
編
{
新
編
公
司
法
教
務
V

{

法
律
出
版
社
一
九
九
四
年
九
月
版
)

一
六
資
。

(
M
)

中
華
人
民
共
和
問
が
成
立
す
る
康
前
に
、
建
悶
綱
領
を
確
立
す
る
た
め
、

中
間
共
産
党
の
指
導
の
下
で
、
各
党
派
が
集
ま
っ
て
、
協
商
会
議
を
開
い
た
。

会
議
で
は
、
中
関
人
民
政
治
協
商
会
議
共
問
綱
領
採
択
さ
れ
た
。
当
時
、
こ

の
「
共
同
綱
領
」
は
慾
法
の
効
力
を
も
っ
て
い
た
。
こ
の
後
、
政
治
協
陶
会

議
が
中
間
人
民
代
表
大
会
に
代
え
ら
れ
た
が
、
複
数
の
党
派
の
賛
成
を
象
徴

す
る
組
織
と
し
て
領
保
さ
れ
、
現
在
に
凝
る
。

(
M
M
)

江
一
千
・
前
倒
拘
注
(
門
凶
)
一
六
箆
。

(刊
m)

当
時
、
中
尉
で
は
、
政
府
が
有
す
る
株
式
は
「
公
株
」
と
呼
ば
れ
た
が
、

瑚
明
夜
は
、
関
家
株
と
称
さ
れ
て
い
る
の
こ
の
関
家
株
と
間
有
法
人
株
を
併
せ

て
問
問
有
株
と
呼
ば
れ
て
い
る
。

{
げ
)
五
保
樹
H
後
略
目
之
・
前
掲
注
(
日
)
一
一
一
間
一
頁
を
参
照
。

(
叫
印
}
玉
保
樹

u
経
費
之
・
前
縄
注
(
日
)
一
二
六
百
問
。

(
M
M
)

江
平
・
前
拠
点
(
日
)
一
六
一
良
。

(
初
)
江
平
・
前
掲
注
(
刊
M
)

一
七
真
。



(
幻
)
正
保
樹
H
自
性
胤
只
之
・
前
倒
注
(
孔
)
一
に
ハ
到
。

(
別
品
)
任
文
侠
「
現
代
中
国
の
企
業
終
凡
註
斎
藤
毅
憲
除
訳
、
(
丈
向
パ
余
命
九
九

一
年
以
)
一
頁
。

(
お
)
ド
ト
L

保
樹
付
組
賢
之
・
前
仰
向
注
(
日

)
i
九
氏
。

(
川
副
)
山
村
波
山
本
「
中
出
問
の
会
社
法
制
定
を
め
ぐ
っ
て
政
策
と
法
」
専
修
法
学
論

集
六
二
号
(
一
九
九
四
年
一
品
目
汁
)
一
貫
ひ

(
お
)
宮
山
悦
宏
・
ぃ
削
掲
刊
行

F
M
)
註
[
問
川
。

へ
お
)
尚
供
時
崎
拓
制
「
中
間
の
企
業
制
度
改
革
に
関
す
る
一
考
察
ぺ
こ
名
士
円
以
大

学
法
政
命
築
士
九
九
六
年
一
‘
バ
ゾ
二

O
a
氏。

(
明

μ
}

計
閥
的
な
部
付
済
の
ド
で
、
食
業
は
ま
だ
行
政
機
関
の
戸
つ
の
付
属
物
で
あ

る
た
め
、
企
業
の
経
常
符
瑚
に
お
い
て
、
行
政
機
関
と
金
業
の
問
問
に
、
機
印
刊

と
氏
任
が
明
ら
か
に
さ
れ
て
い
な
か
サ
た
ー
こ
れ
は
食
業
の
符
利
性
に
不
良

な
影
終
を
与
え
た
σ

こ
の
よ
う
な
状
況
は
中
国
で
常
に
「
行
食
分
け
ず
」
と

呼
ば
れ
て
い
る
。

(
引

ω)

演
締
日
成
建
部
判
「
中
協
会
校
法
の
制
定
ー
そ
の
品
目
疑
・
制
定
過
税
・
主
な

内
山
科
お
よ
び
若
干
の
問
題
に
つ
い
て
」
名
山
路
大
学
法
政
織
集
一
・
九
九
(

a

g
i
u
'
u
a
L
一

川

l

↓

I
t
e
d
e
s
u
-
-
3
1

、。

イノ，

r
，d
ム
川
4

一
I
J
、

z
J
J
f》

(
お
)
裁
輝
H
成
時
属
新
・
前
掲
仲
代
(
刊
ω

)

a

九ご一一九ハ

(
刊
刊
)
官
坂
宏
・
前
掲
松
(
川
帥
)

a

-

氏。

(
れ
)
刷
剖
兆
年
〈
企
業
法
通
論
〉
鄭
立
等
主
一
縦
、
中
国
人
民
大
学
出
版
社
一
九
九

一
二
年
一
一
。
月
第
一
版
問
し
ハ
‘
7

以
c

(
刊
記
)
劉
兆
年
・
前
制
拘
九
州
(
訂
)
問
h

ハt
a
れH
O

(
刊
叫
)
王
嘉
本
…
・
前
掲
注
(
引
叫
)
一
二
八
七
一
到
。

{
引
山
)
‘
九
八
開
年
七
月
に
、
中
国
の
段
初
の
株
式
会
社

l
北
宗
一
人
僑
百
貨
株
式

会
引
が
A
叫
ん
止
さ
れ
、
同
年
、
一
月
一
日
に
は
比
較
的
制
俊
化
さ
れ
た
「
本
務

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

的
な
株
式
会
社
」
で
あ
る
上
海
品
川
楽
寝
響
株
式
会
社
が
設
立
さ
れ
た
の
そ
れ

以
来
、
集
凶
食
業
、
中
小
企
業
を
中
心
に
、
鼻
筋
分
の
大
期
日
問
符
企
業
も
「
内

泌
発
行
」
(
従
業
只
持
株
)
、
「
公
開
発
行
」
(
大
衆
山
内
け
)
株
式
を
発
行
し
た
の

‘
九
八
六
年
末
現
夜
、
会
問
株
式
判
明
企
業
六
、

0
0
0れ
な
い
し
と
、

0
0

0
社
に

t
り
、
調
迭
し
た
資
金
は
六

O
億
に
達
し
た
り
(
山
内
‘
間
内
「
刑
判
代

中
同
の
経
済
改
革
」
、
学
隊
舎
一
服
、

A

九
八
八
年
一
|
一
九
一
民
参
照
)

(
お
)
山
列
坂
宏
・
前
持
派
{
叫
此
)
一
一
一
二

4

氏。

(刊初
v

k

b

村
治
尖
「
中
川
問
初
の
全
凶

m一
泊
株
式
会
社
法
」
と
叶
有
限
会
社
法
じ

同
際
商
事
法
務
占
九
々
一

V
O
L
-
《
(
九

)
A
O
八一一昨日。

(
幻
)
志
村
治
主
・
前
仰
向
日
正
(
閉
山

)
F
O八
二
爽
〈

(
持
)
こ
の
山
内
吋
規
範
窓
口
合
は
、
そ
の
お

ω通
り
会
社
の
組
制
法
に
関
ず
る
凶

務
院
の
，
委
員
会
の
見
解
で
あ
り
、
形
式
的
法
令
で
は
な
い
が
、
当
時
の
政

治
状
泌
お
よ
び
会
科
一
法
規
の
欠
如
と
い
う
事
実
か
ら
、
災
質
的
な
拘
束
力
が

あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。

(
叩
抑
)
清
一
刈
靴
作
孝
・
前
間
間
続

(
4
)
六
九
釘
。

(
川
相
)
佐
々
木
伝
彰
「
似
品
胤
ハ
で
読
む
現
代
小
凶
経
済
」
(
東
ト
H
A
A
H
応
‘
九
九
例
年

阪
」
一
例
託
行
〈
リ

(
抗
)
モ
保
樹
「
中
凶
会
制
法
の
判
判
定
と
会
社
運
党
上
の
印
刷
立
点
」
判
例
タ
イ
ム

ズ
八
五
七
ひ
特
集
・
中
間
会
科
法
の
制
定
と
諸
問
題
(
…
九
九
附
・

4.K)
二
七
真
。

(
刊
叫
)
ド
ぃ
保
樹
・
前
相
拘
円
以
(
川
叫
)
一
一
七
灯
、

(
刊
刊
)
ゅ
九
九
一
二
年
の
吋
巾
I

町
四
工
業
経
消
統
計
年
鑑
い
に
よ
れ
ば
、
ぬ
九
八

O
年

に
お
い
て
は
、
凶
有
企
業
が
七
六
%
、
集
凶
問
所
有
制
企
業
が
み
…
一
二
・
五
%
を

!
日
め
、
倒
入
、
外
資
系
企
業
は

0
・
h
%
を
市
め
る
の
み
で
あ
っ
た
の
に
対

し
て
、
一
九
九
平
年
に
は
、
闘
ぬ
企
業
問
人
・
一
%
を
山
め
、
集
刷
所
仕
甘
判
例

-
一
四
七
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企
業
が
一
一
一
八
%
、
個
人
、
外
資
系
企
業
が

a

・m

・
-
九
%
を
占
め
て
い
た
。

(
H
H
)

中
華
人
民
共
和
闘
が
成
立
す
る
前
、
問
中
間
の
会
社
立
法
は
五
O
年
に
わ

た
っ
た
。
一
九

O
四
年
-
月
に
清
政
府
の
「
公
可
律
」
が
公
布
さ
れ
た
。
こ

れ
は
旧
中
閣
の
最
初
の
会
社
法
で
、
一
三
一
条
か
ら
な
っ
て
い
る
ぐ
こ
の
「
公

司
律
」
は
一
八
六
一
一
年
の
イ
ギ
リ
ス
会
社
法
お
よ
び
-
八
九
九
年
の
日
本
'
隊

法
を
テ
キ
ス
ト
と
し
て
い
た
の
で
、
英
米
法
と
大
隊
法
と
の
混
合
物
と
も
い

え
る
。
中
華
民
国
が
成
立
し
た
初
期
に
「
公
ぺ
律
」
も
絞
い
て
認
め
ら
れ
て

い
た
。

A

九
一
閃
年
に
問
問
民
党
政
府
は
「
会
社
条
例
」
を
公
布
し
た
の
こ
の

条
例
は
六
章
二
五
一
条
か
ら
な
っ
て
い
る
。
そ
れ
は
枠
総
み
に
つ
い
て
日
本

の
商
法
を
ま
ね
て
い
て
、
内
容
に
つ
い
て
主
に
ド
イ
ツ
の
新
防
法
を
採
っ
て

い
た
。
-
九
占
一
九
年
一
一
一
月
に
問
問
民
政
府
は
新
し
い
会
社
法
を
公
布
し
た
。

こ
れ
は
六
掌
』
一
一
二
三
条
か
ら
な
っ
て
い
て
、
よ
り
完
備
的
な
中
間
の
近
代
会

社
立
法
と
見
な
さ
れ
て
い
る
。
一
九
間
六
年
に
、
こ
の
会
社
法
に
対
し
、
大

き
な
修
正
が
行
な
わ
れ
、

-
O
'章二一

h

ハ
一
条
か
ら
な
っ
て
い
る
υ

こ
の
後
、

中
M

聞
の
台
湾
地
阪
で
こ
の
会
社
法
に
対
し
後
数
の
修
，
止
を
行
わ
れ
、
今
ま
で

も
引
き
絞
い
て
使
用
し
て
い
る
。
し
た
が
〉
て
現
寂
の
中
間
会
社
訟
は
新
中

附
会
社
法
と
も
呼
ば
れ
て
い
る
(
江
平
ほ
か
『
新
編
会
社
法
教
担
主
一
五
頁

「
法
律
出
版
社
〈
中
関
〉
.
九
九
内
・
九
〕
を
参
考
)

U

(
日
叩
}
制
問
巻
俊
雄
「
中
関
会
社
法
の
制
定
と
諸
問
題
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五
七
号

二
九
九
問
・
.• 

・一.五
)

4

A

f

民。

(
同
叩
)
「
中
悶
共
産
党
中
央
の
悶
有
企
業
改
革
と
発
展
の
私
一
千
数
大
問
題
に
関
す

る
決
定
」
に
よ
る
と
、
中
間
は
、
一
一

O
一
O
年
ま
で
、
よ
り
健
全
な
近
代
企

業
制
度
が
立
ち
上
が
る
こ
と
が
、
関
有
企
業
改
革
と
発
展
の
目
標
の
一
つ
と

し
て
き
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か
る
。
(
人
民
日
報
海
外
版
-
九
丸
九
年
九
月

一
一
七
日
一
泌
を
参
照
)
。

問
J¥.. 

第
ニ
章

国
有
持
分
、
国
有
株
の
位
置
付
け

第
一
節
中
国
会
社
法
に
お
け
る
罰
有
株
の
株
主
権
性
質
に
関
す
る

問
題

日
本
に
お
け
る
株
主
権
の
性
質
に
関
す
る
学
説

〈
ご
日
本
で
は
、
株
主
権
の
性
質
に
関
す
る
学
説
に
つ
い
て
、
社

員
権
説
か
ら
社
員
権
百
認
説
を
経
て
株
式
僚
機
説
に
い
た
り
、
最
後
に
、

社
員
権
説
が
通
説
と
し
て
広
く
認
め
ら
れ
、
現
紅
に
宅
る
。
こ
の
学
説

の
変
遷
は
、
日
本
の
経
済
発
展
の
実
態
の
推
移
を
如
実
に
反
映
し
た
と

一
万
わ
れ
て
い
る
。

日
本
で
は
、
社
員
権
を
私
権
の
分
類
の
中
に
縄
げ
、
こ
れ
に
関
し
比

較
的
詳
細
な
説
明
を
し
た
の
は
松
本
ゑ
治
博
士
で
あ
る
。
松
本
博
土
の

…
速
の
学
説
は
日
本
に
お
け
る
社
員
権
に
関
す
る
閣
ま
畑
中
絞
も
詳
織
な

る
も
の
で
あ
る
と
い
わ
れ
る
。
ま
ず
、
社
員
権
の
内
容
に
つ
い
て
、
博

七
に
よ
れ
ば
、
社
団
法
人
の
社
民
が
社
員
た
る
資
絡
に
お
い
て
法
人
に

対
し
て
有
す
る
権
利
に
二
種
類
が
あ
る
。
第
一
穫
は
法
人
自
身
の
目
的

を
迷
す
る
た
め
社
員
に
与
え
ら
れ
る
権
利
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
総
会
に

出
席
し
議
決
す
る
権
利
、
会
社
の
業
務
を
執
行
す
る
権
利
の
類
は
社
員

一
側
の
利
径
の
た
め
に
存
す
る
も
の
で
は
な
く
、
こ
れ
を
共
益
擁
と
一
段

ぅ
。
第
二
種
は
、
社
員
自
身
の
日
的
を
達
す
る
た
め
に
与
え
ら
れ
る
権



利
で
あ
っ
て
、
例
え
ば
、
利
益
配
当
に
か
か
る
権
利
、
残
余
財
産
の
分

配
に
か
か
る
権
利
の
如
く
、
こ
れ
を
白
益
権
と
一
言
う
。
次
に
、
二
種
類

の
権
利
の
関
係
に
つ
い
て
、
博
士
に
よ
れ
ば
、
理
論
上
は
こ
れ
を
各
個

独
立
の
権
利
と
み
な
い
で
、
一
個
単
一
の
社
員
権
よ
り
生
ず
る
権
能
と

解
す
る
の
が
正
当
で
あ
る
。
最
後
に
、
社
員
権
性
質
に
つ
い
て
、
博
士

に
よ
れ
ば
、
社
員
権
は
物
権
で
は
な
い
こ
と
は
勿
論
で
あ
る
。
社
員
は

法
人
の
財
産
上
に
、
共
有
又
は
合
有
の
権
利
を
有
す
る
も
の
で
は
な
い

か
ら
で
あ
る
。
ま
た
通
常
の
債
権
と
同
視
す
る
を
待
な
い
こ
と
は
そ
の

権
能
と
し
て
議
決
権
其
の
ほ
か
の
共
益
権
的
作
用
あ
る
よ
り
み
て
明
ら

か
で
あ
る
。
社
員
権
は
社
員
と
法
人
の
聞
に
の
み
存
す
る
物
権
、
僚
機

の
い
ず
れ
に
も
属
し
な
い
一
種
特
異
の
相
対
格
と
解
す
る
。
営
利
社
団

法
人
た
る
会
社
の
社
員
権
は
財
産
権
上
の
価
額
を
有
す
る
も
の
で
あ
っ

h

胡
w

て
、
財
産
権
の
一
種
に
数
え
ら
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
。
以
上
の
博
士

の
社
員
権
理
論
は
、
基
本
的
に
は
、
ド
イ
ツ
の
社
員
権
説
を
受
け
入
れ

た
も
の
で
あ
り
、
日
本
で
も
大
体
に
お
い
て
広
く
承
認
さ
れ
、
現
在
に

{
却
)

至
る
ま
で
、
通
説
的
地
位
を
占
め
て
い
る
と
一
言
わ
れ
て
い
る
。

(
ニ
)
上
述
し
た
松
本
理
論
を
代
表
と
す
る
社
員
権
説
に
対
し
て
、

当
時
の
日
本
で
は
、
田
中
耕
太
郎
博
士
か
ら
社
員
権
容
認
説
が
嶋
え
ら

れ
た
。
問
中
博
士
は
、
社
員
権
否
認
論
の
根
拠
が
、
法
律
概
念
の
基
礎

と
な
っ
て
い
る
社
会
学
的
、
経
済
的
事
実
で
あ
る
こ
と
を
強
調
し
た
う

え
で
、
自
説
を
展
開
し
た
。
博
士
は
、
以
下
の
よ
う
に
論
じ
た
。
す
な

わ
ち
、
社
員
権
説
が
主
張
す
る
共
益
権
に
つ
い
て
、
其
の
内
容
が
も
し

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
固
有
株
の
意
義
(
劉
)

直
接
に
議
決
を
な
す
こ
と
若
し
く
は
業
務
執
行
又
は
代
表
を
な
す
こ
と

自
体
に
存
す
る
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
も
の
は
社
員
が
社
員
た
る
資
格
に

お
い
て
、
法
人
に
対
す
る
権
利
で
は
な
く
校
長
が
機
関
た
る
資
格
に
お

い
て
有
す
る
権
限
に
外
な
ら
な
い
。
も
し
社
員
が
社
員
た
る
資
格
に
お

い
て
有
す
る
共
益
権
な
る
も
の
が
存
在
す
れ
ば
、
社
員
が
議
決
若
し
く

は
業
務
執
行
又
は
代
表
を
な
し
得
る
地
位
、
す
な
わ
ち
機
関
た
る
地
位

に
つ
く
権
利
を
以
て
、
斯
く
名
付
く
べ
き
で
あ
る
。
し
か
れ
ど
も
、
法

人
の
機
関
た
る
地
位
に
つ
く
権
利
は
必
ず
し
も
社
員
が
其
の
資
格
に
お

い
て
必
然
的
に
・
有
す
る
も
の
で
は
な
い
。
社
員
権
の
共
益
権
的
機
能
と

し
て
説
明
し
て
来
た
所
の
も
の
は
そ
の
大
多
数
は
社
員
が
法
人
の
機
関

と
し
て
有
す
る
権
限
に
過
ぎ
な
い
。
権
限
の
性
質
を
有
す
る
こ
の
共
益

権
を
社
員
権
の
内
容
よ
り
除
去
す
れ
ば
、
社
員
権
の
観
念
は
其
の
骨
子

を
失
う
も
の
と
一
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
婆
す
る
に
、
社
員
が
社
員
と
し

て
の
資
格
に
お
い
て
有
す
る
各
個
の
権
利
を
社
員
権
な
る
一
つ
の
権
利

の
下
に
包
括
し
、
こ
れ
ら
を
其
の
権
能
と
認
む
べ
き
や
又
は
こ
れ
ら
の

も
の
を
各
自
独
立
す
る
権
利
と
認
め
、
社
員
権
な
る
語
を
用
い
る
も
単

に
社
員
た
る
地
位
を
示
す
に
止
ま
る
も
の
と
な
す
べ
き
や
は
容
易
に
決

す
る
こ
と
が
で
き
な
い
問
題
に
な
る
。
も
し
社
員
権
を
一
穂
の
権
利
と

認
め
る
も
其
の
中
よ
り
上
述
し
た
権
限
の
性
質
を
有
す
る
も
の
を
除
却

し
、
残
余
の
権
能
を
以
て
、
社
員
権
の
観
念
を
構
成
す
べ
き
も
の
で
あ

内田
v

る
。
そ
し
て
、
問
中
博
士
は
、
共
益
権
は
、
株
主
が
会
社
の
機
関
と
し

て
も
つ
権
限
で
、
も
っ
ぱ
ら
会
社
の
た
め
に
行
使
し
な
け
れ
ば
な
ら
な

二
四
九
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い
と
与
え
て
い
る
。

(
一
一
一
)
問
中
博
士
の
社
員
権
否
認
論
は
社
員
権
説
の
よ
う
に
広
く
支

持
さ
れ
な
か
っ
た
が
、
当
時
の
有
力
な
学
符
で
も
あ
る
松
制
二
郎
博
七

か
ら
支
持
を
受
け
た
。
松
制
博
士
は
、
さ
ら
に
社
員
権
百
認
論
を
株
式

債
権
論
と
し
て
発
展
さ
せ
た
ー
松
郎
防
博
士
は
、
従
来

H
本
の
株
式
の
性

質
論
に
お
い
て
、
株
式
を
最
初
に
株
主
権
た
る
債
権
と
断
定
さ
れ
て
い

た
コ
こ
の
株
式
を
債
権
と
見
る
考
え
方
は
、
ド
イ
ツ
に
お
け
る
よ
う
な

株
式
物
権
説
に
対
す
る
株
式
依
権
説
で
あ
る
よ
り
は
、
株
式
の
素
朴
な

日↑

依
機
械
に
過
ぎ
な
か
っ
た
と
い
わ
れ
る
υ

だ
が
、
松
田
博
士
の
株
式
債

権
論
は
「
株
式
会
社
に
お
け
る
企
業
所
有
と
経
常
の
分
離
の
事
実
に
即

し
て
、
所
謂
社
員
権
と
し
て
の
株
、
王
権
を
夜
認
し
、
こ
れ
を

-g益
機
と

共
益
権
に
解
体
す
る
見
地
に
立
ち
、
株
式
を
以
て
利
縫
配
中
1
請
求
権
な

る
社
開
法
上
の
債
権
と
解
し
、
議
決
権
其
他
の
共
益
権
を
以
て
ア
身
専

以
判
的
の
人
格
権
と
解
す
る
」
と
主
張
し
て
い
る
。
松
間
博
土
は
、
ま
ず
、

共
益
権
は
公
権
に
該
当
し
、
殊
に
公
権
中
の
参
政
権
と
其
の
本
震
を
同

じ
く
す
る
も
の
と
指
摘
し
て
、
そ
し
て
、
ぞ
れ
は
恰
も
同
氏
の
布
す
る

公
権
及
び
私
権
を
包
指
し
て
‘
個
の
権
利
を
構
成
す
る
こ
と
の
無
意
義

な
る
と
附
様
、
共
議
機
及
び
白
議
権
を
総
合
し
て
社
員
権
な
る
ニ
側
の

川
珂

μ

権
利
を
構
成
す
る
こ
と
の
不
虫
な
所
以
で
あ
る
と
分
析
し
た
。
さ
ら
に
、

共
続
権
の
性
質
に
つ
い
て
、
松
間
博
土
に
よ
れ
ば
、
共
益
権
は
権
利
な

り
と
綴
も
当
然
に
義
務
性
を
包
含
し
、
こ
の
行
使
に
よ
り
追
及
す
る
利

益
が
間
体
自
体
の
利
益
た
る
べ
き
こ
と
は
当
然
の
要
求
で
あ
る
〈
倫
理

A

.

H

・ム

¥
J

1
1
f

、

性
)
コ
共
議
機
は
は
体
構
成
長
に
対
し
、
其
の
資
格
に
悲
づ
き
当
然
に

原
始
的
に
発
生
す
る
。
北
ハ
益
権
は
譲
渡
相
続
の
目
的
た
り
如
何
ざ
る
ご
身

専
滅
的
人
務
権
で
あ
り
、
却
ち
こ
こ
は
学
有
市
町
嵐
権
に
し
て
孔
つ
行
使

専
属
権
に
他
な
ら
な
い
(
人
格
権
的
性
質
)ο

社
長
は
共
続
格
を
権
利

と
し
て
布
し
つ
つ
も
、
団
体
の
如
何
授
の
た
め
こ
れ
を
行
使
す
べ
き
使
命

を
有
し
、
間
体
は
構
成
誌
に
こ
れ
を
附
与
す
る
こ
と
に
よ
り
し
て
同
体

自
体
の
維
持
、
作
統
、
発
M
慌
に
資
せ
ん
と
す
る
。
然
ら
ば
、
創
立
削
ト
L

同

体
肉
体
の
利
益
よ
り
し
て
構
成
員
に
共
経
権
を
仙
附
与
し
、
或
い
は
こ
れ

を
剥
奪
乃
至
制
限
し
得
る
は
寧
ろ
当
然
の
こ
と
と
考
え
る
。
共
益
権
は

問
符
権
に
属
せ
ざ
る
も
の
と
認
め
ざ
る
を
得
な
い
(
可
侵
性
)
。
ま
た
、

団
体
の
「
機
関
」
に
当
た
る
者
を
観
察
す
る
に
つ
い
て
は
、
二
重
の
地

紋
の
存
夜
を
考
え
べ
き
で
あ
る
。
一
つ
は
、
法
律
上
「
独
立
し
た
人
絡

お
と
し
て
の
地
佼
」
で
あ
り
、
他
は
「
機
関
と
し
て
の
地
佼
」
で
あ
る
。

こ
の
二
震
の
地
伎
の
存
在
を
認
め
る
と
き
は
、
政
ハ
益
樵
と
一
一
首
わ
れ
る
も

の
に
異
な
る
二
一
陶
が
あ
る
こ
と
、
即
ち
権
利
と
し
て
の
共
益
権
と
権
限

と
し
て
の
共
益
権
の
存
在
を
知
る
こ
と
が
で
き
る
の
で
あ
る
(
権
利
的

2

時
~

及
び
権
限
的
性
質
)

C

株
式
の
本
質
に
つ
い
て
、
松
削
博
士
に
よ
れ
ば
、

株
式
と
は
斯
か
る
利
縫
配
当
請
求
権
な
る
金
銭
債
権
自
体
を
意
味
す
る

の
で
あ
り
、
そ
れ
は
二
郎
に
お
い
て
社
凶
性
を
有
し
、
他
面
に
お
い
て

債
権
牲
を
有
す
る
。
こ
れ
を
社
債
に
比
す
る
に
、
一
向
者
等
し
く
会
社
に

対
す
る
債
権
で
あ
り
、
託
わ
ば
株
式
が
株
式
会
社
の
内
僚
た
る
に
対
し
、

社
僚
が
外
債
た
る
点
に
差
異
を
見
る
の
で
あ
る
。
株
主
の
権
利
中
財
産



的
権
利
が
顕
著
な
る
以
上
、
株
式
を
解
し
て
債
権
と
な
し
た
る
は
自
然

の
勢
で
あ
る
。
と
に
か
く
、
博
士
の
株
式
僚
権
理
論
は
、
株
主
権
が
解

体
せ
ら
る
べ
き
で
あ
り
、
人
格
機
的
の
共
益
権
と
財
際
機
的
の
白
益
権一崎一

と
の
問
に
は
本
質
的
、
必
然
的
の
関
連
は
存
し
得
な
い
と
主
張
す
る
。

け
だ
し
、
松
田
博
士
に
と
っ
て
は
、
株
式
会
社
に
お
け
る
企
業
所
布
と

絞
営
と
の
分
離
傾
向
は
、
必
然
に
株
主
権
鋭
念
の
崩
壊
を
示
す
に
至
っ

て
、
株
式
会
社
の
経
済
的
、
社
会
的
に
常
む
機
能
を
理
解
す
る
に
お
い

間

て
は
、
株
主
権
理
論
の
否
定
せ
ら
る
べ
き
は
必
然
で
あ
ろ
う
。

(
四
)
以

t
の
社
員
権
合
認
論
は
布
カ
な
学
者
よ
り
明
え
ら
れ
、
発

展
さ
れ
て
、
そ
し
て
、
日
本
に
お
け
る
株
主
の
権
利
行
使
の
実
質
的
制

限
へ
の
先
駆
的
役
割
を
果
た
し
た
も
の
と
し
て
位
置
付
け
る
こ
と
が
で

曲
一

き
る
と
言
え
る
が
、
そ
れ
に
対
す
る
通
説
か
ら
の
批
判
も
避
け
ら
れ
な

か
っ
た
。
例
え
ば
、
鈴
木
竹
雄
博
・
い
し
は
次
の
よ
う
に
反
論
し
て
い
る
。

す
な
わ
ち
、
個
人
企
業
者
が
自
己
の
企
業
を

PH己
の
た
め
に
符

hmし
得

る
と
問
様
、
株
主
も
ま
た
共
同
企
業
者
の
.
員
と
し
て
其
の
共
同
企
業

に
つ
き
、
た
と
い
自
分
の
持
分
に
関
す
る
範
間
内
に
せ
よ
、
自
己
の
た

め
に
自
己
の
欲
す
る
と
こ
ろ
に
し
た
が
っ
て
管
理
し
得
て
し
か
る
べ
き

で
あ
る
。
株
主
が
企
業
の
管
理
に
参
与
す
る
の
は
第
一
次
的
に
は
自
分

の
た
め
で
あ
る
も
の
で
あ
る
以
上
、
欲
せ
ざ
る
限
り
そ
れ
を
行
使
せ
ず
、

進
ん
で
は
ま
た
地
棄
す
る
こ
と
す
ら
妨
げ
な
き
も
の
と
思
わ
れ
る
c
「叫ん

益
」
と
は
い
え
て
も
、
そ
れ
は
そ
の
行
使
の
効
果
が
当
然
共
同
の
利
益

に
関
係
す
る
こ
と
を
意
味
す
る
も
の
に
過
ぎ
な
く
、
決
し
て
常
に
共
同

中
閉
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

の
利
益
の
み
を
目
し
て
行
使
せ
ざ
る
べ
か
ら
ざ
る
こ
と
を
意
味
す
る
も

の
で
は
な
い
の
で
あ
る
。
共
議
権
を
同
体
の
利
益
本
位
の
も
の
と
認
め

る
の
で
は
な
く
、
本
来
は
団
体
員
が
自
分
の
た
め
有
す
る
と
こ
ろ
の
権

利
が
共
同
事
業
者
と
の
関
係
か
ら
制
約
を
受
け
る
も
の
で
あ
る
。
共
益

権
は
、
同
体
の
利
益
よ
り
し
て
付
与
さ
れ
た
も
の
で
は
な
く
、
構
成
員

の
同
有
の
利
援
に
基
づ
い
て
認
め
ら
れ
る
も
の
と
考
え
ら
れ
る
故
、
む

し
ろ
共
鋭
権
も
自
説
権
と
問
機
不
可
侵
性
を
本
質
と
す
る
も
の
と
さ
え

い
い
う
る
の
で
あ
ち
一
さ
ら
に
、
大
開
附
博
土
も
こ
の
鈴
木
県
消
酬
を
法
的

に
純
化
さ
せ
る
形
で
社
員
権
否
認
論
に
反
駁
し
た
。
大
隅
博
上
は
ま
ず

株
式
会
刊
行
の
本
断
れ
か
ら
出
発
し
て
、
企
業
か
ら
生
ず
る
利
授
の
帰
属
関

係
に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
が
内
外
係
機
で
あ
り
、
余
業
の
支
配
関
係

に
お
い
て
認
め
ら
れ
る
権
利
が
共
援
体
俄
で
あ
り
、
前
者
は
パ
わ
ば
所
有

権
の
収
鋭
機
能
の
変
形
物
で
あ
り
、
後
者
は
所
・
有
権
の
支
配
機
能
の
変

同
一

形
物
に
外
な
ら
な
い
と
、
巨
張
す
る
続
い
て
、
博
ト
し
は
、
「
株
式
会
社

に
あ
っ
て
も
、
株
主
は
実
質
的
に
は
企
業
所
有
権
に
印
刷
す
る
権
能
に
ほ

か
な
ら
な
い
株
主
の
権
利
を
原
則
と
し
て
自
己
の
利
絡
の
た
め
に
行
使

し
う
る
の
が
当
然
で
は
な
い
で
あ
ろ
う
か
。
株
式
会
社
の
実
体
が
れ
同

引
の
同
体
で
あ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
ま
た
株
式
会
社
が
法
技

術
的
に
法
人
と
さ
れ
る
こ
と
を
考
慮
に
入
れ
て
も
、
株
主
の
権
利
が
組

合
企
業
に
お
け
る
組
合
対
の
権
利
と
本
質
的
に
異
な
る
行
使
係
閣
内
に
服

す
べ
き
も
の
と
な
す
開
山
は
理
解
で
き
な
い
。
の
み
な
ら
ず
、
株
主
の

共
滋
権
は
専
ら
同
体
肉
体
の
利
益
の
た
め
に
の
み
行
使
さ
る
べ
き
で
あ

h 



筑
波
法
政
第
三
十
u
V
(
二
0
0

る
と
な
す
こ
と
は
、
株
式
会
社
の
営
利
法
人
た
る
本
質
か
ら
い
っ
て
も

刊
日

d

首
脅
し
が
た
い
よ
う
に
お
も
う
」
と
批
判
し
て
い
る
。

(
五
)
い
ず
れ
に
し
て
も
、
以
上
の
日
本
の
社
員
権
論
争
を
見
れ
ば
、

形
式
上
は
、
共
益
権
と
自
益
権
と
を
包
含
し
た
こ
悩
の
社
員
権
な
る
概

念
を
認
め
る
か
否
か
の
争
い
と
い
え
る
が
、
実
質
的
に
は
、
い
ず
れ
の

立
場
も
、
究
極
的
に
は
、
株
主
の
権
利
は
「
会
社
の
利
益
を
侵
害
し
て

は
な
ら
な
い
」
と
い
う
点
で
限
界
づ
け
ら
れ
る
こ
と
、
そ
し
て
そ
の
違

反
の
法
的
効
果
と
し
て
当
然
権
利
行
使
が
否
認
さ
れ
る
こ
と
に
な
る
と

(
臼
}

い
う
こ
と
で
は
一
致
し
て
い
る
。
結
局
、
ど
の
よ
う
な
場
合
に
会
社
の

利
益
の
侵
害
が
あ
っ
た
と
い
え
る
の
か
、
特
に
そ
こ
で
言
わ
れ
る
「
会

社
の
利
益
」
と
は
何
か
、
そ
し
て
そ
の
違
反
の
法
的
効
采
に
つ
い
て
は

ど
の
よ
う
に
解
す
る
の
が
理
論
的
に
も
実
際
的
に
も
妥
当
か
、
こ
れ
ら

の
点
を
解
明
し
な
い
限
り
、
社
員
権
論
争
の
成
果
は
、
そ
の
限
り
で
一

歩
も
発
展
し
な
い
こ
と
に
な
り
、
こ
の
意
味
で
、
社
員
権
論
争
は
一
定

一
日
『

の
限
界
に
突
き
当
た
っ
て
い
る
も
の
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。

中
留
の
株
主
権
の
性
質
に
関
す
る
論
争

(
ご
株
主
権
の
性
質
に
関
す
る
論
議
に
つ
い
て
は
、
世
界
各
国
の

学
者
た
ち
は
多
く
の
注
意
を
払
っ
て
お
ら
ず
、
む
し
ろ
株
主
権
の
具
体

的
な
内
容
及
び
行
使
と
関
連
し
た
具
体
的
な
問
題
の
検
討
に
専
念
し
て

い
る
。
と
い
う
の
は
、
こ
れ
ら
の
研
究
者
た
ち
は
株
主
権
の
性
質
に
お

Ii. 

い
で
ほ
ぼ
共
通
す
る
理
解
に
至
っ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
日
本
で
も
、

上
述
し
た
見
解
の
対
立
は
団
体
法
理
上
の
本
質
的
対
訟
を
表
す
も
の
で

は
な
く
、
権
利
義
務
発
生
の
根
拠
と
発
生
内
容
に
わ
た
る
用
語
仁
の
差

異
又
は
震
点
の
霞
き
方
の
差
異
に
基
づ
く
も
の
と
考
え
る
こ
と
が
で
き
、

も
制

学
説
上
も
明
確
に
折
衷
的
見
解
を
表
す
も
の
が
あ
る
。
し
か
し
な
が
ら
、

中
聞
は
そ
れ
と
異
な
る
状
況
に
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。

(
ニ
)
今
や
中
国
で
は
、
市
場
経
済
体
制
が
認
め
ら
れ
る
に
も
か
か

わ
ら
ず
、
公
有
制
原
則
が
依
然
と
し
て
絶
対
的
な
大
前
提
と
さ
れ
て
い

る
。
非
市
場
経
済
体
制
の
下
で
、
中
国
の
企
業
は
所
省
形
態
の
み
に
よ

り
分
類
さ
れ
て
い
た
の
そ
の
う
ち
の
国
有
企
業
は
、
請
負
経
営
責
任
制

あ
る
い
は
賃
借
経
営
責
任
制
に
よ
り
改
京
さ
れ
て
も
、
闘
が
相
変
わ
ら

ず
当
該
企
業
の
財
産
に
対
し
財
産
所
有
権
を
持
っ
て
い
る
。
か
く
し
て
、

い
わ
ゆ
る
公
有
制
原
則
も
容
易
に
貫
徹
さ
れ
る
と
理
解
さ
れ
て
い
た
。

だ
が
、
市
場
絞
済
体
制
の

F
で
、
株
式
制
・
持
分
制
の
導
入
に
よ
り
、

企
業
投
資
者
構
成
が
多
元
化
す
る
場
合
に
、
中
国
で
、
ど
の
程
度
公
街

制
を
守
る
か
が
課
題
に
な
っ
て
き
て
い
る
。
そ
こ
で
、
国
の
企
業
に
投

入
し
た
貯
蔵
に
対
す
る
所
有
権
を
夜
認
し
て
、
企
業
の
財
産
所
有
権
の

み
認
め
れ
ば
、
も
と
も
と
国
有
資
産
の
性
質
の
あ
る
財
産
が
流
失
す
る

〆
肝

こ
と
に
な
る
か
も
し
れ
な
い
と
い
う
見
方
も
自
然
に
出
て
く
る
。
そ
れ

は
つ
ま
り
、
国
家
の
企
業
に
投
資
す
る
財
産
の
所
有
権
を
否
認
す
れ
ば
、

国
民
経
済
の
中
の
国
有
経
済
が
小
さ
く
な
っ
て
、
国
有
経
済
の
主
体
的

な
位
置
付
け
が
守
ら
れ
な
く
な
り
、
社
会
主
義
の
最
も
主
要
な
特
徴
と



し
て
の
公
有
制
原
則
も
脅
か
さ
れ
、
国
の
社
会
主
義
性
質
も
変
わ
る
こ

と
に
な
る
と
い
う
心
配
で
あ
る
。
株
式
会
社
形
態
を
採
る
企
業
に
お
い

て
、
間
家
は
た
だ
投
資
者
と
し
て
企
業
と
関
係
を
生
じ
る
こ
と
に
な
っ

て
い
る
。
こ
の
場
合
に
、
閤
家
と
企
業
と
の
問
に
、
い
か
な
る
法
律
関

係
が
あ
る
か
を
明
ら
か
に
す
る
こ
と
が
当
然
に
注
目
さ
れ
る
焦
点
に
な

る
。
も
し
も
国
が
会
社
に
投
資
し
た
財
産
に
対
し
て
ま
た
所
有
権
を
有

す
れ
ば
、
民
法
の
「
一
物
一
権
」
主
義
に
よ
り
、
当
該
会
社
が
か
か
る

財
産
に
対
し
所
有
権
を
有
し
な
い
は
ず
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
当
談
会

社
は
経
営
し
て
い
る
そ
の
財
産
に
対
し
、
所
有
権
を
有
し
な
け
れ
ば
、

当
該
企
業
の
法
人
格
も
疑
わ
れ
る
恐
れ
が
あ
り
、
ひ
い
て
、
中
国
の
市

場
経
済
法
律
制
度
そ
の
も
の
が
本
格
的
に
樹
立
す
る
こ
と
も
信
頼
で
き

な
く
な
る
。
も
ち
ろ
ん
現
在
の
中
閣
の
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
統
制
の
段
階
で
、

国
家
の
社
会
主
義
性
質
並
び
に
公
有
制
原
則
が
変
わ
る
こ
と
は
絶
対
に

認
め
ら
れ
な
い
で
あ
ろ
う
。
し
か
し
、
近
代
的
な
会
社
制
度
を
立
で
な

け
れ
ば
な
ら
な
い
こ
と
が
中
国
で
広
く
認
識
さ
れ
て
い
る
こ
と
も
事
実

で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
闘
が
投
資
し
取
得
し
た
株
主
権
の
性
質
問
題

に
対
し
、
正
確
な
理
解
が
必
要
不
可
欠
と
な
る
。
実
際
に
、
こ
れ
は
、

会
社
制
度
が
中
国
で
定
着
で
き
る
か
否
か
の
鍵
に
な
る
と
思
わ
れ
る
。

(
三
)
ま
さ
に
会
社
制
度
と
公
有
制
原
則
の
間
に
橋
を
架
け
る
た
め

に
、
中
国
の
学
者
た
ち
は
株
主
権
の
性
質
に
つ
い
て
大
論
争
を
巻
き
起

こ
し
た
。
中
闘
で
の
株
主
権
の
性
質
に
関
す
る
さ
ま
ざ
ま
な
学
説
の
中

ハ
朗
}

で
、
一
応
代
表
的
な
も
の
は
株
主
権
所
有
権
説
で
あ
る
。
こ
の
所
有
権

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
固
有
株
の
意
義
(
劉
)

説
に
よ
れ
ば
、
株
主
が
会
社
に
投
資
し
た
財
産
に
対
す
る
権
利
形
態
が

所
有
権
で
あ
る
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。
出
資
者
が
株
主
に
な
っ
て
、
そ

の
所
有
権
が
株
主
権
に
変
わ
る
こ
と
は
た
だ
所
有
権
の
作
用
形
式
の
変

化
に
過
ぎ
な
く
、
所
有
権
そ
の
も
の
は
弱
体
化
し
た
り
、
喪
失
し
た
り

せ
ず
、
会
社
の
行
為
は
あ
く
ま
で
所
有
権
に
よ
っ
て
制
限
さ
れ
る
と
い

う
の
が
所
有
権
説
の
主
な
論
理
で
あ
る
。
株
主
権
所
有
権
論
者
は
、
ま

た
し
ば
し
ば
株
主
の
株
主
権
又
は
株
券
に
対
す
る
所
有
権
と
会
社
財
産

の
所
有
権
と
を
問
視
し
、
あ
る
い
は
株
券
又
は
株
式
を
会
社
の
財
産
と

し
て
、
こ
の
株
券
又
は
株
式
を
所
有
す
る
な
ら
、
会
社
財
産
に
対
す
る

所
有
権
も
有
し
、
あ
る
い
は
株
主
権
が
株
式
か
ら
派
生
し
て
き
た
一
つ

の
権
能
で
あ
る
よ
う
に
考
え
て
い
る
。
な
お
、
株
主
の
会
社
財
産
に
対

す
る
所
有
権
を
否
認
し
て
株
主
権
の
み
を
承
認
す
る
こ
と
が
必
然
に
株

主
の
利
溢
を
害
し
、
殊
に
国
有
企
業
の
株
式
制
・
持
分
制
化
の
際
に
、

閣
の
国
有
資
産
所
有
権
を
株
主
権
に
転
換
す
る
こ
と
が
公
有
制
原
則
違

反
又
は
固
有
資
産
の
流
失
に
つ
な
が
る
と
心
配
し
て
い
る
一
方
、
株
主

権
所
有
権
論
者
の
多
く
は
、
会
社
の
法
人
格
問
題
に
も
配
慮
し
て
、
結

局
、
株
主
権
を
最
終
所
有
権
と
呼
ぴ
、
株
主
の
会
社
に
投
資
し
た
財
産

に
対
す
る
権
利
の
枠
組
み
が
株
主
の
最
終
所
有
権
と
法
人
所
有
権
に
分

(
曲
v

か
れ
る
と
解
釈
し
て
い
る
。

株
主
権
債
権
説
は
、
中
国
で
も
少
数
で
あ
る
。
株
主
権
債
権
論
者
は
、

自
益
権
が
一
種
の
財
産
議
求
様
で
あ
る
た
め
、
利
益
配
当
請
求
権
に
せ

よ
、
新
株
引
受
権
に
せ
よ
、
残
余
財
産
分
配
請
求
権
に
せ
よ
、
こ
れ
ら

二五一一一
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は
株
主
の
会
社
に
対
し
特
定
な
行
為
を
な
す
こ
と
を
請
求
す
る
権
利
で

あ
る
か
ら
、
株
主
権
は
債
権
の
一
般
的
な
特
性
を
有
す
る
一
穂
の
債
権

で
あ
る
と
解
す
べ
き
で
あ
る
と
述
べ
る
。
こ
れ
は
、
実
際
に
、
日
本
を

含
む
外
国
学
者
の
影
響
を
受
け
て
、
会
社
の
所
有
権
と
経
営
権
の
分
裂

と
い
う
現
状
の
下
で
、
中
国
の
研
究
界
に
お
い
て
の
一
つ
の
反
映
で
も

あ
る
。(

鴎
)
以
上
の
株
主
権
所
有
権
説
と
債
権
説
に
対
し
、
現
在
は
む
し

ろ
株
、
T
社
員
権
説
が
よ
り
有
力
に
な
り
つ
つ
あ
り
、
こ
れ
も
外
出
の
研

究
者
の
影
響
を
受
け
た
も
の
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
例
え
ば
、
汀
本
の

社
員
権
説
が
そ
の
…
例
で
あ
る
。
中
国
の
社
員
権
論
者
は
、
灘
小
佐
の
会

社
は
伝
統
的
な
社
同
法
人
で
は
な
い
が
、
株
主
の
出
資
を
基
礎
に
、
株

主
を
構
成
長
と
し
て
有
機
的
に
結
合
し
て
、
株
、
L

ム
が
共
間
放
び
各
自
の

目
的
と
利
訟
を
実
現
す
る
よ
う
に
結
合
し
た
団
体
で
あ
る
と
閣
味
解
し
て

い
る
ο

株
主
が
出
資
を
目
的
と
し
て
出
資
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の

出
資
に
よ
り
法
人
格
の
あ
る
会
社
体
を
形
成
し
、
こ
の
会
社
体
に
頼
っ

て
自
己
の
た
め
に
営
利
で
き
る
こ
と
を
口
的
と
し
て
い
る
た
め
、
当
初

か
ら
会
社
体
内
に
お
い
て
、
会
社
を
制
御
す
る
権
利
を
行
使
で
き
る
よ

う
に
な
っ
て
、
こ
の
株
主
の
会
社
体
内
に
お
い
て
行
使
す
る
権
利
は
ま

さ
に
株
主
権
で
あ
り
、
株
主
の
有
す
る
会
社
内
部
社
員
権
で
も
あ
る
と

埋
解
さ
れ
て
い
る
。

ま
た
、
日
本
の
通
説
の
よ
う
に
、
中
間
の
学
者
は
、
株
主
権
が
社
員

権
と
し
て
、
単
純
な
財
産
権
で
は
な
く
、

e

綬
の
複
雑
な
内
容
の
あ
る

五
1m 

権
利
で
あ
り
、
つ
ま
り
財
産
性
の
あ
る
自
溢
権
と
非
財
産
性
の
共
益
権

を
含
め
て
い
る
。
こ
の
自
益
権
と
共
益
権
が
相
互
に
補
助
す
る
こ
と
に

よ
り
、
協
調
的
な
権
利
総
体
が
構
成
さ
れ
て
い
る
が
、
株
主
権
が
財
政

権
を
蒸
本
的
方
向
と
し
、
そ
し
て
内
部
管
耀
権
を
手
段
と
し
て
い
る
と

受
け
止
め
て
お
り
、
さ
ら
に
、
中
闘
の
学
者
は
、
こ
の
株
主
権
の
内
惚
け

の
内
町
狂
的
な
統
一
性
が
あ
る
か
ら
こ
そ
、
内
料
館
権
と
仕
ハ
議
擦
が
分
割
さ

nF 

れ
ず
、
か
つ
各
自
独
zHA
で
き
る
と
も
理
解
し
て
い
る
。

な
お
小
閣
の
社
員
権
論
者
は
社
員
権
基
本
型
論
を
認
識
す
る
と
同
時

に
、
株
主
権
所
布
権
説
と
債
権
説
に
対
す
る
反
論
も
行
っ
て
い
る
。
学

か
れ
た
ち
は
、
所
布
権
説
が
動
態
的
な
株
主
絡
を
静
態
的
な
所
有
権
に
復

帰
さ
せ
た
と
指
摘
し
て
い
る
の
さ
ら
に
、
学
符
た
や
り
は
、
伝
統
的
な
所

有
権
制
の
基
本
機
能
は
、
財
保
の
静
態
的
な
所
属
を
守
る
た
め
、
市
有

権
を
基
琳
慨
に
し
て
、
処
分
権
を
中
核
と
し
て
い
る
の
に
対
し
、
株
~
i
僚

は
価
依
形
態
と
し
て
存
在
し
て
い
る
財
産
利
援
で
あ
り
、
そ
れ
は
実
物

形
態
財
産
に
対
す
る
肢
接
の
占
有
を
既
に
強
調
せ
ず
、
む
し
ろ
そ
の
使

用
に
偏
草
し
て
い
る
と
認
識
す
る
う
え
に
、
妹
主
権
が
所
有
権
か
ら
変

遷
し
て
く
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
権
利
の
性
能
か
ら
見
れ
ば
、
一
問
符
は

一百

明
ら
か
に
区
別
し
得
る
と
明
維
に
説
明
し
た
。

僚
機
説
に
対
し
て
、
社
員
権
論
符
は
次
の
よ
う
に
述
べ
て
い
る
。
す

な
わ
ち
、
株
主
権
の
中
の
財
燦
権
は
株
主
が
株
式
に
よ
り
か
っ
同
体
内

部
の
規
則
に
基
づ
い
て
街
す
る
請
求
権
で
あ
っ
て
、
僚
機
と
呉
な
り
、

ま
た
、
株
主
権
の
や
の
非
財
産
権
は
債
権
に
も
含
め
ら
れ
な
く
、
株
主



権
そ
の
も
の
は
い
う
ま
で
も
な
く
財
産
権
と
非
財
産
権
の
統
一
体
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
婆
す
る
に
、
株
、
五
が
株
主
権
の
中
の
部
分
的

権
利
を
行
使
す
る
か
ど
う
か
は
、
権
利
自
身
の
性
質
に
影
響
が
な
い
と

松
川

mm解
さ
れ
て
い
る
。

括

以
上
見
て
米
た
よ
う
に
、
日
本
で
の
「
社
員
機
論
争
は
、
形
式
k
は、

共
議
機
と
白
川
鋭
機
と
を
総
合
し
た
一
似
の
社
員
権
な
る
概
念
を
認
め
得

る
か
百
か
の
争
い
と
い
え
る
。
し
か
し
、
実
質
的
に
は
、
そ
れ
は
、
株

主
の
共
緩
権
が
権
限
マ
あ
る
放
に
あ
る
い
は
権
利
で
あ
る
が
そ
の
倫
煙

的
性
質
の
放
に
会
社
の
利
ぷ
の
た
め
に
行
使
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る

と
解
す
べ
き
か
、
あ
る
い
は
権
利
で
あ
る
が
故
に
喝
然
に
株
、
モ
の
利
益

の
た
め
に
行
使
で
き
る
が
、
た
だ
そ
の
行
使
の
効
来
が
会
社
の
利
援
も

し
く
は
他
の
株
主
の
利
殺
に
も
及
ぶ
た
め
そ
の
方
凶
か
ら
制
約
を
受
け

(
円

る
に
す
ぎ
な
い
と
解
す
べ
き
か
の
争
い
と
い
え
る
。
」
。
こ
れ
に
対
し
、

中
間
の
こ
の
問
題
に
関
す
る
論
争
は
、
国
有
企
業
改
本
と
い
う
背
景
で
、

そ
し
て
法
人
制
度
な
ど
の
市
場
経
済
法
律
理
論
に
対
す
る
認
識
の
浅
い

ゆ
え
に
、
結
局
、
株
紅
が
所
有
す
る
財
産
を
以
て
投
資
し
た
後
に
、
か

か
る
財
産
に
対
し
、
株
主
が
ま
た
所
有
権
を
有
す
る
か
ど
う
か
と
い
う

問
題
が
注
目
さ
れ
て
い
る
。
確
か
に
、
共
低
機
は
所
布
権
の
管
理
権
能
、

白
益
権
は
所
有
権
の
収
話
機
能
が
そ
れ
ぞ
れ
変
形
し
た
も
の
と
指
摘
さ

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
間
有
株
の
意
義
(
劉
)

れ
る
ζ

と
は
間
違
い
な
い
。
そ
し
て
、
株
主
の
残
余
財
産
議
求
権
を
、

あ
る
意
味
で
株
主
の
最
終
所
布
権
と
解
し
て
も
よ
か
ろ
う
。
だ
が
、
こ

の
「
議
終
所
有
」
そ
の
も
の
も
株
主
権
内
容
の
一
部
と
し
て
理
解
さ
れ

る
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
と
思
わ
れ
る
。
投
資
に
よ
っ
て
、
所
有
権
か

ら
変
形
し
た
株
主
権
(
社
員
権
)
は
物
権
で
は
な
く
、
社
員
は
会
社
の

財
白
紙
の
う
え
に
共
有
の
権
利
を
も
っ
て
い
る
わ
け
で
は
な
い
か
ら
で
あ

る
。
し
た
が
っ
て
、
あ
く
ま
で
も
な
く
、
株
主
の
所
有
機
を
強
調
す
る

所
有
権
説
は
、
ゴ
物
一
権
」
と
い
う
法
の
原
理
に
違
背
す
る
だ
け
で

は
な
く
、
株
主
権
の
内
容
も
混
乱
さ
せ
る
恐
れ
が
あ
る
で
あ
ろ
、
っ
。

い
ず
れ
に
せ
よ
、
公
有
制
緩
別
を
際
持
す
る
ド
で
、
正
織
に
株
主
権

の
性
質
を
抱
擁
す
る
の
は
、
社
会
主
義
市
場
経
済
を
実
行
し
、
問
有
株

が
市
場
体
制
の
中
に
溢
切
に
佼
期
限
付
け
ら
れ
る
た
め
に
家
安
な
意
義
が

あ
る
と
忠
わ
れ
る
c

第
一
一
節

国
有
株
に
関
連
す
る
法
規
定

会
社
法
に
お
け
る
特
殊
規
定

(
ご
中
国
の
会
社
法
は
社
会
、
一
土
義
公
有
制
お
よ
び
固
有
余
業
改
革

と
得
接
不
可
分
な
関
係
を
も
っ
て
い
る
た
め
、
会
社
法
の
中
に
は
こ
れ

に
対
応
す
る
規
定
も
多
く
見
ら
れ
る
。
例
え
ば
、
第
開
条

J

二
項
に
、
「
会

社
の
中
の
国
有
資
産
の
所
有
権
は
国
家
に
属
す
る
」
、
第
七
粂
に
「
悶

a

一
五
五
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有
企
業
を
会
社
に
組
織
変
一
見
す
る
場
合
、
法
律
と
行
政
法
規
に
規
定
さ

れ
て
い
る
条
件
と
要
求
に
従
い
、
経
営
メ
カ
ニ
ズ
ム
の
転
換
、
段
階
的

な
資
産
の
整
理
・
確
認
、
財
産
権
の
緩
定
、
債
権
債
務
の
確
認
、
資
産

の
評
価
、
規
範
に
適
合
し
た
内
部
管
理
機
関
の
確
立
を
し
な
け
れ
ば
な

ら
な
い
」
、
第
七
五
条
に
「
閲
有
企
業
を
株
式
有
限
会
社
に
改
組
す
る

場
合
、
発
起
人
は
五
名
以
下
で
も
よ
い
が
、
募
集
設
立
の
方
式
を
取
ら

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
」
、
第
八
-
条
に
「
問
有
余
業
を
株
式
有
限
会
社

に
改
組
す
る
場
合
、
国
有
資
産
を
低
価
裕
で
出
資
分
に
換
算
す
る
こ
と
、

低
価
格
で
売
却
す
る
こ
と
、
又
は
無
償
で
偶
人
に
分
与
す
る
こ
と
を
厳

禁
す
る
。
」
、
そ
し
て
第
一
四
条
一
項
、
一
六
条
、
一
七
条
、
二
一
条
、

四
五
条
二
項
、
一
間
八
条
、
一
五
て
条
一
一
一
雨
明
、
二
九
九
条
、
一
六
三
条

曲
川

一
一
項
、
二
二
二
条
な
ど
そ
れ
ぞ
れ
規
定
し
て
い
る
。
ま
た
、
会
社
法
の

第
一
一
一
章
で
は
、
「
第
ご
一
節
国
有
独
丘
資
本
会
社
」
が
特
別
に
独
立
し

た
節
と
し
て
設
け
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
中
開
会
社
法
は
、
一
般

会
社
法
に
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ
な
い
内
容
も
含
ま
れ
て
い
る
こ
と
が
わ
か

る
。
現
行
の
会
社
法
の
中
に
、
問
符
株
、
法
人
株
と
い
う
言
葉
の
表
現

は
な
い
が
、
国
宥
資
産
や
国
有
余
業
に
関
す
る
規
定
に
鑑
み
れ
ば
、
悶

有
株
の
問
題
は
回
避
で
き
な
い
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

(
ニ
)
以
上
の
中
国
会
社
法
の
内
容
を
見
る
と
、
中
開
会
社
法
は
社

会
主
義
法
の
特
徴
を
有
す
る
の
み
な
ら
ず
、
あ
る
意
味
で
、
絞
済
法
分

野
や
公
企
業
法
分
野
に
も
関
連
し
て
い
る
と
い
え
な
く
も
な
い
。
こ
と

に
実
務
面
に
お
い
て
、
会
社
法
に
蒸
づ
い
て
改
組
さ
れ
、
あ
る
い
は
新

二
五
六

設
さ
れ
た
株
式
会
社
の
中
に
、
純
粋
な
民
営
企
業
が
ほ
と
ん
ど
見
ら
れ

な
い
。
し
か
も
、
こ
れ
ら
の
会
社
で
は
、
間
有
株
が
ほ
と
ん
ど
支
配
株

に
な
っ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
会
社
法
が
尖
際
に
規
律
し
て
い

る
対
象
か
ら
み
て
、
会
社
法
は
経
済
法
分
野
に
含
ま
れ
る
と
主
張
す
る

中
国
の
や
者
も
い
る
。

な
お
、
立
法
耐
に
お
い
て
は
、
長
期
的
な
許
制
間
経
済
体
制
の
影
響
を

党
け
、
行
政
上
の
使
宜
が
考
慮
さ
れ
、
国
と
側
々
の
経
済
制
組
織
体
と
の

関
係
を
調
整
す
る
法
律
が
重
視
さ
れ
て
き
た
以
一
期
に
、
商
事
主
体
問
問
の

関
係
を
規
律
す
る
良
法
は
非
常
に
少
な
か
っ
た
。
さ
ら
に
、
旧
ソ
迷
法

の
影
響
を
受
け
、
長
い
間
に
、
中
闘
で
は
、
経
済
生
活
に
か
か
る
い
か

な
る
法
律
も
経
済
法
と
灘
解
さ
れ
て
き
た
た
め
に
、
市
場
経
済
体
制
が

実
行
さ
れ
た
後
に
も
、
経
済
管
理
法
分
野
の
法
律
が
や
巾
に
商
事
法
と
区

分
さ
れ
る
こ
と
が
で
き
な
い
と
い
う
法
線
論
上
の
混
乱
が
あ
る
。
し
た

が
っ
て
、
現
行
の
中
国
会
社
法
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
に
こ
だ
わ
る
も
の
だ
け

で
は
な
く
、
中
間
の
法
律
刷
弐
酬
の
研
究
実
態
を
総
合
的
に
反
映
し
て
い

る
も
の
と
い
っ
て
も
よ
か
ろ
う
。

〈
一
ニ
)
小
閥
会
社
法
の
特
殊
規
定
の
中
に
、
一
般
法
理
念
か
ら
見
た

ら
、
も
っ
と
も
不
思
議
な
の
は
「
会
社
の
中
に
お
け
る
国
有
財
産
の
所

有
権
は
、
国
に
属
す
る
。
」
と
規
定
し
て
い
る
第
四
条
一
一
τ瓜
で
あ
る
。

実
際
に
、
こ
れ
は
ま
さ
に
社
員
権
論
争
に
関
連
し
て
、
か
つ
国
有
株
に

か
か
わ
る
問
題
で
あ
る
。
周
知
の
よ
う
に
、
問
が
間
有
資
産
を
も
っ
て

投
資
し
た
場
合
は
、
問
家
あ
る
い
は
国
有
企
業
法
人
が
株
主
権
を
取
得



す
る
の
で
あ
る
。
そ
し
て
、
会
社
に
投
入
し
た
財
産
は
会
社
の
法
人
財

産
に
な
る
ほ
か
な
い
。
こ
の
場
合
に
、
国
家
あ
る
い
は
国
有
法
人
が
、

利
益
配
当
請
求
権
お
よ
び
残
余
財
産
分
配
請
求
権
な
ど
を
有
し
て
い
る

と
は
い
え
、
そ
れ
は
い
わ
ゆ
る
価
値
形
態
の
財
産
を
所
有
す
る
に
過
ぎ

ず
、
会
社
の
具
体
的
な
財
産
に
対
し
所
有
権
を
主
張
す
る
こ
と
が
で
き

な
い
と
理
解
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
「
会
社
の

中
の
国
有
資
産
の
所
有
権
は
国
家
に
属
す
る
。
」
と
規
定
す
る
と
、
会

社
の
中
の
固
有
資
産
以
外
の
資
産
の
所
有
権
も
そ
れ
ぞ
れ
の
株
主
に
属

す
る
の
か
と
い
う
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
ほ
か
な
い
。
す
な
わ
ち
、

株
主
は
各
自
の
投
入
し
た
資
産
に
対
し
、
そ
の
所
有
権
を
認
め
れ
ば
、

社
団
法
人
と
し
て
の
会
社
が
実
際
に
法
人
財
産
に
対
す
る
支
配
も
で
き

な
く
な
る
と
一
言
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
そ
う
な
れ
ば
、
会
社
の
法
人
格
の

存
在
も
疑
わ
れ
る
ほ
か
な
い
。
一
方
、
投
入
し
た
資
産
の
所
有
権
が
ま

た
株
主
に
属
す
る
と
い
う
な
ら
、
会
社
の
債
権
者
の
利
益
の
保
護
も
で

き
な
く
な
っ
て
、
取
引
安
全
に
も
悪
影
響
を
与
え
る
可
能
性
が
あ
る
と

い
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
家
で
あ
っ
て
も
、
投
資
し
た
後
、
有
す

べ
き
で
あ
る
の
は
社
員
権
と
し
て
の
株
主
権
し
か
な
い
と
思
わ
れ
る
。

そ
う
で
な
け
れ
ば
、
中
閣
の
法
人
制
度
に
も
問
題
が
起
こ
る
恐
れ
が
あ

る
。
確
か
に
、
固
有
企
業
の
会
社
制
へ
の
改
組
の
流
れ
の
中
で
、
国
有

資
産
の
流
失
は
起
こ
り
ゃ
す
く
て
、
中
国
で
注
目
さ
れ
べ
き
一
つ
の
社

会
問
題
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
問
題
は
株
式
制
の
実
行
と
必

然
的
な
因
果
関
係
は
な
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
む
し
ろ
こ
の
国
有
財

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

産
に
お
け
る
リ
ス
ク
の
回
避
は
、
監
督
制
度
な
ど
会
社
法
上
の
制
度
に

頼
る
ほ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
「
会
社
の
中
の
国
有
財
産
の
所
有
権

は
周
家
に
属
す
る
」
と
い
う
規
定
は
撤
廃
さ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ

れ
る
。
会
社
の
中
に
存
在
し
て
い
る
国
家
の
利
益
の
保
護
に
は
、
国
有

株
主
権
の
適
切
な
行
使
を
通
じ
、
実
現
し
て
い
く
べ
き
で
あ
る
。
い
ず

れ
に
せ
よ
、
中
国
の
社
会
経
済
の
発
展
に
つ
れ
て
、
中
国
会
社
法
を
純

粋
な
商
法
理
念
に
復
帰
さ
せ
修
正
す
る
こ
と
が
必
要
と
恩
わ
れ
る
。

行
政
法
規
に
よ
る
国
有
株
主
権
管
理
に
関
す
る
規
定

(
一
)
株
式
制
の
発
展
に
伴
っ
て
、
図
有
株
は
中
国
で
広
く
存
在
す

る
よ
う
に
な
る
ゆ
え
に
、
こ
の
閏
有
株
主
権
に
対
す
る
管
理
も
重
要
な

諜
題
と
な
っ
て
い
る
。
こ
の
よ
う
に
、
『
会
社
法
』
を
貫
徹
し
、
株
式

会
社
の
関
有
株
の
管
理
を
規
律
し
、
国
有
資
産
権
益
を
維
持
し
保
護
す

る
た
め
、
一
九
九
四
年
一
一
月
三
日
に
、
中
国
の
国
家
閤
有
資
産
管
理

局
、
国
民
経
済
体
制
改
革
委
員
会
は
、
「
株
式
有
限
会
社
国
有
株
主
権

管
理
暫
定
弁
法
(
原
語
一
股
紛
有
限
公
司
国
有
股
権
管
理
暫
行
耕
法
こ

(
以
下
「
弁
法
」
と
い
う
)
を
公
布
し
た
。
こ
れ
は
会
社
法
成
立
後
の

初
め
て
の
体
系
的
な
関
有
株
主
機
管
理
に
関
す
る
法
規
で
あ
る
。

「
弁
法
」
は
、
ま
ず
国
有
株
の
定
義
を
明
ら
か
に
し
て
い
る
。
「
弁

法
」
第
二
条
に
よ
れ
ば
、
国
家
株
と
は
、
問
家
を
代
表
す
る
権
利
を
有

す
る
投
資
機
構
あ
る
い
は
部
門
が
株
式
会
社
へ
の
投
資
に
よ
り
形
成
し

二
五
七



筑
波
法
政
第
三
十
号
(
ニ

O
O
一)

あ
る
い
は
法
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
取
相
伴
す
る
株
式
で
あ
る
。
そ
の
株

主
権
設
録
に
お
い
て
、
当
該
機
構
あ
る
い
は
部
門
の
有
す
る
株
式
を
以

て
鐙
記
す
る
。
闘
有
法
人
株
と
は
、
法
人
資
格
の
あ
る
間
有
企
業
、
事

業
お
よ
び
他
の
単
佼
が
法
に
よ
り
占
有
し
使
用
し
て
い
る
法
人
資
産
を

も
っ
て
自
身
か
ら
独
立
し
て
い
る
株
式
会
社
へ
の
出
資
に
よ
り
形
成
し

あ
る
い
は
法
定
の
プ
ロ
セ
ス
に
よ
り
取
得
す
る
株
式
で
あ
る
。
そ
の
株

主
権
設
録
に
お
い
て
、
当
該
間
有
企
業
あ
る
い
は
事
業
お
よ
び
そ
の
他

の
単
位
の
有
す
る
株
式
を
以
て
登
記
す
る
。

次
に
、
「
弁
法
」
第
一
一
一
条
一
項
は
、
「
公
有
制
腕
を
主
と
す
る
方
針
を
貫

徹
し
、
問
問
有
株
主
権
が
国
家
産
業
政
策
に
よ
っ
て
株
式
会
社
の
中
に
支

配
的
な
地
位
を
保
証
す
る
」
と
い
う
株
式
会
社
に
お
け
る
国
有
株
主
権

管
理
の
鼠
則
を
強
調
し
て
い
る
。
ま
た
、
国
有
株
に
よ
る
支
配
の
実
現

を
保
証
す
る
た
め
に
、
「
弁
法
」
第
一

O
条
ニ
項
は
、
「
悶
有
株
主
権
に

よ
る
支
配
を
絶
対
的
な
支
配
と
相
対
的
な
支
配
に
分
け
る
。
絶
対
的
な

支
配
と
は
、
悶
有
株
主
権
の
占
め
る
持
株
比
率
が
五

O
%を
越
え
る
こ

と
で
あ
る
。
相
対
的
な
支
配
と
は
、
国
有
株
主
権
の
占
め
る
比
率
が
三

O
%よ
り
高
く
五

O
%よ
り
低
い
が
、
株
主
権
分
散
に
よ
っ
て
、
国
家

が
株
式
会
社
に
対
す
る
支
配
的
な
影
響
を
有
す
る
こ
と
で
あ
る
」
と
規

定
し
て
い
る
。
ま
た
、
間
条
第
三
項
は
、
「
持
株
比
率
計
算
は
一
般
的

に
同
一
の
持
株
(
国
有
法
人
)
単
位
の
有
す
る
株
式
を
標
準
と
し
、
二

社
又
は
三
社
以
上
の
国
宥
株
を
有
す
る
(
固
有
法
人
)
単
位
の
も
つ
株

式
を
合
わ
せ
て
計
算
す
る
こ
と
は
許
さ
れ
な
い
。
」
と
規
定
し
て
い
る
。

一
一
五
人

さ
ら
に
、
関
有
株
を
も
っ
単
位
の
株
主
権
行
使
方
式
に
つ
い
て
、
「
弁

法
」
一
六
条
に
具
体
的
に
規
定
し
て
い
る
。
つ
ま
り
、
閤
家
株
主
権
は

悶
家
の
授
機
を
受
け
、
投
資
し
た
機
構
に
よ
り
保
有
さ
れ
る

G

国
家
が

投
資
を
授
権
す
る
機
構
を
明
確
に
す
る
前
に
、
国
有
資
産
管
理
部
門
に

よ
り
保
有
さ
れ
、
あ
る
い
は
間
有
資
産
管
理
部
門
が
政
府
に
代
わ
っ
て

他
の
機
構
又
は
部
門
に
問
中
本
株
主
権
の
保
有
を
委
託
す
る
。
問
有
法
人

株
は
投
資
主
体
と
し
て
の
悶
有
法
人
単
位
に
よ
り
保
有
さ
れ
、
か
つ
行

使
さ
れ
る
。

最
後
に
、
第
二
九
条
は
、
国
有
株
主
権
の
譲
渡
に
つ
い
て
は
、
「
国

有
株
主
権
は
法
に
基
づ
い
て
譲
渡
で
き
る
よ
と
明
確
に
定
め
て
い
る
。

第
三

O
条
は
、
「
同
時
に
、
隣
家
株
主
権
の
譲
渡
は
投
資
の
枠
を
調
整

す
る
の
を
主
な
目
的
と
す
る
。
国
家
株
の
譲
渡
に
間
関
す
る
国
の
規
定
を

遵
守
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
家
株
を
持
つ
単
位
が
(
譲
渡
)
中
諮

を
提
出
し
、
具
体
的
な
内
容
を
説
明
す
べ
き
で
あ
る
。
」
と
定
め
て
い

る。

(
ニ
)
こ
の
「
弁
法
」
は
、
会
社
法
と
は
別
に
存
在
し
て
、
国
有
株

主
機
管
理
問
題
だ
け
取
り
上
げ
て
い
る
と
い
う
点
で
非
常
に
評
価
さ
れ

得
る
も
の
で
あ
る
。
国
有
株
主
機
管
理
に
関
す
る
法
律
規
定
は
現
段
階

の
悶
有
企
業
改
背
中
の
み
で
は
な
く
、
長
期
的
に
み
て
随
民
経
済
を
コ
ン

ト
ロ
ー
ル
す
る
と
い
う
面
で
も
絶
対
に
必
要
な
も
の
で
あ
る
か
ら
で
あ

る
。
た
だ
し
、
こ
の
「
弁
法
」
の
国
有
株
に
よ
る
支
配
、
お
よ
び
国
有

株
の
譲
渡
な
ど
に
関
す
る
内
容
は
あ
く
ま
で
も
認
め
ら
れ
な
い
も
の
で



あ
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。
た
し
か
に
、
中
国
の
株
式
市
場
は
未
だ
模
索
段

階
に
あ
り
、
国
有
株
の
売
却
が
逆
に
株
式
市
場
に
惑
影
響
を
与
え
る
恐

れ
が
あ
る
た
め
に
、
そ
れ
ら
の
規
定
が
必
要
で
あ
る
か
も
し
れ
な
い
。

し
か
し
、
今
の
規
定
の
ま
ま
で
あ
れ
ば
、
所
有
と
支
配
の
分
離
を
実
現

す
る
た
め
の
図
有
企
業
改
革
は
ま
た
行
き
詰
ま
り
に
な
る
可
能
性
が
あ

る
。
な
ぜ
な
ら
、
所
有
と
支
配
が
分
離
し
て
い
る
の
は
、
一
般
株
主
に

つ
い
て
で
あ
っ
て
、
大
株
主
は
依
然
と
し
て
企
業
を
支
配
し
て
い
る
の

{
酷
}

で
あ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
有
株
支
配
お
よ
び
国
有
株
の

譲
渡
に
つ
い
て
、
あ
る
程
度
の
規
制
緩
和
が
望
ま
れ
る
だ
ろ
う
。

第
三
節

国
有
株
の
役
割

公
企
業
改
革
に
お
け
る
中
置
と
日
本
の
比
較

(
一
)
中
国
で
は
、
公
有
制
性
質
の
企
業
は
会
人
民
所
有
制
企
業
と

集
団
所
有
制
企
業
を
さ
す
。
そ
の
う
ち
、
全
人
民
所
有
制
企
業
(
国
有

企
業
)
は
日
本
の
公
企
業
に
当
た
る
。
し
か
し
、
中
園
の
公
企
業
は
国

民
経
済
の
柱
と
な
っ
て
お
り
、
改
革
開
放
に
伴
っ
て
、
国
有
企
業
の
周

川

飢

恥

}

民
経
済
の
中
に
占
め
る
比
率
が
下
が
っ
て
い
て
も
、
間
有
企
業
が
中
核

的
な
役
割
を
果
た
し
て
い
る
こ
と
に
は
変
わ
り
が
な
い
の
に
対
し
、
日

本
の
公
企
業
は
資
本
主
義
維
持
の
た
め
に
、
補
完
的
役
割
を
担
う
も
の

と
し
て
、
た
え
ず
私
企
業
の
下
支
え
的
存
在
と
し
て
位
置
付
け
ら
れ
て

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

A

制
〕

い
る
こ
と
を
知
っ
て
お
か
ね
ば
な
ら
な
い
。
ま
た
、
日
本
の
悶
有
企
業

は
中
央
政
府
の
投
資
し
た
企
業
の
み
を
指
す
の
に
対
し
て
、
中
悶
で
は
、

政
治
体
制
上
、
中
央
集
様
で
あ
っ
て
、
地
方
自
治
が
ま
だ
認
め
ら
れ
て

い
な
い
た
め
、
地
方
政
府
が
投
資
し
た
企
業
も
国
有
企
業
と
し
て
佼
麓

付
け
・
管
理
さ
れ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
中
国
の
間
有
企
業
の
数
は
膨

大
で
あ
る
。
そ
し
て
、
中
国
の
閤
有
企
業
は
主
に
経
済
法
分
野
に
属
す

る
「
全
人
民
所
有
刺
工
業
企
業
法
」
に
よ
り
規
律
さ
れ
て
い
る
の
に
対

し
て
、
日
本
の
公
企
業
は
行
政
法
分
野
に
規
律
さ
れ
て
い
る
。
だ
が
、

い
ず
れ
に
し
て
も
、
そ
の
本
質
は
各
自
の
閣
の
経
済
を
規
制
す
る
手
段

と
し
て
使
わ
れ
て
い
る
。
マ
ク
ロ
的
に
観
察
す
れ
ば
、
中
国
の
国
有
企

業
と
日
本
の
公
企
業
と
は
各
自
の
悶
の
国
民
経
済
の
中
の
佼
置
付
け
に

は
大
き
な
違
い
が
あ
る
が
、
ミ
ク
ロ
的
に
観
察
す
れ
ば
、
特
に
企
業
の

具
体
的
な
経
営
形
態
の
変
遷
か
ら
み
て
、
両
者
の
共
通
点
も
あ
る
。
例

え
ば
、
企
業
形
態
に
つ
い
て
、
改
革
開
放
前
の
中
国
の
計
闘
体
制
の
下

で
の
国
有
企
業
と
日
本
の
以
前
の
官
庁
企
業
と
は
大
体
同
じ
で
あ
ろ
う

と
忠
わ
れ
る
。
両
者
は
い
ず
れ
も
行
政
の
付
属
物
で
あ
る
。
戦
後
、
日

本
で
は
、
公
企
業
改
革
の
一
環
と
し
て
、
企
業
法
人
体
の
公
共
企
業
体

が
現
れ
た
。
改
革
開
放
初
期
の
中
間
で
も
間
有
企
業
が
企
業
法
人
で
あ

る
こ
と
が
「
企
業
法
」
及
び
「
民
法
通
則
」
か
ら
認
め
ら
れ
て
い
る
。

し
か
し
、
中
国
は
企
業
法
人
性
を
章
一
視
し
で
も
、
法
人
理
論
に
対
す
る

認
識
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
の
で
、
企
業
の
効
率
性
が
確
保
さ
れ
な

か
っ
た
。
問
じ
よ
う
に
、
法
理
念
が
熟
成
し
関
連
法
律
が
撃
備
さ
れ
て

二
五
九
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い
る
日
本
の
場
合
に
も
、
結
局
公
共
企
業
体
と
官
庁
機
構
の
間
に
緊
密

な
関
係
が
あ
る
の
で
、
公
企
業
の
企
業
性
の
発
揮
が
制
限
さ
れ
、
い
わ

ゆ
る
公
共
企
業
体
の
理
念
と
現
実
の
闘
に
大
き
な
隔
た
り
が
あ
る
と
い

(
酷
ザ

わ
れ
て
い
る
。

ま
さ
に
こ
の
よ
う
な
国
有
企
業
・
公
企
業
の
欠
損
状
態
が
ほ
ぼ
恒
常

化
し
、
累
積
赤
字
が
大
き
く
な
り
、
国
家
財
政
の
大
き
な
負
担
と
な
っ

て
い
る
状
況
に
鑑
み
、
公
企
業
の
収
益
性
を
高
め
て
国
家
財
政
の
負
担

を
減
ら
す
た
め
、
国
際
的
民
営
化
の
潮
流
に
伴
い
、
日
本
で
は
昭
和
六

O
年
に
新
し
い
公
企
業
改
革
が
始
ま
っ
た
。
公
金
業
の
改
革
問
題
は
、

実
際
に
ど
の
よ
う
な
経
営
形
態
を
適
用
す
べ
き
か
と
い
う
問
題
で
あ
る

と
い
っ
て
よ
い
。
公
企
業
の
経
営
状
態
変
更
の
基
本
路
線
は
、
各
国
の

過
去
の
長
い
歴
史
に
照
ら
し
て
み
る
と
、
官
庁
企
業
J
公
共
企
業
体
↓

特
殊
会
社
(
全
額
政
府
出
資
↓
公
私
混
合
出
資
)
↓
普
通
会
社
の
よ
う

に
進
ん
マ
き
て
い
る
。
す
な
わ
ち
、
公
企
業
改
革
の
基
本
的
方
向
は
、

一
貫
し
て
公
企
業
の
経
営
自
主
化
、
企
業
性
強
調
の
方
向
に
あ
る
と
き
口

{
間
一

え
る
。
こ
う
い
う
方
向
に
沿
っ
て
、
日
本
で
は
、
民
営
化
へ
の
過
渡
的

手
段
と
し
て
再
び
特
殊
会
社
形
態
を
採
用
し
た
。

合
二
中
国
は
イ
デ
オ
ロ
ギ
ー
問
題
の
制
約
を
受
け
る
た
め
、
国
有

企
業
改
革
に
お
い
て
、
国
際
的
民
営
化
の
潮
流
の
影
響
を
受
け
た
が
、

最
初
は
、
単
に
企
業
の
経
営
権
の
拡
大
に
こ
だ
わ
っ
て
改
革
が
行
わ
れ

た
。
日
本
が
既
に
法
的
理
念
お
よ
び
約
百
年
の
務
事
法
務
の
経
験
を

も
っ
て
い
る
た
め
、
公
企
業
の
改
革
が
自
然
に
特
殊
会
社
形
態
を
取
る

二
六

O

の
に
対
し
、
中
閣
は
会
社
に
関
す
る
実
務
経
験
に
欠
け
る
だ
け
で
は
な

く
、
会
社
制
度
に
関
す
る
理
論
研
究
も
遅
れ
て
い
る
。
そ
し
て
イ
デ
オ

ロ
ギ
ー
へ
の
執
着
も
ま
た
乗
り
越
え
難
い
問
題
が
あ
る
た
め
に
、
間
有

企
業
改
革
に
株
式
会
社
形
態
が
受
け
入
れ
ら
れ
る
ま
で
に
は
時
間
が
か

か
っ
た
。
し
た
が
っ
て
、
今
日
、
会
社
制
度
の
導
入
に
よ
っ
て
、
国
有

企
業
が
漸
く
株
式
会
社
に
改
組
さ
れ
る
の
は
、
社
会
主
義
中
国
に
と
っ

て
、
全
く
驚
く
べ
き
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
間
で
国
有
企
業
の
会

社
制
へ
の
転
換
は
改
革
の
方
向
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
て
も
、
い
ま
な

お
行
政
機
関
か
ら
の
干
渉
が
多
く
起
こ
っ
て
い
る
。
し
か
も
、
中
国
の

国
有
企
業
か
ら
改
組
さ
れ
た
株
式
会
社
は
、
ほ
と
ん
ど
日
本
の
特
殊
会

社
あ
る
い
は
第
三
セ
ク
タ
ー
の
よ
う
に
公
私
共
同
企
業
と
し
て
存
在
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
当
面
、
ほ
と
ん
ど
の
中
国
の
株
式
会
社
は
ま

だ
普
通
株
式
会
社
と
は
い
え
な
い
も
の
で
あ
る
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、

中
国
は
公
私
共
同
企
業
と
し
て
の
株
式
会
社
が
普
通
株
式
会
社
の
よ
う

な
役
割
を
果
た
せ
る
こ
と
を
企
図
し
て
い
る
。
ぞ
れ
ゆ
え
、
今
後
、
中

関
の
株
式
会
社
の
動
き
を
見
守
る
必
要
が
あ
る
。
い
う
ま
で
も
な
く
、

会
社
法
及
び
公
企
業
法
の
一
般
理
念
か
ら
み
て
、
中
国
の
現
段
階
の
枠

内
で
、
近
代
的
な
企
業
制
度
の
確
立
と
国
有
企
業
改
革
に
は
依
然
と
し

て
閤
難
が
あ
る
と
思
わ
れ
る

い
ず
れ
に
せ
よ
、
一
九
八
四
年
か
ら
試
験
が
始
ま
っ
た
中
国
企
業
の

株
式
化
は
、
以
前
に
比
べ
、
企
業
の
経
営
シ
ス
テ
ム
の
転
換
、
経
営
自

主
権
の
確
保
、
企
業
収
援
の
向
上
、
国
有
経
済
の
発
展
な
ど
の
爾
で
、



ま
す
ま
す
顕
著
な
優
越
性
を
示
し
て
い
る
。
株
式
会
社
の
絶
え
ま
な
い

発
展
に
し
た
が
い
、
中
国
国
民
経
済
の
新
た
な
成
長
が
期
待
で
き
る
で

一
肝

J

あ
ろ
う
。

日
本
の
政
府
所
有
株
お
よ
び
地
方
公
共
団
体
所
有
株
に
つ
い
て

(
一
)
日
本
で
は
、
政
府
所
有
株
の
存
在
し
て
い
る
特
殊
会
社
と
は
、

国
家
が
そ
の
設
立
に
つ
い
て
イ
ニ
シ
ア
テ
イ
ヴ
を
と
り
、
特
別
法
を
制

定
し
設
立
委
員
会
を
命
じ
て
そ
の
設
立
を
な
さ
し
め
る
株
式
会
社
で
、

政
府
に
よ
る
特
別
の
保
護
と
監
督
が
加
え
ら
れ
る
も
の
と
定
義
さ
れ
て

開

い
る
。
こ
の
特
殊
会
社
は
株
式
会
社
形
態
を
と
っ
て
い
る
が
、
公
私
共

同
出
資
に
よ
る
も
の
で
あ
る
た
め
、
特
殊
法
人
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い

て
、
そ
し
て
、
特
別
法
に
恭
づ
い
て
設
立
さ
れ
る
。
ま
た
、
特
殊
会
社

が
株
式
会
社
形
態
を
採
る
た
め
に
、
政
府
の
出
資
も
政
府
所
有
株
と
い

え
る
。
な
お
、
法
律
面
で
は
、
特
殊
会
社
は
株
式
会
社
で
あ
る
か
ら
商

法
の
株
式
会
社
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
が
、
そ
れ
ぞ
れ
の
特
殊
会
社

の
設
置
法
に
特
別
の
規
定
が
あ
る
か
ぎ
り
は
、
特
別
法
と
し
て
そ
の
優

先
的
適
用
を
う
け
る
。
か
か
る
特
別
法
が
定
め
る
企
業
組
織
法
上
の
保

護
と
監
督
は
、
特
殊
会
社
の
普
通
会
社
と
異
な
る
法
律
的
特
色
を
示
す

{
附
}

も
の
で
あ
る
o

c
c
戦
前
、
日
本
で
は
、
多
く
の
特
殊
会
社
が
設
な
さ
れ
た
。
当

時
、
こ
れ
ら
の
特
殊
会
社
に
対
し
て
は
、
政
府
出
資
に
基
づ
く
特
別
の

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

保
護
政
策
が
と
ら
れ
て
お
り
、
私
的
出
資
に
対
す
る
優
先
的
配
当
保
障

や
政
府
出
資
に
対
す
る
配
当
制
限
な
い
し
無
配
当
な
ど
の
優
遇
措
置
が

与
え
ら
れ
、
国
家
資
本
と
私
的
資
本
(
財
関
)
と
の
密
接
な
融
合
関
係

{

町

内

)

が
形
成
さ
れ
て
い
た
。
戦
後
、
連
合
閣
の
管
理
に
よ
っ
て
特
殊
会
社
が

消
失
し
た
。
し
か
し
、
昭
和
二
七
年
以
降
、
日
本
経
済
の
新
た
な
発
展

に
お
け
る
経
済
政
策
上
の
さ
ま
ざ
ま
な
要
請
の
下
に
、
特
殊
会
社
の
復

活
が
見
ら
れ
た
。
昭
和
六
一
年
一
一
一
月
末
現
在
も
、
日
本
で
は
.
一
社
の

特
殊
会
社
が
存
在
し
て
い
た
。
戦
後
の
特
殊
会
社
に
つ
い
て
い
え
ば
、

往
年
(
戦
前
戦
中
)
の
特
殊
会
社
が
日
本
の
海
外
侵
略
の
た
め
の
用
具

と
さ
れ
て
い
た
こ
と
と
異
な
っ
て
、
戦
後
の
日
本
経
済
の
復
興
と
安
定

に
尽
く
す
と
い
う
こ
と
で
、
政
府
・
悶
家
の
経
済
政
策
の
主
要
分
野
に

{
盟
}

お
け
る
実
行
機
関
と
し
て
の
役
割
を
来
た
し
て
来
た
。
実
際
に
、
特
殊

会
社
形
態
は
戦
後
の
日
本
の
公
企
業
改
革
、
特
に
公
企
業
の
民
営
化
に

お
い
て
の
利
用
も
広
く
注
目
さ
れ
て
い
る
。
そ
れ
は
、
公
企
業
民
営
化

の
過
程
に
お
い
て
、
特
殊
会
社
の
利
用
に
若
「
の
メ
リ
ッ
ト
が
見
ら
れ

る
か
ら
で
あ
る
。
こ
う
い
う
メ
リ
ッ
ト
は
つ
ま
り
、
「
(
1
)
公
企
業
は

一
般
に
独
占
的
巨
大
企
業
が
多
く
、
そ
れ
を
…
挙
に
民
営
化
す
る
と
な

る
と
膨
大
な
資
金
が
必
要
と
な
り
、
民
間
市
場
で
の
資
金
調
達
が
不
一
川

能
と
な
る
危
険
性
が
あ
る
。
特
殊
会
社
化
し
て
、
政
府
持
株
を
数
次
に

分
け
て
売
り
出
せ
ば
、
民
間
の
資
金
調
達
も
容
易
と
な
る
。

(
2
)
不

採
算
公
企
業
の
民
営
化
の
場
合
、
引
き
受
け
手
は
跨
践
せ
ざ
る
を
え
ず
、

現
れ
て
こ
な
い
恐
れ
が
あ
る
。
特
殊
会
社
化
し
て
、
特
別
法
に
よ
る
保

一一ムハ
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護
と
民
営
会
社
化
へ
の
規
制
緩
和
で
も
っ
て
採
算
性
の
向
上
を
関
れ
ば
、

引
き
受
け
手
も
安
心
と
納
得
を
も
っ
て
応
じ
る
こ
と
が
で
き
、
株
式
の

売
却
が
容
易
と
な
る
。

(
3
)
何
事
に
よ
ら
ず
、
改
革
や
変
化
は
漸
進

的
に
進
め
る
の
が
望
ま
し
い
c

特
殊
会
社
の
経
市
は
改
事
を
漸
進
的
な

ら
し
め
、
変
化
に
対
す
る
摩
擦
や
社
会
的
混
乱
を
少
な
く
す
る
。
特
殊

会
社
は
公
共
企
業
と
普
通
会
社
の
中
間
形
態
で
あ
り
、
公
企
業
民
営
化

途
上
の
ワ
ン
・
ク
ッ
シ
ョ
ン
と
し
て
好
調
で
あ
る
」
と
い
う
こ
と
で
あ

{
由
~

る
。
し
た
が
っ
て
、
特
殊
会
社
は
、
公
共
食
業
体
の
普
通
会
社
移
行
へ

の
橋
渡
し
の
役
割
を
来
た
し
得
る
公
企
業
形
態
で
あ
る
と
い
え
る
。

(
一
ニ
)
地
方
公
共
間
体
所
有
株
を
生
じ
る
第
一
二
セ
ク
タ
ー
は
日
本
の

特
有
の
呼
び
方
で
は
な
い
が
、
日
本
で
し
か
通
用
し
な
い
怠
味
で
用
い

ら
れ
て
い
る
。
広
義
に
は
、
「
公
共
セ
ク
タ
ー
」
へ
第
一
セ
ク
タ
ー
)
に

も
「
民
間
セ
ク
タ
ー
」
(
第
戸
…
セ
ク
タ
ー
)
に
も
包
括
で
き
な
い
耐
令

ク
タ
!
の
「
共
同
機
構
部
門
」
と
い
え
る
が
、
従
米
か
ら
の
公
私
山
似
合

食
業
の
す
べ
て
が
第
三
セ
ク
タ
ー
と
呼
ば
れ
る
が
、
こ
れ
を
狭
義
化
す

れ
ば
、
第
一
一
一
セ
ク
タ
ー
と
は
、
「
地
域
社
会
の
新
し
い
ニ
ー
ズ
に
対
応

す
る
た
め
の
日
大
開
発
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
推
進
や
地
域
振
興
対
策
の
仰
い

手
と
し
て
、
公
共
が
策
定
し
た
プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト
に
民
間
の
資
金
と
絞
常

能
力
を
導
入
す
る
た
め
に
、
地
元
地
方
公
共
団
体
(
時
に
は
さ
ら
に
政

府
機
関
)
と
民
間
と
の
公
私
共
同
出
資
に
よ
っ
て
設
ム
比
さ
れ
た
株
式
会

n伊

社
」
と
定
義
さ
れ
る
c

こ
の
定
義
に
よ
れ
ば
、
ぃ
、
つ
ま
で
も
な
く
、
第

三
セ
ク
タ
ー
は
公
共
性
と
食
業
性
の
能
率
の
誠
和
に
メ
リ
ッ
ト
が
あ
る

-

9

A

、

-

J

ノ

こ
と
が
わ
か
る
。
し
か
し
な
が
ら
、
法
律
面
で
は
、
こ
の
第
一
二
セ
ク
タ
ー

が
公
共
的
性
燃
の
濃
い
事
業
に
携
わ
っ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
法

的
に
は
商
法
上
の
株
式
会
社
と
し
て
認
め
ら
れ
て
い
る
に
過
ぎ
な
い

J

日
本
の
第
一
二
セ
ク
タ
ー
は
昭
和
問
一
年
ま
で
に
.
六
・

d
Mあ
り
、
昭

和
五
九
年
初
に
間
八
四
社
を
殺
え
る
。
公
共
側
の
殺
し
仏
、
主
体
別
で
は
、

都
道
府
県
関
係
が
必
一
一
五
社
で
全
体
の
二
五
・
八
%
、
指
定
都
市
関
係

が
五
八
社
で

4

二
%
、
市
町
村
関
係
が
一
一
除
。
…
社
で
六
二
・
二
%
!
と

な
っ
て
い
た
の
公
共
と
民
間
の
出
資
比
率
は
ま
ち
ま
ち
で
あ
る
が
、
公

共
の
出
資
比
本
は
五

0
1七
五
%
未
満
が
同
六
%
、
一
一

o
l五
O

%
未

w山

満
が
一
-
一
…
一
%
で
五
O
付
紅
〈
け
も
ま
た
は
そ
れ
に
近
い
も
の
が
多
い
。

〈
四
)
特
殊
会
社
あ
る
い
は
第
一
二
セ
ク
タ
ー
は
い
ず
れ
も
公
企
業
と

L
て
み
れ
ば
、
特
殊
な
公
共
企
業
で
あ
っ
て
、
株
式
会
社
と
し
て
み
れ

ば
特
殊
な
株
式
会
社
で
あ
る
こ
と
は
間
違
い
な
い
だ
ろ
う
ハ
、
こ
の
中
央

レ
ベ
ル
の
官
民
共
同
企
業
の
特
殊
会
社
お
よ
び
地
方
レ
ベ
ル
の
八
ム
私
共

同
企
業
の
第
一
三
セ
ク
タ
ー
は
そ
の
公
共
性
と
金
業
性
を
鋭
利
す
る
利
点

が
同
じ
で
、
た
だ
特
殊
会
社
は
隊
法
で
規
制
さ
れ
る
ほ
か
に
、
特
別
法

に
も
規
律
さ
れ
て
い
る
が
、
第
二
一
セ
ク
タ
ー
は
同
じ
公
共
性
を
も
っ
て

い
て
も
、
対
応
し
て
い
る
特
別
法
が
作
ら
れ
な
い
に
す
ぎ
な
い
の
で
あ

る
c

し
た
が
っ
て
、
も
ち
ろ
ん
、
日
本
で
も
、
あ
る
怠
味
で
は
公
私
共

同
会
社
が
一
定
の
背
段
で
存
在
す
る
広
義
が
あ
ろ
う
と
忠
わ
れ
る
。
こ

こ
で
注
意
す
べ
き
は
、
特
殊
会
社
に
は
、
事
業
法
・
紋
拠
法
に
よ
る
規

制
に
加
え
、
政
府
川
所
有
株
に
暴
づ
く
権
利
、
そ
し
て
災
関
株
に
骨
格
づ
く



権
利
が
生
じ
る
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
民
間
株
主
の
利
害
と
株
主

と
し
て
の
政
府
と
の
利
害
が
対
立
す
る
こ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
第
一
一
一
セ

ク
タ
ー
も
同
じ
状
況
で
あ
ろ
う
。
こ
れ
ら
を
い
か
に
整
合
的
に
調
整
す

る
か
が
日
本
で
も
今
後
の
大
き
な
課
題
と
な
ろ
う
と
指
摘
さ
れ
て
い

九
捕
}

る。

中
居
会
社
に
お
け
る
固
有
株
に
よ
る
支
配
実
態

(
ご
以
上
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
現
在
の
日
本
に
あ
る
政
府
株
は

数
が
極
め
て
少
な
く
て
、
国
の
全
体
の
経
済
に
基
本
的
に
影
響
を
与
え

な
い
の
み
な
ら
ず
、
民
営
化
に
よ
り
完
全
売
却
方
向
に
向
か
っ
て
い
る
。

こ
れ
に
対
し
、
株
式
制
の
導
入
に
よ
っ
て
、
中
閣
の
国
有
株
は
数
が
膨

大
で
、
間
民
経
済
の
中
に
重
要
な
役
割
を
演
じ
つ
つ
あ
る
だ
け
で
は
な

く
、
公
有
制
限
則
を
守
る
た
め
に
、
ま
た
長
期
的
に
会
社
の
中
に
存
在

し
て
、
そ
し
て
支
配
的
な
地
位
に
あ
る
。
こ
の
た
め
、
国
有
企
業
か
ら

改
組
さ
れ
た
中
国
会
社
の
中
に
、
株
主
と
し
て
の
国
家
お
よ
び
国
有
法

人
が
ど
の
よ
う
な
比
率
で
株
を
も
つ
べ
き
か
が
、
中
国
会
社
の
企
業
性

の
発
揮
問
題
に
つ
な
が
る
も
の
と
思
わ
れ
る
。

中
闘
会
社
法
に
お
い
て
、
普
通
株
が
議
決
権
を
有
す
る
も
の
と
さ
れ
、

こ
の
普
通
株
の
所
持
が
会
社
経
営
の
支
配
と
夜
結
す
る
と
い
わ
れ
る
。

実
際
に
、
上
場
会
社
で
も
普
通
株
の
分
散
度
が
さ
ほ
ど
高
く
な
け
れ
ば
、

中
閣
の
自
然
人
が
自
然
人
と
し
て
支
配
権
を
握
る
の
は
相
当
困
難
で
あ

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

る
こ
と
か
ら
、
中
間
は
問
家
あ
る
い
は
国
有
企
業
法
人
を
大
株
主
と
し

て
佼
霞
づ
け
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
一
貫
し
て
主
張
さ
れ
る
公
有
制
の
原

則
の
貫
徹
を
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。
上
海
と
深
川
明
証
券
取

引
所
の
上
場
会
社
の
状
況
か
ら
み
れ
ば
、
さ
ら
に
こ
の
国
有
株
の
支
配

の
状
況
が
わ
か
る
。
一
九
九
一
一
一
年
一
二
月
一
一
一
一
日
現
在
、
上
海
証
券
取

引
所
に
株
式
を
上
場
す
る
会
社
の
う
ち
七
六
社
、
深
明
証
券
取
引
所
に

株
式
を
上
場
す
る
会
社
の
う
ち
七
二
社
の
株
式
総
数
は
そ
れ
ぞ
れ
つ

四
六
七
株
、
九
一
一
・
六
八
万
株
と
一
五
、
五
二
一
・
六
九
万
株
で
あ

る
。
そ
の
内
訳
は
、
間
家
株
が
上
海
の
一
一
、
六
三
一
-
一
一
一
一
一
一
万
株
(
六

0
・
二
一
一
%
)
と
深
淵
の
六
、
六
一
一
一
了
九
O
万
株
(
四
一
了
六
四
%
)

で
、
法
人
株
が
上
海
の
一
二
、
O
八

0
・
八
一
万
株
(
一
五
・
九
五
%
)
、

深
淵
の
一
一
一
、
六
四
六
・
六
O
万
株
(
二
一
一
一
・
五
一
一
%
)
で
、
側
人
株
が

上
海
の
一
つ
四
四
七
・
二
一
万
株
(
一
二
・
六
七
%
)
、
深
淵
の
問
、

一一一間

0
・
一
四
万
株
(
一
一
七
・
九
八
%
)
で
、
外
岡
人
株
が
上
海
の
一
一
、

一
五
五
・
ニ
七
万
株
(
一
一
-
一
O
%
)
、
深
淵
の
九
一
二
・
O
四
万

株
(
五
・
八
八
八
%
)
で
あ
る
。
し
か
し
、
実
際
に
そ
れ
ぞ
れ
の
株
式

を
発
行
し
て
い
る
会
社
数
か
ら
算
出
さ
れ
る
平
均
数
は
、
上
海
の
場
合

に
、
悶
家
株
一
五
、
五
O
八
・
問
問
万
株
(
五

0
・
0
五
%
)
、
法
人

株
一
一
一
、
一
二
九
一
一
了
一
一
一
六
万
株
三

0
・
九
五
%
)
、
個
人
株
一
:
四
四

七
・
一

A

万
株
(
七
・
九
O
%
)
、
外
国
人
株
九
、
六
一
一
一
五
・
一
一
一
一
二
万

株
会
一
一
・
一
O
%
)
で
あ
り
、
深
測
の
場
合
に
、
国
家
株
八
、
九
八

四
・
九
二
万
株
(
四
一
一
一
・
O
七
%
)
、
法
人
株
五
、
。
四
九
・
一
一
四
万

ニムハ



筑
波
法
政
第
三
十
号
(
二

0
0
こ

株
(
二
四
・
一
一
一
%
)
、
個
人
株
ニ
、
四
四
六
・
一
一
一
六
万
株
(
一
一

七
一
二
%
)
、
外
国
人
株
入
、
一
一
一
七
七
・
八
万
株
(
二

0
・
九
九
%
)

「
貯
)

で
あ
る
-o

す
な
わ
ち
、
株
主
人
数
で
は
絶
対
的
に
少
数
派
で
あ
る
に
過

ぎ
な
い
国
家
株
主
又
は
法
人
株
主
が
、
多
数
の
株
式
を
所
持
し
、
両
者

の
合
計
数
が
株
式
総
数
の
過
半
数
に
近
い
と
い
う
こ
と
に
な
っ
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
中
国
の
ほ
と
ん
ど
の
会
社
が
国
有
株
に
よ
っ
て
支
配
さ

れ
て
い
る
こ
と
が
確
実
で
あ
る
と
い
っ
て
も
よ
い
。

{
一
一
)
日
本
の
公
共
資
金
と
民
間
資
金
が
そ
れ
ぞ
れ
公
共
株
と
民
間

株
を
通
じ
て
、
第
三
セ
ク
タ
ー
に
投
資
さ
れ
、
地
方
の
公
共
事
業
が
、

民
間
の
資
金
と
経
営
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
る
と
同
様
に
、
中
国
も

国
有
企
業
の
資
金
難
の
問
題
を
解
決
す
る
た
め
、
株
式
を
通
じ
て
民
間

の
資
金
を
利
用
で
き
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
し
か
し
、
民
間
の
経
営

資
源
の
利
用
に
つ
い
て
中
間
で
の
実
現
が
ま
だ
難
し
い
と
見
ら
れ
て
い

る
。
中
国
の
株
主
総
会
へ
の
出
席
に
つ
い
て
、
出
席
資
格
と
し
て
一
定

の
持
株
数
が
設
け
ら
れ
て
い
る
会
社
が
多
い
た
め
、
民
間
の
個
人
株
主

は
株
主
総
会
に
単
独
で
出
席
す
る
こ
と
は
闘
難
と
い
え
る
。
さ
ら
に
株

主
総
会
に
出
席
し
た
株
主
数
の
全
株
主
数
に
対
す
る
比
率
に
よ
る
と
、

民
間
の
複
数
の
偶
人
株
主
の
代
表
が
出
席
し
て
も
、
一
平
均
持
ち
株
数
の

点
か
ら
す
る
と
、
倒
人
株
主
は
努
観
的
に
株
主
総
会
の
状
況
に
応
じ
た

(
盟
)

対
応
が
そ
も
そ
も
行
い
得
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
会
社
の
悶
有
株
に
よ

る
支
配
の
実
態
が
簡
単
に
変
え
ら
れ
な
い
と
い
え
る
だ
ろ
、
っ
。

a

一
六
回

トた
(
U
)
一
洲
本
三
郎
『
現
代
会
社
法
」
新
訂
第
凶
版
(
商
事
法
務
研
究
会
一
九
八

九
年
)
開
二
頁
。

(
必
)
田
中
時
耕
太
郎
「
我
が
悶
に
於
け
る
社
員
権
理
論
」
『
商
法
学
特
殊
問
題
上
」

(
春
秋
社
昭
和
三
O
年
三
月
)
八
一
二
資
、
九
二
廷
参
照
。

(
州
制
)
松
本
お
…
治
「
日
本
会
校
法
論
」
(
厳
松
食
品
川
百
府
昭
和
六
年
一
一
月
開
放
)

五
七
一
良
以
下
参
照
。

(
印
)
北
沢
正
啓
「
株
式
性
質
論
の
反
問
」
「
株
式
会
社
法
研
究
い
(
有
斐
問
問
一

九
七
六
年
一

O
月
初
版
)
:
八
一
貝
i
一
一
九
頁
を
参
照
。

(
日
)
問
中
耕
太
郎
・
前
掲
技
(
持
)
八
，
民
参
照
。

(
円
台
問
中
耕
太
郎
「
機
関
ノ
観
念
二
例
制
拘
日
比
(
錫
)
土
問
八
氏
l
一
一
間
九
官
民

参
照
。

(
m
N
)

北
沢
正
啓
・
前
倒
拘
技
「

ω)
一
一
六
一
災
。

(M)

松
間
二
郎
「
株
式
会
社
の
基
礎
線
論
」
(
狩
波
殺
防
昭
和

γ七
年
九
月
)

山

市

頁

c

〈
問
叫
)
松
町
一
一
郎
・
前
掲
注
(
口
抗
)
問
。
爽
参
照
。

(
日
刊
)
松
岡
二
郎
・
前
掲
注
(
日
A
)

仰
向
九
貫
六
五
真
、
松
凶
「
株
式
会
社
法

の
理
論
』
(
筑
波
害
賠
昭
和
一
一
一
七
年
七
月
一
一
一
O
H
)
一二
O
頁

B

五
一
ニ
頁
参
照
。

(
貯
)
松
川
即
今
一
郎
・
前
倒
拘
注
(
日
刊
)
一
む
八
真
一
八
七
一
員
参
照
。

(
叩
岬
)
松
聞
二
郎
・
前
掲
注
(
日
川
)
一
八
八
災
。

(
印
)
払
柏
田
一
一
郎
・
前
掲
注
(
弘
)
一
七
.
二
賞
、
一
七
八
支
参
照
。

(ω)
出
日
正
義
「
株
主
権
法
理
の
疑
問
』
(
文
奥
堂
一
九
九
一
年
版
)
一

O
一良。

(
飢
)
鈴
木
竹
雄
「
共
益
機
の
本
質
l
松
間
博
土
の
所
説
に
対
す
る
一
批
判
|
」

「
商
法
研
究
会
社
法
(
一
一
)
』
(
有
斐
閣
昭
和
問
六
年
二
一
月
)
一
五
氏
l

-
」
五
一
良
を
参
考
。



(
町
出
)
大
隅
健
一
郎
「
い
わ
ゆ
る
株
主
の
共
益
権
に
つ
い
て
」
「
会
社
法
の
諸
問

題
』
(
有
償
堂
官
同
文
社
一
九
八
一
二
年
九
月
新
版
)
牛
肉
九
一
良
参
照
。

(
m
w
)

大
関
健
一
郎
・
前
回
拘
注
(
間
山

)
:
h
o氏。

(
臼
)
山
山
口
正
義
・
前
相
阿
波

(ω)
一
氏
。

(
m
w
)

出
口
正
義
・
前
掲
注

(ω)
一一一一良。

(
山
間
)
問
中
誠
二
「
内
全
訂
会
校
法
議
論
上
巻
』
(
効
字
書
房
一
位
九
八
二
年
版
)

三
間
六
区
。

(
m
山)
γ

す
ん
生
貴
・
劉
甲
車
〈
鼠
有
企
業
法
人
財
産
権
与
問
家
所
有
権
関
係
探
析
》

法
学
雑
誌
(
一
九
九
五
年
六
月
)
二

O
賞。

(
飴
)
劉
偉
世
帯
〈
産
権
範
瞬
的
課
論
分
岐
及
其
対
我
附
改
革
的
特
殊
意
義
V

終

済
研
究
ゅ
九
九
ヒ
年
第
一
期
九
頁
。
余
地
出
斌
等
《
悶
有
企
業
産
権
法
律
・
性

質
総
析
》
中
国
法
月
十
二
九
九
凶
年
第
五
期
。
胡
静
林
L
F
細
工
企
業
法
人
規
姥

権
V

第
四
九
頁
(
経
済
科
学
出
版
村
-
九
九
五
年
版
)
、

(
約
)
劉
偉
ほ
か
・
前
担
開
校
(
叫
叩
)
九
封
。

(
初
)
柳
経
像
〈
財
政
権
与
法
人
財
産
権
〉
中
関
経
済
問
題
七
九
九
六
年
一
二

月
)
六
氏
。

(η)

孔
符
俊
〈
論
現
代
公
司
的
産
権
結
構
(
上
)
兼
詳
我
悦
公
司
法
対
公

司
吋
産
権
的
規
定
〉
政
法
論
壊
(
中
国
政
法
大
学
学
報
)
(
一
九
九
四
年
ミ
月
)

附
九
頁
。

(η)

孔
符
俊
・
前
掲
注

(η)
四
九
真
。

(η)

孔
祥
俊
・
前
掲
討
(
汀
)
四
九
夜
。

(
白
石
少
侠
〈
対
公
司
法
若

F
争
論
附
題
的
思
考
》
法
学
雑
誌
で
九
九
問

年
一
月
)
八
頁
υ

(
九
)
石
少
侠
・
前
掲
注
(
円
川
)
八
百
H
。

(
祁
)
孔
祥
俊
・
前
回
向
注
(
礼
)
四
九
頁
ハ

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
固
有
株
の
意
義
(
劉
)

(
作
)
山
山
口
正
一
義
-

M

例
制
拘
注
(
削
W
)

九一貝。

(
叩
問
)
大
開
閉
俊
一
郎
・
前
畑
拘
注
(
的
出
)
一
四
九
頁
を
参
考
。

(
刊
げ
)
河
本
一
郎
・
前
掲
注
(
円
引
)
閉
会
一
氏
。

(
的
問
)
中
国
会
社
法
の
共
体
的
な
条
項
は
、
志
村
治
美
ほ
か
縦
『
中
国
会
社
法

入
門
』
(
日
本
経
済
新
聞
同
社
・
九
九
八
年
第
一
版
)
が
所
収
し
て
い
る
中
悶

会
社
法
翻
訳
文
を
参
考
さ
れ
た
い
の

(
m
m
)

例
え
ば
、

a

九
九
凶
年
五
月
の
吋
法
学
家
』
(
小
川
門
)
に
、
中
国
人
口
氏
大

学
の
引
ハ
宏
偉
氏
は
「
中
国
会
社
法
を
出
訂
す
る
」
と
い
う
文
の
中
に
、
寸
山
叩
凶

会
社
法
は
論
理
的
に
中
国
経
済
法
体
系
に
帰
納
す
べ
き
で
あ
る
」
と
指
摘
し

て
い
る
。

(
叫
叫
)
河
本
一
郎
・
前
回
向
山
花
(
日
制
)
問
じ
氏
。

戸

m
∞
)
旧
門
家
統
計
日
刊
、
第
J

f
次
会
問
I
業
比
U

査
弁
八
ム
公
七
九
州
内
十
第
一
二
次
会

M
L

業
的
資
主
要
数
副
知
的
公
抑
制
》
新
来
月
械
で
九
九
七
作
十
二
月
)

s

一
八
氏
、

(
山
肌
)
山
本
正

A

吋
公
企
業
安
論
」
(
千
食
卓
官
房
平
成
七
年
六
月
‘
‘
五
日
)
二
貝

η

(
目
別
)
遠
山
嘉
博
「
現
代
公
企
業
総
論
い
(
東
洋
経
済
附
六
二
年
版
)
一
九
六
廷
。

(
山
開
)
遠
山
嘉
崎
町
・
前
仰
向
注
(
町
山
)
.
1
0
A及。

(
幻
)
大
ま
か
な
ま
と
め
に
よ
る
と
、
-
九
九
六
年
末
現
夜
、
肉
夜
企
業
を
中

心
に
改
組
ま
た
は
新
設
さ
れ
た
会
問
の
株
式
会
社
は
約
九
-
バ
U
O
社
〈
ふ
り
、

株
式
資
本
総
額
は
約
六

0
0
0億
一
沌
に
k
っ
て
い
て
、
そ
の
う
ち
一

O
七
社

が
全
闘
の
大

re業
企
業
五

O
O社
に
入
り
、
六
一
一
社
が
令
闘
の
大
サ
ー
ビ
ス

合
染
五

O
O社
に
人
り
、
九
二

O
O社
余
り
の
株
式
会
引
の
同
定
資
・
従
簿
似

は
約
-
丸

0
0
0億
一
川
で
、

A
i
m
出
の
閣
打
工
業
の
断
定
資
路
地
時
制
酬
の
宇
品
。
‘
六

%
を
占
め
て
い
る
。
ー
「
中
同
通
信
』
八

oa九
-
ー
問
頁
三
九
九
七
・
間
・

.七)。山
悶
幸
男
ほ
か
吋
公
企
業
法
」
ト
付
斐
閣
法
律
学
八
工
作
米
(
一
九
五
じ
年
八

88 

一
一
六
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f

仙
川
)
山
川
字
削
幻
ほ
か
・
前
掲
花
{
叫
開
)
八
二
』
ド
日

へ
州
)
山
本
正
一
・
前
制
向
日
凡
(
山
別
}
五
八
代

(川別
)

U

鳩
山
嘉
凶
問
・
前
出
向
山
戸
山
川
)
ム
二
間
氏

(
川
出
守
山
本
正
札
"
・
前
畑
拘
泳
(
山
例
」
L

ハ
‘
ド
バ

f

(
川
山
}
遠
山
必
博
・
前
叩
向
日
け
(
山
川
)
一
-
-
八
百
川

(
川
川
)
遠
山
お
時
・
前
仰
向
日
刊
〆

mJ
一
-
二
九
訂
n

(
引
い
遠
山
内
始
附
悶
・
泊
綿
花
(
目
別
)
.
間
三
角
川
れ

(
川
間
d

松
泌
総
「
M

民
品
目
化
と
規
制
緩
和
|
転
換
期
の
公
共
政
策
い

L
t
u

会

μ
仁
M

A

J

4

)

て
j
A
1
5

j

J

4

J
州
、

f
L
f
:
l

(
山
山
)
同
町
mm
，
比
佐
川
「
中
悶
に
お
け
る
株
式
会
社
の
公
有
制
経
済
制
究
素
に
よ
る
主

似
し
政
大
法
学
.
一
九
巻

t
U
(
一
九
九

K
年
八
月
」
二
九
九
氏

、。、，

{
1
5
1
j
j
-

、7
:

1

l

戸

山

川

日

拡

U
d
G
・N
叩
竹
F
h
u
f
町
亡
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日
本
討
論
社

第
三
章

国
有
株
に
関
す
る
中
国
会
社
法
の
開
題

第
一
節

会
社
の
営
利
性
と
国
有
株
主
権
の
行
使
問
題

(
一
)
同
有
株
主
権
の
行
使
問
題
は
主
に
国
有
資
産
管
理
に
関
す
る

絞
渋
管
制
法
分
野
に
属
す
る
問
題
で
あ
る
が
、
周
知
の
よ
う
に
、
中
閥

会
社
の
ほ
と
ん
ど
は
公
私
共
同
会
社
で
あ
る
た
め
、
現
段
階
の
中
国
会

社
法
の
研
究
に
お
い
て
、
公
有
株
主
権
の
行
使
問
題
も
会
社
法
の
凶
避

で
き
な
い
現
実
の
問
題
と
し
て
扱
わ
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。

A

、一、
ノ
，
，

広
い
立
味
で
は
資
本
、
正
義
絞
済
の
ド
で
取
引
活
動
を
行
、
つ
経
常
単
伎

を
合
業
と
い
う
が
、
そ
の
う
ち
資
本
的
計
算
ぃ
刀
法
す
な
わ
ち
投
下
資
本

に
対
す
る
利
廻
計
算
の
ド
に
、
利
潤
の
獲
符
を
目
標
と
し
て
経
常
さ
れ

開
」

る
も
の
が
私
企
業
で
あ
る
。
日
本
法
で
は
、
会
社
は
、
常
利
を
目
的
と

す
る
こ
と
を
要
す
る
と
さ
れ
て
い
る
(
尚
法
五
-
，
条
、
有
限
会
社
法

A

h

明
示
)
。
営
利
を
日
的
と
す
る
と
の
意
味
は
、
会
社
が
食
業
活
動
に
よ
っ

て
利
援
を
判
る
こ
と
の
み
を
い
う
の
で
は
な
く
、
そ
の
活
動
か
ら
生
じ

間
υ

た
利
議
を
社
円
以
に
分
配
す
る
こ
と
も
合
む
と
解
さ
れ
て
い
る
。
社
会
、
正

義
市
場
統
済
の
下
で
広
く
存
紅
し
て
い
る
小
問
の
公
私
共
同
会
社
は
資

本
主
義
の
私
企
業
で
は
な
い
が
、
こ
の
会
社
の
「
常
利
性
」
が
認
め
ら

れ
て
い
る
。
中
凶
会
は
礼
法
第

κ条
は
「
会
社
は
、
問
の
マ
ク
ロ
的
代
理

の
ト
で
、
経

v

ぽ
則
的
効
果
、
労
働
効
本
を
高
め
る
こ
と
峰
ぴ
に
資
践
の
維

持
増
加
を
実
現
す
る
こ
と
を
日
的
と
し
、
市
場
の
需
給
に
必
づ
き
、
自

主
的
に
や
雌
終
併
を
行
う
。
」
と
規
定
し
て
い
る
つ
実
際
に
、
い
わ
ゆ

る
「
経
済
的
効
果
、
労
働
効
率
を
高
め
、
資
命
保
を
維
持
し
、

m加
す
る

こ
と
」
は
「
営
利
性
」
を
加
工
し
た
も
の
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
し
た

が
っ
て
、
営
利
け
的
と
い
う
点
で
は
中
間
法
と
日
本
法
と
は
阿
じ
こ
と

が
確
認
で
き
る
だ
ろ
う
。
個
人
資
本
家
に
と
っ
て
、
会
社
制
度
の
利
点

は
、
第

A

に
、
多
数
の
者
の
資
本
と
労
力
を
総
合
で
き
る
こ
と
で
あ
り
、

こ
れ
に
よ
っ
て
大
規
模
の
事
業
も
営
む
こ
と
が
で
き
、
第
-a
に
、
事
業

に
よ
っ
て
生
じ
た
損
失
を
多
数
の
者
で
分
相
す
る
こ
と
に
な
り
、
第
二
一

川一

に
、
企
業
の
永
続
件
を
保
つ
こ
と
が
で
き
る
と
い
わ
れ
て
い
る
c

山中式際



に
、
公
企
業
改
革
に
と
っ
て
も
、
会
社
企
業
形
態
が
よ
り
理
想
的
に
利

用
で
き
る
企
業
形
態
で
あ
る
と
言
え
る
。
な
ぜ
な
ら
、
会
社
食
業
形
態

を
通
じ
て
、
公
共
資
金
と
倒
人
資
金
の
結
合
に
よ
り
、
公
企
業
の
民
営

化
に
せ
よ
、
公
企
業
の
経
営
改
善
に
せ
よ
、
い
ず
れ
も
、
実
現
で
き
る

か
ら
で
あ
る
。
な
に
し
ろ
、
倒
人
資
本
家
で
あ
れ
、
公
企
業
で
あ
れ
、

い
ず
れ
も
会
社
企
業
形
態
を
利
用
す
る
最
終
の
目
的
は
も
と
よ
り
大
き

な
利
益
を
獲
得
す
る
こ
と
で
あ
る
に
は
違
い
な
い
。
し
か
し
、
公
私
共

同
会
社
が
普
通
会
社
の
よ
う
に
そ
の
営
利
目
的
を
う
ま
く
実
現
で
き
る

か
ど
う
か
が
疑
問
視
さ
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
い
る
。
社
団
法
人
と
し
て

の
会
社
の
利
援
の
達
成
が
そ
の
法
人
の
内
部
運
営
に
頼
る
の
は
い
う
ま

で
も
な
い
。
そ
し
て
、
資
本
多
数
決
原
理
に
基
づ
き
、
会
社
の
逮
営
が

大
株
主
に
よ
り
支
配
さ
れ
る
こ
と
も
い
う
ま
で
も
な
い
。
こ
の
た
め
、

大
株
主
の
株
主
権
行
使
は
会
社
利
益
の
実
現
に
大
き
な
影
響
を
与
え
る
。

す
で
に
分
析
し
た
よ
う
に
、
中
国
の
公
私
共
同
会
社
の
中
の
株
主
機
構

造
か
ら
見
れ
ば
、
国
有
株
は
ほ
と
ん
ど
の
場
合
は
支
配
的
な
地
位
に
あ

る
こ
と
が
わ
か
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国
の
多
く
の
会
社
が
、
株
主
た

る
国
家
及
ぴ
国
有
法
人
の
株
主
権
行
使
を
通
じ
て
の
運
営
、
常
利
目
的

を
実
現
で
き
る
か
否
か
は
現
段
階
の
国
有
企
業
改
革
の
成
功
と
会
社
制

度
の
確
立
に
つ
な
が
る
問
題
で
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。

(
ニ
)
閲
有
株
主
権
の
行
使
に
つ
い
て
は
ま
ず
権
利
を
行
使
す
る
主

体
が
明
ら
か
に
さ
れ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
国
有
法
人
株
は
閤
有
法
人

単
位
の
投
資
に
よ
り
形
成
し
、
株
主
権
登
録
に
当
該
固
有
法
人
単
位
が

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
固
有
株
の
意
義
(
劉
)

記
名
さ
れ
る
の
で
、
国
有
法
人
株
主
権
が
悶
有
法
人
に
よ
り
行
使
さ
れ

る
こ
と
は
当
然
で
あ
る
。
ま
た
、
こ
の
国
有
法
人
は
法
律
上
、
法
人
と

し
て
認
め
ら
れ
る
以
上
、
相
当
な
行
為
能
力
も
あ
る
べ
き
で
あ
る
。
こ

の
た
め
、
国
有
法
人
が
株
主
権
を
行
使
す
る
場
合
に
、
そ
の
権
利
行
使

主
体
は
明
確
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
国
有
株
の
中
の

鴎
家
株
は
、
そ
の
株
主
権
の
行
使
す
る
主
体
が
国
有
法
人
株
の
よ
う
に

明
確
に
さ
れ
て
い
な
い
。
国
家
株
は
闘
が
直
接
管
壊
す
る
資
産
を
以
て

投
資
し
、
形
成
し
た
株
で
あ
る
。
「
国
有
株
主
権
管
理
暫
行
弁
法
」
第

一
六
条
に
基
づ
い
て
、
閤
家
株
主
権
を
閤
家
の
授
権
を
受
け
、
投
資
を

し
た
機
構
が
行
使
す
る
と
さ
れ
て
い
る
。
し
か
し
、
こ
の
機
構
が
企
業

性
質
の
機
構
で
あ
る
か
そ
れ
と
も
行
政
性
質
の
機
構
で
あ
る
か
が
明
ら

か
に
さ
れ
て
い
な
い
。
行
政
性
質
で
あ
る
な
ら
、
関
有
株
が
支
配
的
な

地
位
に
あ
る
以
上
、
大
株
主
の
所
有
と
経
営
の
分
離
が
実
現
し
難
い
と

い
う
一
般
論
に
基
づ
き
、
い
わ
ゆ
る
所
有
と
経
営
の
分
離
、
行
政
と
企

業
の
分
離
と
い
う
経
済
改
革
の
一
つ
の
目
標
の
実
現
が
依
然
と
し
て
困

難
で
あ
る
と
い
え
る
。
現
在
、
行
政
と
企
業
の
混
在
と
い
う
批
判
を
避

け
る
た
め
、
行
政
機
構
は
閤
家
株
の
株
主
権
行
使
に
本
当
に
苦
悩
し
て

い
る
。
そ
し
て
、
実
際
に
中
閣
の
会
社
が
行
政
機
構
か
ら
派
遣
さ
れ
た

経
営
者
に
よ
り
コ
ン
ト
ロ
ー
ル
さ
れ
て
い
る
場
合
が
少
な
く
な
い
。
「
国

有
株
主
権
管
理
暫
行
弁
法
」
第
一
九
条
に
、
「
国
有
株
持
株
単
位
は
法

定
代
表
者
あ
る
い
は
そ
の
指
定
し
た
代
理
人
を
派
遣
し
株
主
総
会
に
出

席
し
、
株
主
総
会
の
議
事
に
対
し
、
審
議
に
参
加
し
お
よ
び
投
薬
す
る

一
一
六
七
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こ
と
が
で
き
、
国
有
株
の
持
株
単
位
は
株
主
総
会
に
出
席
す
る
代
表
を

通
じ
て
、
取
締
役
、
監
査
役
の
立
候
補
考
を
推
薦
し
あ
る
い
は
取
締
役
、

監
査
役
を
解
任
す
る
動
議
を
提
出
し
、
し
か
も
、
持
株
比
率
に
応
じ
て

投
票
に
参
加
す
る
よ
と
規
定
し
て
い
る
。
こ
の
規
定
に
基
づ
き
、
し

か
も
中
国
の
株
式
会
社
の
株
主
権
構
成
の
実
態
か
ら
み
れ
ば
、
悶
有
株

を
持
つ
機
構
か
ら
推
薦
さ
れ
た
候
補
者
が
取
締
役
と
し
て
選
出
さ
れ
る

の
は
容
易
で
あ
り
、
そ
し
て
、
国
有
株
を
持
つ
機
構
か
ら
派
選
さ
れ
た

も
の
が
代
表
取
締
役
に
就
任
す
る
の
も
当
然
な
こ
と
で
あ
ろ
う
。
一
一
般

に
取
締
役
の
忠
実
義
務
原
理
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
が
、
会
社
業
務
の
執

行
に
あ
た
り
、
会
社
の
た
め
に
、
最
も
有
利
で
あ
る
よ
う
に
、
誠
実
に
、

自
己
の
精
力
を
無
制
限
に
尽
く
す
べ
き
で
あ
り
、
会
社
の
利
益
と
自
己

の
利
益
と
抵
触
す
る
場
合
に
は
、
会
社
の
利
益
を
優
先
的
に
考
慮
す
べ

き
で
あ
り
、
そ
の
優
越
す
る
地
位
を
利
用
し
て
会
社
の
利
益
を
犠
牲
に

し
て
自
己
又
は
第
三
者
の
利
益
を
得
て
は
な
ら
な
い
義
務
が
あ
る
。
し

か
し
、
現
実
に
は
、
中
閣
の
会
社
の
行
政
機
構
か
ら
派
遺
さ
れ
た
取
締

役
は
、
会
社
の
た
め
に
経
営
に
専
念
で
き
る
か
ど
う
か
が
疑
問
と
さ
れ

る
だ
け
で
は
な
く
、
そ
の
経
営
の
能
力
も
期
待
さ
れ
に
く
く
、
件
付
に
中

国
会
社
法
に
お
け
る
会
社
経
営
に
対
す
る
監
督
制
度
が
い
ま
だ
完
全
に

確
立
さ
れ
て
い
な
い
現
在
、
こ
れ
ら
の
経
営
者
の
会
社
に
対
す
る
支
配

は
株
主
の
利
益
を
侵
答
す
る
事
件
の
発
生
に
つ
な
が
る
恐
れ
も
あ
る
。

そ
も
そ
も
国
家
が
大
株
主
で
あ
っ
て
も
、
取
締
役
を
必
ず
し
も
行
政
機

構
か
ら
派
遣
す
る
訳
で
は
な
い
。
一
般
に
通
説
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
は

二
六
八

必
ず
し
も
株
主
で
あ
る
必
要
は
な
く
、
有
能
な
人
材
を
広
く
求
め
る
こ

と
が
で
き
る
よ
う
に
す
る
た
め
、
む
し
ろ
株
主
に
限
る
こ
と
が
禁
止
さ

れ
る
か
ら
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
広
範
問
に
経
営
の
人
材
を
求
め
る

こ
と
も
悶
有
株
、
子
権
が
正
し
く
行
使
さ
れ
得
る
か
ど
う
か
に
か
か
わ
る

問
題
で
あ
る
と
忽
わ
れ
る
。
今
の
段
階
で
、
中
国
は
経
営
専
門
家
の
育

成
を
強
め
、
な
る
べ
く
早
く
経
常
人
材
市
場
を
形
成
す
る
必
要
が
あ
る
。

そ
れ
に
よ
っ
て
、
国
有
株
を
代
表
す
る
経
営
専
門
家
が
会
社
を
経
営
す

る
場
合
に
、
会
社
の
常
利
性
を
縫
保
す
る
こ
と
が
期
待
さ
れ
得
る
か
ら

で
あ
る
。

{
一
ニ
)
中
国
は
政
府
以
外
に
独
立
し
た
企
業
性
質
の
有
す
る
機
構
に

国
家
株
主
権
を
行
使
さ
せ
る
た
め
に
、
国
家
持
株
会
社
を
設
立
し
て
、

直
接
的
に
こ
の
持
株
会
社
に
国
家
株
主
権
代
表
資
格
を
授
与
し
て
い
る
。

こ
の
よ
う
に
、
持
株
会
社
と
そ
の
投
資
し
た
会
社
と
の
閑
の
関
係
の
調

整
が
、
会
社
法
に
基
づ
い
て
行
な
わ
れ
る
こ
と
を
通
じ
て
、
会
社
の
営

利
性
を
高
め
て
、
行
政
か
ら
の
会
社
に
対
す
る
妨
害
を
避
け
る
こ
と
が

で
き
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
こ
う
い
う
方
法
で
、
行
政

機
構
が
直
接
に
株
主
権
を
行
使
す
る
チ
ャ
ン
ス
が
少
な
く
な
る
。
し
か

し
、
こ
の
持
株
会
社
と
国
家
と
の
関
係
も
ま
だ
行
政
と
企
業
の
混
在
と

い
う
批
判
か
ら
逃
げ
ら
れ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
中
間
会
社
の

根
本
的
な
問
題
は
や
は
り
国
有
株
の
高
い
比
率
を
占
め
る
株
主
権
構
成

に
あ
る
と
恩
わ
れ
る
。
最
近
、
国
有
株
の
所
持
を
減
少
す
る
試
み
が
中

国
で
行
わ
れ
て
い
る
。
中
国
は
、
約
九

O
O社
の
上
場
会
社
の
株
式
の



中
に
、
六
二
%
を
占
め
て
い
る
固
有
株
を
第
一
ス
テ
ッ
プ
で
五
一
%
ま

で
減
少
し
、
第
二
ス
テ
ッ
プ
で
状
況
に
よ
り
さ
ら
に
減
少
す
る
計
画
を

し
て
い
み
「
い
う
ま
で
も
な
く
、
大
衆
株
の
分
散
度
が
高
い
場
合
に
は
、

固
有
株
主
権
は
五
O
%
以
下
を
占
め
て
も
、
国
有
株
の
支
配
地
位
は
変

わ
ら
な
い
が
、
国
有
株
主
権
の
行
使
が
次
第
に
民
間
株
か
ら
の
制
限
を

受
け
る
こ
と
に
な
る
に
は
違
い
な
い
。
こ
の
た
め
、
中
国
の
公
私
共
同

会
社
の
常
利
性
を
実
現
す
る
可
能
性
も
次
第
に
高
く
な
る
と
予
測
で
き

る
。
し
た
が
っ
て
、
最
近
中
国
政
府
が
計
画
し
、
実
行
し
て
い
る
国
有

株
の
所
持
を
減
少
す
る
こ
と
が
真
に
評
価
さ
れ
、
促
進
さ
れ
る
必
要
が

あ
る
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
闘
有
株
の
存
在
は
、
公
私
共
同
会
社
の
営
利

性
を
妨
げ
か
ね
ず
、
こ
れ
を
改
善
す
る
た
め
に
は
、
国
有
株
主
権
の
適

切
な
行
使
と
闘
有
株
の
所
持
の
減
少
が
必
要
と
な
る
で
あ
ろ
う
。

第
二
節

中
国
会
社
法
に
お
け
る
少
数
派
株
主
の
保
護

総

脱

(
一
)
統
計
に
よ
れ
ば
、
上
海
証
券
取
引
所
一
部
の
上
場
会
社
に
お

け
る
資
本
構
成
比
率
に
お
い
て
個
人
株
は
、
一
一
了
七
%
を
占
め
て
い

(
師
)

る
。
ま
た
、
深
淵
証
券
取
引
所
の
上
場
会
社
に
お
い
て
大
衆
株
と
職
員
・

労
働
者
株
は
合
わ
せ
て
二
八
%
を
占
め
て
い
る
。
株
式
制
が
実
施
さ
れ

た
初
期
に
、
政
策
上
の
制
限
お
よ
び
中
国
の
個
人
資
産
量
の
制
限
が
あ

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

る
こ
と
か
ら
、
中
国
の
個
人
株
の
占
め
る
比
率
は
低
く
、
か
っ
、
個
人

株
主
権
の
分
散
度
が
高
い
状
況
に
な
っ
て
い
る
。
こ
の
た
め
、
中
国
の

個
人
株
主
も
当
然
に
少
数
派
に
な
り
、
無
機
能
的
な
株
主
と
な
っ
て
い

る。
こ
の
個
人
株
の
株
主
権
比
率
が
極
め
て
低
い
た
め
、
個
人
株
主
が
会

社
経
営
に
参
加
す
る
こ
と
も
ほ
と
ん
ど
考
え
ら
れ
な
い
。
事
実
上
、
中

国
で
は
、
最
初
に
個
人
が
株
を
買
う
と
き
に
、
会
社
経
営
に
参
加
す
る

意
識
が
ほ
と
ん
ど
な
く
、
株
主
と
し
て
有
す
る
共
益
権
に
も
関
心
を
持

た
な
い
。
ほ
と
ん
ど
の
個
人
株
主
は
株
価
の
相
場
の
み
に
関
心
を
も
っ

て
い
て
、
個
人
株
の
持
ち
主
の
変
更
は
非
常
に
頻
繁
で
あ
る
。
こ
の
た

め
、
固
有
株
主
権
の
行
使
が
倒
人
株
主
に
よ
り
制
約
さ
れ
る
こ
と
は
ほ

と
ん
ど
な
い
。
一
方
、
長
期
的
に
官
庁
意
識
の
影
響
を
受
け
る
た
め
に
、

国
有
株
持
株
単
位
は
容
易
に
会
社
経
営
上
、
独
走
的
状
況
に
落
ち
る
こ

と
に
な
る
。
し
た
が
っ
て
、
こ
の
個
人
株
主
の
経
営
表
面
不
能
及
び
大

株
主
た
る
国
有
株
の
絶
対
的
な
支
配
と
い
う
こ
と
に
鑑
み
、
個
人
株
主

が
不
利
益
を
被
る
可
能
性
が
高
く
な
っ
て
い
る
。
こ
う
い
う
状
況
の
下

で
、
個
人
株
主
は
や
む
を
え
ず
専
ら
投
機
の
狭
い
道
で
歩
い
て
い
く
ほ

か
な
い
。
こ
の
状
況
が
続
く
と
、
中
国
の
株
式
制
経
営
メ
カ
ニ
ズ
ム
の

実
現
が
難
し
く
な
り
、
最
終
的
に
会
社
制
度
を
支
え
て
き
た
大
衆
株
主

も
失
う
恐
れ
が
生
じ
る
。
し
た
が
っ
て
、
国
有
株
支
配
か
ら
の
少
数
派

株
主
の
保
護
は
固
有
株
に
関
す
る
中
国
会
社
法
の
一
つ
の
重
要
な
課
題

で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

二
六
九



筑
波
法
政
第
三
十
号
(
二

0
0

(
二
)
株
主
権
に
つ
い
て
、
日
本
の
商
法
の
中
で
、
詳
細
な
規
定
が

な
さ
れ
て
い
る
。
例
え
ば
、
設
立
無
数
訴
権
(
日
本
商
法
間
二
八
条
)
、

楽
積
投
票
請
求
権
(
同
二
五
六
条
の
一
一
一
)
、
総
会
決
議
取
消
権
(
問
‘

間
七
条
)
、
代
表
訴
訟
提
起
権
(
間
一
一
三
一
一
条
の
‘
一
)
、
総
会
招
集
権
(
附

-
一
二
一
七
条
)
、
帳
簿
関
覧
権
(
同
一
一
九
一
一
一
条
)
な
ど
の
少
数
派
株
主
権

保
護
に
役
に
伐
つ
諸
規
定
が
設
け
ら
れ
て
い
る
。
中
国
会
社
法
に
よ
れ

ば
、
株
主
は
、
出
資
と
し
て
、
投
入
し
た
資
本
額
に
応
じ
て
、
所
有
狩

と
し
て
の
資
産
受
持
続
、
重
要
政
策
決
定
、
管
理
者
選
出
な
ど
の
機
利
を

省
す
る
(
第
開
条
一
項
)
。
株
主
総
会
に
出
席
し
た
株
主
は
、
所
符
し

て
い
る
株
式
の
一
株
に
対
し
て
一
つ
の
議
決
権
を

L

付
す
る
(
第
一

O
六

条
)
φ

株
主
は
会
社
定
款
、
株
主
総
会
議
事
録
、
財
務
諸
表
を
間
覧
し
、

会
社
の
経
常
に
対
し
て
提
案
、
質
疑
を
行
、
つ
権
限
を
・
有
す
る
(
第
・
…

0
条
)ο

株
主
総
会
、
取
締
役
会
の
決
議
が
、
法
律
、
行
政
法
相
続
に
遠

一
以
し
、
株
主
の
合
法
的
権
後
を
侵
持
し
た
場
合
、
株
主
は
人
民
法
院
に

違
法
行
為
と
侵
害
行
為
の
差
止
め
を
姿
求
す
る
訴
訟
を
起
こ
す
権
利
を

有
す
る
(
第
一
一
…
条
)
。
こ
れ
ら
を
見
る
と
、
中
…
憾
で
、
株
主
の
議

決
権
、
総
会
の
議
事
録
の
閲
覧
権
、
会
社
に
対
す
る
提
案
機
、
質
問
様
、

投
び
に
決
議
訴
訟
請
求
権
な
ど
の
権
利
が
認
め
ら
れ
て
い
る
こ
と
が
わ

か
る
。
し
か
し
、
そ
れ
ら
の
規
定
は
株
主
権
と
し
て
は
非
常
に
枠
が
狭

く
、
か
つ
兵
体
的
な
行
使
方
法
も
規
定
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

現
行
の
中
同
会
社
法
に
よ
る
少
数
派
株
主
の
保
護
は
あ
ま
り
期
待
で
き

な
い
と
怨
わ
れ
る
。
中
国
は
さ
ら
に
先
進
諸
問
の
株
主
権
保
護
制
度
、

占七
O

特
に
少
数
派
株
主
の
保
護
制
度
を
考
察
し
、
そ
れ
を
参
考
に
し
、
中
間

の
同
情
に
適
す
る
法
的
技
術
を
導
入
す
る
必
要
が
あ
る
と
い
え
よ
う
。

株
主
総
会
運
営
に
お
け
る
少
数
派
株
主
の
保
護

‘
般
に
、
株
、
京
総
会
と
は
、
株
主
の
総
意
に
よ
っ
て
会
社
の
内
部
に

お
い
て
会
社
の
蕊
思
を
決
定
す
る
会
社
の
、
必
要
的
機
関
で
あ
る
と
定
義

「
川
山
山
戸

さ
れ
て
い
る
。
株
主
総
会
は
余
業
の
所
ム
何
者
で
あ
る
株
主
か
ら
な
る
機

関
で
あ
る
か
ら
‘
本
来
か
ら
い
え
ば
す
べ
て
の
事
項
を
決
定
す
る
こ
と

が
で
き
る
は
ず
で
あ
る
が
、
会
れ
の
合
成
的
運
営
を
期
す
る
立
胤
明
か
ら

ド附山

総
本
的
事
項
の
み
を
決
定
す
る
機
関
と
も
さ
れ
て
い
る
。
今
日
、
各
闘

の
会
社
制
度
に
お
い
て
、
株
主
総
会
は
「
万
能
の
機
関
i

一
と
さ
れ
て
い

な
い
が
、
株
主
総
会
は
依
然
と
し
て
会
社
の
最
高
意
思
決
定
機
関
と
し

て
抜
わ
れ
て
い
る
ο

確
か
に
、
よ
く
指
摘
さ
れ
る
よ
う
に
、
総
会
形
骸

化
と
い
う
山
抽
象
が
多
か
れ
少
な
か
れ
現
行
の
会
社
制
度
の
中
で
存
在
し

て
い
る
c

し
か
し
、
そ
れ
は
総
会
制
度
を
無
別
に
す
る
理
山
に
は
な
ら

な
く
、
む
し
ろ
、
そ
れ
は
新
し
い
社
会
経
済
背
紋
の
ド
で
、
さ
ら
に
株

之
総
会
制
度
を
検
討
し
、
改
善
す
る
契
機
に
な
る
も
の
で
あ
る
つ
公
正

な
株
主
総
会
の
運
営
は
必
ず
株
、
仁
の
利
低
保
護
に
つ
司
令
が
る
の
は
明
ら

か
で
あ
る
が
、
大
株
主
の
支
配
と
い
う
税
突
か
ら
、
い
か
に
し
て
公
正

な
総
会
運
営
を
磯
保
す
べ
き
か
が
返
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。
実
際

に
、
笑
務
耐
か
ら
見
れ
ば
、
総
会
の
不
正
な
運
営
に
よ
り
少
数
派
株
主



が
被
山
市
川
を
受
け
る
ケ

i
ス
が
少
な
く
な
い
。
こ
れ
に
応
え
て
、
諸
国
は

法
律
耐
に
お
い
て
、
さ
ま
ざ
ま
な
救
済
規
定
を
設
け
て
い
る
。
日
本
法

で
は
、
株
主
総
会
運
営
に
お
け
る
少
数
派
株
主
の
保
護
に
つ
い
て
、
株

主
の
検
査
役
選
任
請
求
権
、
株
式
買
収
請
求
権
お
よ
び
総
会
決
議

A

み
訟

総
求
権
な
ど
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
と
り
わ
け
こ
れ
ら
の
日
本
法
の
諸

規
定
が
中
間
会
社
法
の
将
来
の
修
正
伝
法
に
重
要
な
参
考
に
な
る
と
思

わ
れ
る
。

川
検
査
役
の
選
任
講
求
権
に
つ
い
て

日
本
で
は
、
会
社
の
経
営
権
を
め
ぐ
り
、
激
し
く
攻
防
す
る
例
が
構

え
つ
つ
あ
る
が
、
現
絞
営
陣
を
支
持
す
る
株
、
1
の
議
決
権
の
数
と
株
式

MHト
n
側
の
そ
れ
と
の
涯
が
わ
ず
か
し
か
な
い
と
い
う
微
妙
な
株
主
総
会

も
み
ら
れ
る
よ
う
に
な
っ
て
き
た
場
合
に
は
、
総
会
招
集
子
統
き
、
議

決
権
の
計
算
、
決
議
の
万
法
ん
す
に
つ
い
て
公
正
を
期
す
る
た
め
に
中
立

h
J
 

的
説
場
の
も
の
に
調
貸
さ
せ
る
の
が
適
当
と
認
識
し
た
上
で
、
昭
和
五

六
年
改
正
法
で
、
総
会
運
営
に
つ
い
て
検
査
役
の
選
任
請
求
権
が
認
め

ら
れ
た
。
日
本
商
法
第
二
一
コ
七
条
の
二
は
、
「
六
月
前
よ
り
引
き
続
き

発
行
済
株
式
の
総
数
の
一

O
O
分
の
一
以
上
に
当
る
株
式
を
有
す
る
株

た
は
株
注
総
会
招
集
予
続
き
及
び
そ
の
決
議
の
方
法
を
調
貸
せ
し
む
る

た
め
総
会
に
先
ち
検
公
役
の
選
任
を
裁
判
所
に
請
求
す
る
こ
と
を
得
、

検
査
役
は
そ
の
湖
水
此
の
結
果
を
裁
判
所
に
報
告
す
る
こ
と
を
婆
す
」
と

さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
株
主
総
会
が
微
妙
な
状
況
で
は
な
い
場
合

で
も
、
少
数
派
株
主
を
保
護
し
、
公
正
な
総
会
運
営
を
求
め
る
た
め
、

中
閥
会
社
法
制
度
の
発
展
と
間
有
株
の
意
義
(
劉
)

こ
の
検
交
役
の
選
任
請
求
制
度
は
、
総
会
運
営
の
絵
督
、
権
益
侵
害
の

事
前
防
止
に
つ
い
て
重
姿
な
役
割
を
演
じ
る
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

中
開
会
社
法
も
総
会
の
招
集
、
議
決
機
の
行
使
に
関
す
る
規
定
を
設

け
て
い
る
が
、
公
正
か
つ
効
率
な
総
会
運
符
の
実
溌
、
株
主
権
滋
の
保

護
と
い
う
立
場
か
ら
見
れ
ば
、
中
関
法
の
株
主
総
会
の
運
営
体
制
は
欠

点
が
多
い
と
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
実
際
に
、
検
査
役
の
選
任
請
求
権
に

関
す
る
規
定
が
置
か
れ
て
い
な
い
こ
と
も
中
開
会
社
法
の
一
つ
の
問
題

と
い
え
る
。
も
ち
ろ
ん
、
検
交
役
選
任
請
求
制
度
の
確
立
に
お
い
て
は
、

よ
り
十
分
な
総
会
運
営
の
機
関
も
必
要
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
い
ま
で

は
、
中
間
の
総
会
運
営
の
制
規
則
そ
の
も
の
に
問
題
が
あ
る
以
上
、
中
削
閉

会
計
一
で
の
検
査
役
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク
も
凶
難
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、

検
査
役
の
選
任
務
求
制
度
以
外
の
総
会
運
償
制
度
の
細
か
い
整
備
も
急

務
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
c

山
中
間
同
で
は
、
会
一
社
の
一
般
株
主
は
会
村
経
常

に
間
附
与
す
る
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
不
可
能
で
あ
る
ば
か
り
で
は
な
く
、
経

常
者
の
不
正
行
為
に
よ
り
被
市
討
を
受
け
た
株
主
に
対
す
る
救
済
に
関
す

る
会
社
法
の
規
定
も
非
常
に
不
十
分
で
あ
る
こ
と
が
何
え
る
。
特
に
事

後
資
任
追
及
と
し
て
の
株
主
訴
訟
制
度
に
つ
い
て
、
立
法
上
の
欠
陥
も

多
く
指
摘
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
般
株
主
に
と
っ
て
、
中
間
の
裁
判

所
の
ハ
ー
ド
ル
は
ま
た
高
い
と
い
え
る
c

し
た
が
っ
て
、
一
般
株
主
を

保
護
し
、
総
会
経
常
を
監
脅
し
、
権
議
侵
害
を
事
前
に
防
止
す
る
役
割

を
果
た
せ
る
検
資
役
の
選
任
請
求
制
度
の
中
国
へ
の
導
入
は
重
要
な
意

義
が
あ
る
と
忠
わ
れ
る
。
な
お
、
か
か
る
制
度
の
導
入
に
つ
い
て
、
中
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閣
の
国
有
株
が
支
配
的
な
地
位
に
あ
る
こ
と
に
鑑
み
、
日
本
磁
法
の
よ

う
に
、
引
き
続
き
発
行
済
み
株
式
一

O
O分
の
一
以
上
の
株
を
有
す
る

株
主
に
検
査
役
選
任
請
求
権
を
与
え
る
と
す
れ
ば
、
一
般
株
主
に
よ
る

こ
の
制
度
の
利
用
は
現
段
階
の
中
国
で
は
、
実
現
で
き
な
い
だ
ろ
う
。

そ
れ
ゆ
え
、
中
国
の
か
か
る
立
法
の
場
合
に
、
日
本
法
の
規
定
に
な
ら
っ

て
緩
和
的
に
規
定
を
設
け
る
の
が
妥
当
と
思
わ
れ
る
c

川
株
式
買
取
請
求
権
に
つ
い
て

(
一
)
最
近
、
中
国
で
増
え
て
い
る
会
社
合
併
が
、
少
数
派
た
る
大

衆
株
主
の
反
対
意
見
を
無
視
し
、
行
政
の
意
見
の
み
に
よ
っ
て
行
わ
れ

た
場
合
が
少
な
く
な
い
。
多
数
派
が
行
政
か
ら
の
干
渉
の
可
能
性
の
高

い
国
有
株
側
で
あ
っ
て
も
、
会
社
制
度
に
お
け
る
多
数
決
の
一
般
朕
郊

に
基
づ
き
、
多
数
派
の
関
心
う
ま
ま
に
決
議
す
る
こ
と
が
で
き
る
の
は
当

然
の
こ
と
で
あ
る
。
し
か
し
、
中
開
会
社
法
で
は
、
そ
の
反
対
窓
見
を

述
べ
て
い
る
少
数
派
株
主
の
救
済
に
関
す
る
規
定
が
は
な
は
だ
少
な
い
。

こ
の
点
に
つ
き
、
日
本
で
は
、
総
会
決
議
が
多
数
決
で
な
さ
れ
る
に
し

て
も
、
重
要
な
事
項
の
決
議
の
場
合
に
は
、
決
議
に
反
対
す
る
少
数
株

主
を
保
護
す
る
た
め
、
昭
和
二
五
年
の
商
法
改
正
の
と
き
に
、
ア
メ
リ

カ
法
の
制
度
に
な
ら
っ
て
、
投
下
資
本
の
阿
収
を
悶
る
一
つ
の
経
済
的

救
済
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
す
な
わ
ち
株
式
買
取
請
求
権
制
度
で

あ
る
。
株
式
買
取
議
求
権
制
度
は
多
数
決
に
対
す
る
各
倒
株
主
の
保
護

を
目
的
と
す
る
が
、
そ
の
た
め
固
有
権
の
範
聞
を
広
げ
る
こ
と
に
よ
っ

て
、
決
議
の
成
立
を
妨
げ
る
こ
と
を
避
け
、
多
数
決
に
よ
る
決
議
の
成

二
七

立
を
認
め
つ
つ
、
し
か
も
反
対
の
株
主
を
実
質
的
に
救
済
す
る
方
法
で

あ
る
。(

一
一
)
日
本
法
で
は
、
株
式
買
取
請
求
の
認
め
ら
れ
る
場
合
は
、
第

一
に
、
常
業
の
全
部
又
は
重
要
な
一
部
の
譲
渡
、
営
業
全
部
の
賃
貸
、

そ
の
経
償
の
委
任
、
他
人
と
営
業
上
の
損
益
金
部
を
共
通
に
す
る
契
約
、

そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
契
約
の
締
結
、
変
更
又
は
解
約
、
他
の
会
社
の

営
業
全
部
の
譲
受
の
決
議
が
な
さ
れ
る
場
合
(
商
法
二
四
五
条
の
二
)
、

第
一
一
に
、
株
式
譲
渡
の
制
限
の
た
め
の
定
款
変
更
が
な
さ
れ
る
場
合
(
商

法
ゴ
一
四
九
条
)
、
第
三
に
、
合
併
の
決
議
が
な
さ
れ
る
場
合
(
商
法
問

。
八
条
の
一
二
)
、
第
四
に
、
有
限
会
社
へ
の
組
織
変
更
の
決
議
が
な
さ

れ
る
場
合
(
有
六
四
条
の
二
第
一
項
)
の
悶
つ
に
限
ら
れ
て
い
る
の
さ

ら
に
、
そ
の
手
続
き
に
つ
い
て
、
株
主
は
上
述
の
決
議
を
な
す
べ
き
株

主
総
会
に
先
立
ち
、
会
初
に
対
し
書
面
を
も
っ
て
、
そ
の
決
議
の
内
容

を
な
す
行
為
に
反
対
の
意
思
を
通
知
し
、
か
つ
総
会
に
お
い
て
、
こ
れ

に
反
対
す
る
こ
と
を
婆
し
(
商
法
一
一
五
四
条
の
二
)
、
そ
し
て
、
決
議

の
日
か
ら
二

O
日
以
内
に
株
式
の
額
面
無
額
面
の
別
、
稜
類
及
び
数
を

記
載
し
た
書
面
を
会
社
に
提
出
し
て
請
求
を
す
る
こ
と
を
要
す
る
(
商

法
一
一
一
四
五
条
の
一
三
と
さ
れ
て
い
る
。
言
、
つ
ま
で
も
な
く
、
こ
れ
ら
の

臼
本
法
の
規
定
は
中
国
法
の
重
要
な
参
考
に
な
ろ
う
と
思
わ
れ
る
。

も
ち
ろ
ん
、
中
国
の
大
衆
株
、
玉
が
関
有
株
側
に
よ
る
経
常
に
不
満
が

あ
る
と
き
、
株
式
を
譲
渡
す
れ
ば
よ
い
が
、
当
一
曲
、
中
国
の
非
上
場
会

社
の
大
衆
株
、
千
一
の
株
式
の
譲
渡
に
は
あ
る
程
度
の
制
限
が
あ
り
、
実
際



に
、
上
場
会
社
の
場
合
で
も
、
ま
と
も
な
値
で
売
却
で
き
な
い
こ
と
も

あ
る
た
め
、
他
の
救
済
方
法
も
考
え
ら
れ
る
べ
き
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

し
た
が
っ
て
、
少
数
派
た
る
大
衆
株
主
を
確
実
に
保
護
す
る
た
め
に
、

中
国
で
は
、
早
期
に
株
式
買
取
請
求
権
制
度
を
よ
り
広
い
範
閥
で
導
入

す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
う
。
日
本
商
法
と
同
じ
よ
う
に
、
中
国
会
社
法

で
も
、
発
行
会
社
自
身
が
そ
の
株
式
を
取
得
す
る
こ
と
は
原
則
と
し
て

禁
止
さ
れ
る
(
商
法
一
二

O
条
、
中
国
会
社
法
一
四
九
条
一
環
)
0

し

か
し
、
現
行
の
中
間
会
社
法
で
は
、
会
社
側
が
反
対
株
主
か
ら
の
自
社

株
の
買
取
が
除
外
の
場
合
と
さ
れ
て
い
な
い
。
株
式
貿
取
請
求
権
制
度

は
中
国
で
ま
だ
広
く
認
識
さ
れ
て
い
な
い
た
め
、
会
社
合
併
な
ど
の
会

社
の
重
大
経
営
決
議
に
反
対
の
意
見
を
も
っ
少
数
派
株
主
に
と
っ
て
は
、

現
行
の
会
社
法
の
枠
の
内
で
は
、
非
常
に
不
利
で
あ
ろ
う
。
し
た
が
っ

て
、
少
数
派
株
主
の
保
護
に
つ
い
て
、
近
い
将
来
の
株
式
買
取
請
求
権

制
度
の
導
入
に
伴
っ
て
、
反
対
株
主
か
ら
の
株
式
買
取
に
よ
る
自
社
株

の
取
得
が
中
国
法
に
よ
り
認
め
ら
れ
る
べ
き
だ
ろ
う
。

同
総
会
決
議
を
争
う
訴
訟
に
つ
い
て

株
主
総
会
の
決
議
に
手
続
上
ま
た
は
内
容
上
の
淑
杭
が
あ
る
と
き
は
、

決
議
の
効
力
を
そ
の
ま
ま
認
め
る
こ
と
は
で
き
な
い
が
、
決
議
が
有
効

か
ど
う
か
は
会
社
・
株
主
・
取
締
役
等
多
数
の
者
の
利
害
に
関
係
す
る

こ
と
で
あ
る
か
ら
、
こ
れ
を
一
般
原
則
に
よ
る
処
理
に
委
ね
る
の
は
、

法
律
関
係
の
爾
一
的
確
定
及
び
取
庇
の
主
張
の
可
及
的
制
限
の
必
要
か

ら
み
て
妥
当
で
な
い
。
こ
の
た
め
、
現
行
日
本
商
法
の
中
で
、
こ
れ
に

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

つ
い
て
、
第
二
郎
七
条
か
ら
二
五
二
条
に
わ
た
り
法
律
条
項
が
置
か
れ
、

総
会
決
議
訴
訟
が
、
決
議
取
消
訴
訟
、
決
議
無
効
確
認
訴
訟
と
決
議
不

存
在
訴
訟
に
分
類
さ
れ
、
そ
し
て
、
そ
の
判
決
に
は
対
世
的
効
力
が
あ

る
も
の
と
さ
れ
、
さ
ら
に
取
消
の
訴
え
に
つ
い
て
は
提
訴
権
者
及
び
提

訴
期
間
が
制
限
さ
れ
て
い
る
。
日
本
で
は
、
株
主
総
会
決
議
を
争
う
訴

訟
の
意
義
に
つ
い
て
は
、
こ
の
訴
訟
は
、
法
令
・
定
款
に
従
っ
た
会
社

経
営
を
求
め
る
と
い
う
、
株
主
の
会
社
に
対
す
る
基
本
的
権
利
に
基
づ

い
て
認
め
ら
れ
た
一
般
的
な
訴
権
の
…
っ
と
し
て
考
え
ら
れ
て
い
る
。

中
国
会
社
の
総
会
決
議
の
液
庇
の
争
い
に
つ
い
て
、
中
国
会
社
法
が

第
一
一
一
条
の
一
か
条
だ
け
の
規
定
を
置
い
て
い
る
。
こ
の
第
一

条
の
規
定
に
よ
れ
ば
、
株
主
総
会
決
議
が
法
律
、
行
政
法
規
に
違
反
し
、

株
主
の
合
法
的
な
権
益
を
侵
存
し
た
場
合
、
株
主
は
、
裁
判
所
に
当
該

違
反
行
為
及
び
侵
害
行
為
の
差
止
請
求
を
提
訴
す
る
権
利
が
あ
る
。
こ

の
規
定
か
ら
す
れ
ば
、
中
間
法
の
株
、
王
総
会
決
議
椴
庇
の
範
闘
が
会
社

定
款
の
違
反
を
含
ま
な
い
が
、
法
律
、
行
政
法
規
違
反
と
い
う
点
で
諸

外
国
の
会
社
法
の
規
定
と
同
じ
で
あ
る
。
な
お
、
中
国
会
社
法
は
総
会

決
議
違
反
が
手
続
き
の
違
反
か
そ
れ
と
も
内
容
の
違
反
か
を
明
確
に
し

て
い
な
い
が
、
学
説
に
よ
れ
ば
、
総
会
決
議
違
反
が
手
続
の
違
反
と
内

容
の
違
反
を
含
む
と
見
ら
れ
て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
間
会
社
法
の

株
主
総
会
決
議
椴
抗
の
範
囲
に
つ
い
て
は
諸
外
間
会
社
法
と
は
大
き
な

違
い
が
な
い
と
思
わ
れ
る
。

〈
ニ
)
し
か
し
、
決
議
椴
庇
に
対
す
る
攻
撃
方
法
に
つ
い
て
、
中
国

七



筑
波
法
政
第
一
一
一
十
号
(
一

A
O
O

会
社
訟
は
日
本
と
途
っ
て
差
止
紛
求
を
提
訴
す
る
と
い
う
方
法
を
規
定

し
て
い
る
。
日
本
法
で
は
、
株
主
に
よ
る
取
締
役
の
違
法
行
為
の
差
止

の
訴
え
は
、
訴
訟
の
目
的
物
が
積
極
的
な
給
付
で
は
な
く
、
消
級
的
な

行
為
の
族
化
で
あ
っ
て
、
事
後
の
救
済
方
法
で
は
な
く
、
事
前
の
救
済

小
刀
法
で
あ
る
と
さ
れ
て
い
る
つ
だ
が
、
い
う
ま
で
も
な
く
、
総
会
決
議

椴
抗
を
攻
撃
す
る
場
合
に
、
中
間
会
社
訟
は
こ
の
消
極
的
な
行
為
の
義

止
、
あ
る
い
は
事
前
の
救
済
方
法
だ
け
を
求
め
て
い
る
沢
で
は
な
い
と

思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
い
わ
ゆ
る
決
議
と
は
、
合
議
体
の
成
員
が
そ
の

合
議
体
の
意
思
を
決
定
す
る
行
為
、
又
は
そ
の
決
定
さ
れ
た
事
項
で
あ

る
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
会
社
の
場
合
に
は
、
総
会
決
議

の
取
杭
は
決
議
行
為
の
破
滅
と
採
択
さ
れ
た
決
議
そ
の
も
の
の
椴
統
を

合
ん
で
、
そ
の
決
議
の
執
行
行
為
の
椴
，
M
札
を
含
ま
な
い
と
解
す
べ
き
で

あ
る
じ
そ
う
で
あ
れ
ば
、
決
議
そ
の
も
の
を
攻
黙
す
る
場
合
、
中
国
法

の
皆
殺
止
請
求
と
い
う
方
法
は
必
ず
し
も
適
々
で
は
な
い
。
し
た
が
っ
て
、

総
会
決
議
椴
庇
を
攻
撃
す
る
場
合
に
、
山
中
国
会
社
法
は
む
し
ろ
日
本
法

の
よ
う
に
、
決
議
取
引
消
訴
訟
と
決
議
無
効
確
認
訴
訟
と
い
う
攻
撃
方
法

を
採
用
し
た
ほ
う
が
適
当
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
の

い
ず
れ
に
せ
よ
、
株
主
の
決
議
椴
続
攻
撃
に
隠
す
る
権
利
は
、
株
主

総
会
の
健
全
化
、
ひ
い
て
は
株
式
会
社
の
健
全
化
に
関
し
重
要
な
役
割

を
果
た
す
も
の
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
株
主
総
会
の
役
割
を
よ
り
重
視

し
て
い
る
中
国
会
社
法
の
中
で
認
め
ら
れ
て
い
る
唯
唯
一
の
株
主
訴
権
も

決
議
椴
艇
攻
撃
に
関
す
る
も
の
に
さ
れ
て
い
る
。
も
ち
ろ
ん
、
破
戒
の

日上;

RH 

あ
る
決
議
の
執
行
を
閉
止
す
る
際
に
、
差
止
め
の
ト
刀
法
も
必
要
で
あ
る

が
、
そ
れ
は
応
接
的
に
決
議
そ
の
も
の
を
攻
撃
す
る
の
で
は
な
く
、
む

し
ろ
会
社
行
為
え
は
取
締
役
の
違
法
行
為
に
対
す
る
政
接
的
な
攻
撃
で

あ
る
は
ず
で
あ
る
と
理
解
す
れ
ば
よ
か
ろ
う
。
し
た
が
っ
て
、
中
閥
会

社
決
策
ゅ
二
条
に
対
す
る
検
討
に
お
い
て
、
総
会
決
議
殿
抗
の
次
撃

方
法
問
題
が
論
議
さ
れ
る
だ
け
で
は
な
く
、
さ
ら
に
、
他
の
多
く
の
株

主
訴
権
を
合
む
株
主
訴
訟
制
度
が
立
法
論
と
し
て
全
向
的
に
検
討
さ
れ

る
必
要
も
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

取
締
役
の
業
務
執
行
に
お
け
る
少
数
派
株
主
の
保
護

こ
の
数
年
、
日
本
で
も
、
「
経
営
陣
独
走
」
に
よ
る
会
社
不
祥
事
の

発
生
が
少
な
く
な
い
。
そ
し
て
、
そ
れ
ら
の
ぬ
よ
ヤ
祥
事
の
紡
止
を
め
ぐ
る

論
議
も
コ

i
ポ
レ

1
ト
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
論
議
の
テ

l
マ
に
な
っ
て
い
る
。

実
際
に
、
昭
和
二
五
年
の
日
本
商
法
改
正
法
は
既
に
取
締
役
の
権
限
の

拡
大
に
伴
い
、
取
締
役
の
義
務
と
責
任
を
強
化
し
た
。
殊
に
少
数
派
株

主
に
よ
る
取
締
役
の
責
任
の
追
及
の
点
で
は
、
事
前
約
な
救
済
と
い
わ

れ
る
違
法
行
為
設
止
請
求
権
、
事
後
的
な
救
済
と
い
わ
れ
る
株
主
代
表

訴
訟
請
求
権
お
よ
び
累
積
投
票
請
求
権
な
ど
の
株
主
の
監
督
・
是
正
格

が
認
め
ら
れ
た
。
そ
れ
に
対
し
、
中
闘
の
会
社
法
は
経
営
陣
に
対
す
る

株
主
の
舵
督
・
是
正
権
に
関
す
る
規
定
が
欠
如
し
て
い
る
。
し
た
が
っ

て
、
以
上
に
分
析
し
た
中
閣
の
国
有
株
に
か
か
わ
る
会
社
迷
営
実
態
に



鑑
み
、
中
間
も
株
主
に
よ
る
経
常
の
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
・
シ
ス
テ
ム
を
早

速
導
入
す
べ
き
だ
ろ
、
っ
。

川
累
積
投
票
請
求
権
に
つ
い
て

(
二
中
閥
会
社
法
第
一

O
一
一
一
条
第
二
項
に
よ
る
と
、
中
間
で
も
取

締
役
の
選
任
と
解
任
を
行
い
、
取
締
役
に
関
す
る
報
酬
事
項
を
決
定
す

る
こ
と
は
株
、
主
総
会
の
権
限
の
司
つ
で
あ
る
こ
と
が
わ
か
る
。
こ
の
た

め
も
国
有
株
の
支
配
の
ド
で
中
間
の
大
衆
株
、
王
か
ら
取
締
役
が
選
出
ぎ

れ
る
可
能
性
が
ほ
と
ん
ど
な
い
と
い
え
よ
う
。
し
か
し
、
民
間
経
営
資

源
の
利
用
は
中
間
会
社
制
度
を
活
か
さ
せ
る
鍵
で
あ
る
と
忠
わ
れ
る
か

ら
、
い
か
に
火
衆
株
主
権
益
を
代
表
す
る
も
の
が
取
締
役
と
し
て
選
ば

れ
る
の
か
は
、
中
間
法
の
一
つ
の
諜
題
で
あ
る
。
実
際
に
、
こ
れ
に
つ

い
て
、
中
間
の
深
川
明
、
広
東
な
ど
の
地
方
宣
法
の
小
に
、
外
同
法
の
少

数
派
株
主
を
保
護
す
る
た
め
の
累
積
投
薬
請
求
権
制
度
が
既
に
導
入
さ

れ
て
い
る
。
し
か
し
、
中
間
統
一
会
社
法
は
そ
れ
を
認
め
て
い
な
い
。

し
た
が
っ
て
、
今
後
の
中
開
会
社
法
修
正
の
際
に
、
累
積
投
票
制
度
に

関
す
る
動
き
が
注
目
さ
れ
る
だ
ろ
う
。

日
本
で
は
、
累
積
投
票
制
度
は
、
少
数
派
に
も
取
締
役
を
選
出
す
る

可
能
性
を
与
え
る
た
め
に
、
同
じ
総
会
で
誠
一
人
以
上
の
取
締
役
を
選
任

す
る
場
合
に
は
、
そ
の
取
締
役
会
員
の
選
任
を
一
括
し
、
そ
の
代
わ
り

に
各
株
主
に
一
株
に
つ
き
選
任
さ
れ
る
取
締
役
の
数
と
同
数
の
議
決
権

を
認
め
そ
し
て
各
株
主
が
そ
の
議
決
権
を
全
部
一
人
に
集
中
的
に
投
薬

す
る
か
、
ま
た
は
適
宜
に
数
人
に
分
散
投
票
す
る
か
を
そ
の
自
由
に
任

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

せ
た
う
え
、
投
禁
の
結
果
最
多
数
を
得
た
者
か
ら
順
次
そ
の
員
数
ま
で

午
、
会
一

を
当
選
者
と
す
る
制
度
で
あ
る
と
解
説
さ
れ
て
い
る
つ
株
主
の
累
積
投

決
議
求
権
に
よ
っ
て
、
効
果
的
に
少
数
派
株
主
の
利
義
お
よ
び
意
思
を

代
衣
す
る
代
弁
符
が
選
出
さ
れ
、
取
締
役
会
お
よ
び
監
査
役
会
に
入
る

こ
と
が
で
き
、
そ
し
て
、
あ
る
程
皮
大
株
主
と
少
数
派
株
、
王
の
問
の
利

益
瑚
削
除
況
が
凶
ら
れ
る
と
忽
わ
れ
る
。
し
た
が
っ
て
、
少
数
派
総
主
が
、

こ
の
累
積
投
票
の
万
法
を
利
用
し
、
選
出
さ
れ
る
場
合
に
、
会
社
の
経

営
に
少
政
派
の
怠
見
を
反
映
す
る
だ
け
で
は
な
く
、
会
社
経
常
に
対
す

る
監
督
も
痕
接
的
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
だ
ろ
う
。

(
ニ
)
・
中
間
で
は
、
株
式
制
の
発
援
に
伴
い
、
中
国
の
倒
人
の
株
主

権
ぷ
織
が
成
長
し
、
経
常
に
対
す
る
関
心
も
強
く
な
る
と
想
定
で
き
る
。

こ
の
た
め
、
大
株
主
支
配
の
ド
で
の
少
数
派
株
主
利
益
保
護
の
理
念
に

必
づ
い
て
、
中
川
は
日
本
な
ど
の
先
進
出
の
な
法
例
を
参
考
に
し
、
会

社
の
取
締
役
選
任
の
際
に
、
昭
和
積
投
紫
請
求
権
制
を
録
用
す
べ
き
で
あ

る
と
忠
わ
れ
る
の
確
か
に
、
累
積
投
禁
制
度
は
、
取
締
役
会
の
内
部
に

異
分
子
を
入
れ
、
会
社
経
常
上
凶
る
事
態
を
引
き
起
こ
す
恐
れ
が
あ
る

か
ら
、
日
本
で
は
、
ほ
と
ん
ど
全
部
の
会
社
で
紫
積
投
禁
が
定
款
に
よ

り
除
外
さ
れ
、
災
際
に
行
わ
れ
て
い
な
い
と
い
う
状
況
に
な
っ
て
、
ま

た
、
こ
の
制
度
の
母
法
で
あ
る
ア
メ
リ
カ
各
州
の
会
社
法
山
中
の
こ
れ
を

認
め
る
規
定
も
次
第
に
削
除
さ
れ
て
き
て
い
る
と
い
わ
れ
て
い
る
。
し

か
し
、
中
国
会
社
の
国
有
株
支
配
の
現
状
か
ら
考
え
れ
ば
、
会
社
に
民

間
の
経
常
資
源
を
導
入
す
る
た
め
、
中
闘
は
や
は
り
累
積
投
票
制
度
を

，じ

μ



筑
波
法
政
第
二
一
十
号
(
二

0
0

全
国
に
導
入
す
る
の
が
妥
当
で
あ
る
。
累
積
投
票
制
度
は
強
制
主
義
と

許
可
主
義
に
分
け
ら
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
中
国
で
強
制
主
義
を
採

用
す
べ
き
と
い
う
意
見
が
あ
る
。
確
か
に
あ
る
意
味
で
中
国
で
強
制
主

義
を
採
用
す
る
必
要
が
あ
る
。
け
だ
し
、
国
有
株
支
配
の
下
で
、
大
衆

株
主
を
会
社
経
営
に
参
加
で
き
る
よ
う
に
、
強
制
主
義
さ
え
採
用
す
れ

ば
、
累
積
投
票
制
度
が
現
実
に
利
用
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
か
ら
で
あ

る
。
し
か
し
、
悶
の
持
株
の
減
少
及
び
民
営
会
社
の
発
展
に
伴
い
、
中

凶
で
許
可
主
義
も
採
用
す
べ
き
で
は
な
い
か
と
い
う
考
え
も
当
然
に
生

じ
う
る
で
あ
ろ
う
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
強
制
主
義
で
あ
れ
、
許
可
主
義

で
あ
れ
、
中
国
で
の
紫
積
投
票
制
度
の
利
用
は
ま
ず
法
律
で
明
確
に
確

認
し
た
方
が
よ
い
と
思
わ
れ
る
。

同
代
表
訴
訟
提
起
権
に
つ
い
て

(
一
)
一
般
的
に
、
取
締
役
の
行
為
に
よ
っ
て
株
主
が
直
接
的
に
損

答
を
受
け
た
場
合
に
は
、
そ
の
株
主
は
、
一
般
不
法
行
為
の
原
則
に
よ

り
、
そ
の
取
締
役
に
対
し
て
損
害
賠
償
諮
求
の
訴
を
提
起
す
る
こ
と
が

で
き
る
。
こ
れ
は
、
単
に
株
主
個
人
の
た
め
に
取
締
役
の
責
任
の
追
及

の
問
題
に
す
ぎ
な
い
と
思
わ
れ
る
。
し
か
し
、
取
締
役
が
会
社
の
利
益

を
侵
害
し
、
会
社
に
対
し
責
任
を
負
う
場
合
に
、
本
来
会
社
が
そ
れ
を

追
及
す
る
の
は
一
言
、
つ
ま
で
も
な
い
が
、
取
締
役
と
他
の
取
締
役
の
間
に

存
在
す
る
特
殊
関
係
か
ら
す
れ
ば
、
そ
の
会
社
自
身
が
取
締
役
の
業
任

を
追
及
す
る
こ
と
は
容
易
で
は
な
い
。
こ
の
た
め
、
会
社
の
利
益
、
そ

れ
ゆ
え
に
株
主
の
利
益
を
守
る
た
め
に
、
ア
メ
リ
カ
で
は
、
株
、
王
代
表

一一ヒムハ

訴
訟
と
い
う
制
度
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
昭
和
二
五
年
に
、
日
本
株
式

会
社
法
の
改
正
に
よ
り
、
株
主
の
地
位
の
強
化
の
一
環
と
し
て
、
ア
メ

リ
カ
法
の
代
炎
訴
訟
に
な
ら
っ
て
、
日
本
法
も
代
表
訴
訟
制
度
を
採
用

し
た
。代

表
訴
訟
と
は
、
会
社
が
取
締
役
の
会
社
に
対
す
る
責
任
を
追
及
す

る
訴
え
の
提
起
を
怠
っ
て
い
る
場
合
に
、
個
々
の
株
主
が
会
社
の
た
め

r
附句

に
取
締
役
の
安
任
を
追
及
す
る
訴
訟
で
あ
る
。
日
本
商
法
は
第
二
六
七

条
と
第
一
一
六
人
条
で
よ
り
詳
細
に
代
表
訴
訟
に
関
す
る
規
定
を
設
け
て

い
る
。
し
か
し
、
日
本
で
は
、
代
表
訴
訟
制
度
が
立
法
さ
れ
た
後
も
長

い
間
利
用
さ
れ
て
こ
な
か
っ
た
。
そ
れ
は
、
日
本
に
あ
っ
て
は
株
式
会

社
法
上
の
法
律
問
題
が
訴
訟
に
よ
っ
て
解
決
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
必

ず
し
も
多
く
な
く
、
実
際
上
妥
協
的
解
決
に
よ
る
こ
と
が
少
な
く
な
い

か
ら
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
て
い
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
日
本
に
お
い
て
は
、

代
表
訴
訟
制
度
に
よ
る
会
社
荒
し
を
助
長
す
る
弊
容
も
あ
ま
り
な
い
よ

う
で
あ
っ
て
、
日
本
の
株
主
の
地
佼
の
強
化
も
実
現
し
た
と
は
言
え
な

か
っ
た
。
し
か
し
、
代
表
訴
訟
が
株
主
の
取
締
役
に
対
す
る
監
督
是
正
直

機
能
に
果
た
す
役
割
が
再
び
考
慮
さ
れ
、
平
成
五
年
の
日
本
商
法
改
正

に
よ
り
、
商
法
第
二
六
七
条
第
四
項
で
「
前
二
項
の
訴
は
訴
訟
の
目
的

の
価
額
の
算
定
に
付
て
は
、
財
産
上
の
請
求
に
非
ざ
る
請
求
に
係
る
訴

と
見
倣
す
」
と
規
定
さ
れ
た
。
こ
の
結
果
、
代
表
訴
訟
を
捻
起
す
る
手

数
料
は
請
求
額
に
か
か
わ
ら
ず
、
一
律
八
二

O
O
円
に
な
っ
た
。
か
く

し
て
、
株
主
代
表
訴
訟
は
日
本
で
よ
り
活
発
に
提
訴
で
き
る
よ
う
に



な
っ
て
い
る
。
だ
が
、
同
時
に
、
代
表
訴
訟
の
濫
用
の
防
止
問
題
も
注

目
さ
れ
て
き
て
い
る
。
代
表
訴
訟
に
お
け
る
株
主
権
の
濫
用
は
、
一
般

に
、
株
主
が
会
社
と
は
関
係
の
な
い
利
益
を
追
求
す
る
こ
と
に
よ
り
会

{
即
}

社
の
利
益
を
侵
害
す
る
場
合
に
認
め
ら
れ
る
と
い
え
る
。
し
た
が
っ
て
、

こ
の
権
利
滋
用
問
題
も
会
社
と
株
主
間
の
問
題
と
し
て
扱
わ
な
け
れ
ば

な
ら
な
い
と
思
わ
れ
る
。

(
ニ
)
中
国
会
社
法
は
代
表
訴
訟
に
つ
い
て
何
も
定
め
て
い
な
い
が
、

学
説
と
し
て
は
、
中
国
国
内
の
学
者
は
こ
れ
に
つ
い
て
す
で
に
論
議
を

し
て
き
で
い
る
。
だ
が
、
全
体
的
に
見
れ
ば
、
代
表
訴
訟
制
度
の
意
義

に
対
す
る
認
識
は
ま
だ
不
十
分
で
あ
る
と
感
じ
ら
れ
て
い
る
。
た
と
え

ば
、
中
国
会
社
法
第
一
一
一
条
の
株
主
訴
訟
に
関
す
る
規
定
を
代
表
訴

訟
と
し
て
簡
単
に
理
解
し
て
い
る
学
者
も
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
国

で
は
、
株
主
の
地
位
を
強
化
す
る
代
表
訴
訟
制
度
が
認
め
ら
れ
る
ま
で

の
道
は
長
い
だ
ろ
う
。
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
国
有
株
の
支
配
か
ら
、
中

国
の
大
衆
株
主
に
と
っ
て
、
代
表
訴
訟
制
度
の
中
関
へ
の
導
入
は
確
実

に
望
ま
し
い
こ
と
で
あ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
累
積
投
票
制
度
が
正
式
に
認

め
ら
れ
ず
、
国
有
株
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
中
国
会
社
の
取
締
役
(
実
際

に
、
行
政
か
ら
直
接
に
任
命
す
る
場
合
は
少
な
く
な
い
)
の
問
の
関
係

は
さ
ら
に
特
異
で
あ
る
た
め
、
中
国
会
社
の
取
締
役
が
会
社
に
対
し
て

損
害
賠
償
責
任
を
負
う
場
合
に
、
そ
の
責
任
の
追
及
に
つ
い
て
、
中
国

の
会
社
が
そ
の
責
任
を
追
及
す
る
こ
と
は
基
本
的
に
期
待
で
き
な
い
か

ら
で
あ
る
。
最
近
、
中
国
政
府
は
国
家
ま
た
は
国
有
法
人
の
持
株
会
社

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

に
対
す
る
監
督
を
強
化
し
よ
う
と
し
て
い
る
が
、
そ
れ
は
コ
ー
ポ
レ
ー

ト
・
ガ
パ
ナ
ン
ス
と
別
の
問
題
で
あ
る
だ
け
で
は
な
く
、
政
治
改
革
が

遅
れ
て
い
る
現
在
の
段
階
で
、
政
府
が
主
導
し
た
こ
の
監
督
も
期
待
さ

れ
難
い
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
代
表
訴
訟
制
度
も
今
後

の
中
国
会
社
立
法
の
一
つ
の
重
要
な
課
題
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
代
表

訴
訟
制
度
の
中
間
へ
の
導
入
の
場
合
に
は
、
か
か
る
制
度
が
如
何
に
中

閣
の
株
主
よ
り
確
実
に
利
用
さ
れ
う
る
か
は
も
ち
ろ
ん
一
番
大
切
な
こ

と
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。
こ
れ
に
つ
い
て
、
代
表
訴
訟
を
起
こ
す
ハ
ー

ド
ル
を
低
く
さ
せ
た
日
本
法
の
平
成
五
年
の
改
正
商
法
は
中
国
に
と
っ

て
、
章
一
一
姿
な
参
考
に
な
ろ
う
と
窓
わ
れ
る
。

川
間
違
法
行
為
差
止
請
求
権
に
つ
い
て

(
一
)
日
本
の
株
主
の
差
止
請
求
制
度
も
代
表
訴
訟
と
同
じ
く
、
昭

和
二
五
年
に
、
ア
メ
リ
カ
の
差
止
命
令
に
な
ら
っ
て
採
用
さ
れ
た
制
度

で
あ
る
。
日
本
商
法
第
二
七
二
条
に
よ
れ
ば
、
取
締
役
が
、
会
社
の
目

的
の
範
聞
外
の
行
為
そ
の
他
法
令
又
は
定
款
に
違
反
す
る
行
為
を
な
し
、

こ
れ
に
よ
っ
て
会
社
に
回
復
で
き
な
い
損
害
を
生
ず
る
お
そ
れ
が
あ
る

場
合
に
は
、
六
カ
月
前
か
ら
引
き
続
き
株
式
を
有
す
る
株
主
は
、
会
社

の
た
め
、
取
締
役
に
対
し
て
そ
の
行
為
の
差
止
を
請
求
す
る
こ
と
が
で

き
る
。
こ
の
世
一
石
止
請
求
権
も
、
会
社
に
代
わ
っ
て
取
締
役
の
違
法
行
為

の
差
止
を
な
す
こ
と
を
株
主
に
認
め
る
点
で
は
、
株
主
に
会
社
の
機
関

的
地
伎
を
認
め
る
も
の
で
あ
り
、
代
表
訴
訟
の
制
度
と
本
質
的
に
は
変

わ
ら
な
い
も
の
で
あ
る
。
差
止
請
求
は
裁
判
外
で
も
す
る
こ
と
が
で
き

二
七
七



筑
波
法
政
第
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十
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二

0
0

る
。
通
説
で
は
、
業
止
議
求
は
、
取
締
役
に
対
し
訴
え
を
提
起
す
る
点

で
、
代
表
訴
訟
に
類
似
し
て
い
る
。
代
表
訴
訟
が
、
い
わ
ば
事
後
の
積

極
的
給
付
を
目
的
と
す
る
数
済
で
あ
る
の
に
対
し
、
こ
の
波
止
権
は
、

違
法
行
為
が
な
さ
れ
る
前
の
事
前
の
消
械
的
な
防
止
撚
様
で
あ
る
と
こ

ろ
に
、
一
向
者
の
差
異
が
存
す
る

G

(
二
)
前
に
見
て
来
た
よ
う
に
、
中
同
会
社
法
第
一
一
ム
条
で
も
、

株
主
が
差
止
請
求
訴
訟
を
行
、
つ
こ
と
が
認
め
ら
れ
て
い
る
。
中
間
訟
に

と
ワ
て
、
こ
の
規
定
そ
の
も
の
は
非
常
に
資
家
な
も
の
で
あ
る
と
い
え

よ
う
。
し
か
し
、
す
で
に
述
べ
た
よ
う
に
、
こ
の
怒
止
権
を
以
て
攻
惨

す
る
対
象
が
総
会
決
議
及
び
取
締
役
会
決
議
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
選
法

の
決
議
の
可
決
を
事
前
に
阻
止
す
る
と
い
う
点
で
は
、
世
一
バ
止
請
求
権
の

役
割
を
巣
た
し
う
る
か
も
し
れ
な
い
が
、
取
締
役
が
こ
の
決
議
に
甘
根
づ

い
て
行
お
う
し
て
い
る
決
議
執
行
行
為
に
対
す
る
攻
撃
と
い
、
つ
点
で
は
、

会
社
法
第
‘
一
一
条
の
内
容
か
ら
見
れ
ば
、
株
主
が
差
ι札
機
を
行
使
す

る
根
拠
が
明
ら
か
で
な
い
と
震
わ
ざ
る
を
得
な
い
。
け
だ
し
ゃ
閣
の
す
，

法
者
は
、
決
議
取
消
訴
訟
お
よ
び
、
決
議
加
唯
一
効
請
求
訴
訟
と
い
う
↑
刀
法

で
、
決
議
取
吸
を
攻
撃
す
る
際
に
、
そ
の
実
効
性
が
疑
問
視
さ
れ
る
こ

と
を
配
慮
し
て
い
る
た
め
、
結
局
、
英
米
法
の
差
止
命
令
に
な
ら
っ
て
、

差
止
権
を
導
入
し
た
の
で
は
な
い
か
と
推
察
さ
れ
る
。
事
実
上
、
第
.

一
ご
粂
で
は
、
も
し
攻
撃
対
象
が
桜
山
枇
の
決
議
と
さ
れ
ず
、
英
米
法
の

よ
う
に
会
社
行
為
を
攻
撃
・
の
対
象
と
す
れ
ば
、
こ
の
差
止
機
は
解
釈
に

よ
っ
て
役
割
を
果
た
す
こ
と
が
で
き
る
か
も
し
れ
な
い
。
し
か
し
、
前

A

J

じ
八

に
明
ら
か
な
よ
う
に
、
市
中
国
会
社
法
は
や
は
り
株
主
総
会
を
重
視
し
て

訂一

い
る
た
め
、
決
議
破
枕
に
対
し
直
接
攻
撃
す
る
役
割
を
岡
市
た
す
決
議
訴

訟
は
中
間
会
社
法
制
度
の
中
で
欠
か
せ
な
い
芯
夜
で
あ
る
と
も
解
さ
れ

る
。
ー
し
た
が
っ
て
、
結
果
的
に
は
、
成
文
法
を
中
心
と
し
て
い
る
日
本

法
と
同
じ
よ
う
に
、
中
間
会
社
法
も
決
議
訴
訟
と
発
止
請
求
権
訴
訟
を

と
も
に
株
主
の
続
料
回
是
正
機
の
援
要
な
構
成
と
し
て
明
織
に
認
め
た
ほ

、
つ
が
妥
当
で
あ
る
と
思
わ
れ
る
。

、ーサJ

{
m
w
v

竹
内
mm
夫
吋
九
五
社
件
以
の
削
町
九
州

月
二

J
U
日
初
版
)
一
一
資

ヘ川刷
J

加
品
位
パ
和
印
刷
…
況
判
訂
会
社
法
第
六
山
肌
い
効
苧
汚
泌
三
九
九
八
年
四
月
一
A
r
l

川
口
〕

-m-れれ

{
山
山
)
小
一
山
村
治
美
「
日
本
法
と
の
比
絞
で
中
川
問
法
を
読
む
」
・

Ei閥
会
計
法
入
門
い

ぶ
村
治
品
中
古
・
奥
底
同
ys山
原
編
(
日
本
経
済
新
開
封
，
九
九
八
年
二
月

ι

一
之
日
第

一
級
)
…
九
れ
を
参
考
ー

(
州
出
)
加
美
和
閉
山
…
・
前
掲
涼
(
胤
」

U

礼…

uu

r
M

山
」
叩
中
誠
一
「
一
二
九
十
訂
会
社
法
詳
品
川
棚

t
品
位
』
(
効
京
市
中
日
…
同
州
…
九
九
一
一
年
:4
月

:
工

i
よ
い
、
必
二

d
r
iり

Etl-ω~

ノ

一

山

V
K〆

{
山
川
)
浴
凶
鳩
山
公
民
社
法
戸
時
畑
て
版
)
」
ヘ
布
相
変
関
・
法
学
識
身
内
手
九
九
-
和
十
一
月

一一
-
O
日
)
六
五
頁
。

〈
山
川
)
〈
悶
有
株
減
持
方
案
利
好

K
市
公
司
v
・
人
民
日
報
海
外
版
巾
'
同
上
市
公

総
品
川
酬
・
株
式
~
(
有
斐
附
閥
的
印
刷
五
九
年
六



沼
町
(
胤
刊
)
四
八
期
、
一
九
九
九
年
二
一
月
一
一
日
。

(
別
)
版
関
正
信
「
中
闘
の
株
式
会
社
に
関
す
る
資
料
」
媛
大
法
学
二
九
巻
二
号

一
三
八
一
良
(
一
九
九
五
年
八
月
)
。

(
仰
川
)
酒
巻
俊
雄
ほ
か
「
中
関
会
社
法
の
制
定
と
諸
問
題
」
判
例
タ
イ
ム
ズ
八
五

七
号
(
一
九
九
閥
年
一
千
月
)
二

O
斑。

(
蹴
)
石
井
照
久
「
会
社
法

t
容
』
効
添
書
一
一
陽
昭
和
四
八
年
六
月
一
一
一

O
日、
a

A

一一

六一典。

(
山
川
)
鈴
木
竹
雄
窃
刷
版
会
社
法
』
(
弘
文
金
平
成
六
年
一
一
月
三

O
日
会
訂
第

五
版
)
一
六
一
一
政
。

(
山
)
悶
辺
光
政
司
会
社
法
要
説
』
{
税
務
経
理
協
会
平
成
二
年
ゴ
一
月
一
日
)

一七
O
頁。

(
川
)
中
鴎
会
社
法
に
お
け
る
総
会
制
度
に
関
す
る
検
討
に
つ
い
て
、
白
闘
機
・

前
掲
注
(
仙
加
)
二
二

l

一
間
一
一
判
官
民
、
王
作
会
・
「
中
国
会
社
訟
の
展
開
と

機
関
に
関
す
る
日
本
法
か
ら
の
示
唆
(
一
一
)
」
中
京
法
学
一
一
一
-
一
袋
二
号
(
一

九
九
七
年
)
一

0
0
1
一
六
回
一
員
、
薬
周
章
・
「
中
閥
会
社
法
に
お
け
る
株

主
総
会
制
度
(
一
こ
早
大
大
学
院
法
研
論
集
八
一
一
一
巻
{
一
九
九
七
年
)
一
一

六
.
二
八
四
頁
、
問
(
一
.
)
八
附
巻
二

O
九
l
二
一
一
九
一
典
、
同
(
一
一
一
発
)

八
六
巻
三
九
九
八
年
)
一
一
岡
山
一

l
L
一
五
八
頁
で
論
じ
ら
れ
て
い
る
。

(
山
)
こ
れ
に
つ
い
て
、
自
国
棟
・
前
掲
注
(
印
刷
)
一
問
。
ー
一
四
一
一
一
頁
、
五
作

金
・
前
掲
注
(
川
)
一
ム
ハ
ニ
ー
一
六
四
頁
、
薬
周
家
「
中
国
会
社
法
に
お
け

る
株
主
総
会
制
度
(
一
二
完
)
」
思
・
大
大
学
院
法
研
品
編
集
八
六
巻
士
九
九
八

年
)
一
一
五
一
二
五
四
一
良
、
及
び
劉
俊
海
〈
股
効
有
限
公
司
股
束
権
的
保
護
〉

(
法
律
出
版
社
一
九
九
七
年
第
一
版
)
一
一
一

O
六
!
一
二
:
一
一
一
良
で
、
批
判
干
の
論

議
を
し
て
い
る
。

(
川
)
蓮
井
良
憲
「
会
社
法
(
現
代
商
法
講
義
一
一
)
』
(
法
律
文
化
社
一
九
八
一
年

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

四
月
一

O
日
)
一
一
二
六
策
、
石
井
照
久
・
前
掲
注
(
間
)
二
九
問
頁
参
照
。

(
凶
)
鈴
木
竹
雄
・
前
締
役
(
卿
)
一
七
六
百
H
注
(
六
)
参
照
。

{
出
)
中
間
会
社
法
第
一
四
四
条
は
、
株
主
に
よ
る
株
式
の
譲
渡
は
、
法
に
基
づ

き
設
立
さ
れ
た
証
券
取
引
場
所
で
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
、
と
規
定
し
て

い
る
。
そ
う
す
る
と
、
中
間
会
社
法
で
は
、
株
式
の
相
対
取
引
に
つ
い
て
、

明
文
さ
れ
て
い
な
い
こ
と
が
わ
か
る
。
実
際
に
、
中
間
の
株
式
市
拍
頭
市
場
の

撃
備
も
遅
れ
て
い
る
。
な
お
、
特
定
募
集
設
立
の
場
合
に
、
譲
渡
の
制
限
も

あ
る
。
例
え
ば
、
「
深
別
経
済
特
別
区
株
式
会
社
条
例
」
は
、
「
会
社
職
員
・

労
働
者
の
保
有
す
る
株
式
は
取
得
し
た
日
よ
り
一
年
以
内
に
譲
渡
し
て
は
な

ら
な
い
。
一
年
後
議
波
す
る
場
合
、
毎
年
譲
渡
で
き
る
株
式
は
所
有
す
る
株

式
数
の
二

O
%を
越
え
て
は
な
ら
な
い
。
」
、
と
規
定
し
て
い
る
。

(
川
山
)
中
国
会
社
法
二
凶
九
条
第
一
一
演
は
、
「
会
社
は
、
自
社
の
株
券
を
取
得
し

て
は
な
ら
な
い
。
但
し
会
社
資
本
の
減
少
に
よ
る
株
式
の
消
却
又
は
自
社
の

株
式
を
所
持
す
る
そ
の
他
の
会
社
と
合
併
す
る
場
合
を
除
く
己
、
と
規
定
し

て
い
る
。
し
た
が
っ
て
、
中
関
法
で
も
、
自
社
の
株
式
の
取
得
に
対
す
る
規

制
は
厳
し
い
と
思
わ
れ
る
。
そ
の
許
容
も
狭
い
と
感
じ
ら
れ
る
。

(
川
)
一
九
九
八
年
七
月
一
日
に
総
行
さ
れ
た
「
中
華
人
民
共
和
問
証
券
法
」
第

八
七
条
一
款
は
、
「
W
H
収
要
約
の
期
限
が
満
期
す
る
と
き
に
、
貿
収
側
が
も
っ

て
い
る
被
質
収
会
社
の
株
式
数
は
、
当
談
会
社
が
岡
地
に
発
行
し
た
株
式
の
総

数
の
九

O
%
以
上
に
透
す
る
場
合
、
其
他
ま
た
被
買
収
会
社
の
株
券
を
も
っ

て
い
る
株
主
は
、
山
県
収
側
に
向
け
、
関
収
要
約
の
同
じ
条
件
を
以
て
そ
の
株

券
を
売
り
出
す
権
利
を
有
し
、
買
収
側
は
畏
い
戻
す
べ
き
で
あ
る
よ
と
規

定
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
中
閥
会
社
法
及
び
そ
の
関
連
法
の
中
に
、
唯
一
の

株
主
の
株
式
鼠
取
翁
求
権
制
度
に
関
す
る
規
定
で
あ
る
。

(
川
)
鈴
木
竹
雄
・
前
掲
注
(
附
)
一
七
七
頁
。

二
七
九
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波
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)

(
問
)
岩
原
紳
作
「
株
主
総
会
決
議
を
争
、
つ
訴
訟
の
構
造
(
九
・
完
こ
法
学
協

会
雑
誌
九
七
巻
八
号
(
昭
和
五
五
年
)
一

O
五
五
頁
。

(
即
)
王
保
樹
「
中
国
会
社
法
論
』
志
村
治
美
編
著
(
同
地
洋
金
夜
間
町
一
九
九
八
年
八

月
一

O
日
初
版
)
一
五
七
災
。

(m)
鈴
木
竹
雄
・
前
掲
注
(
附
)

E

4

九
一
賞
。

(
問
)
実
際
に
、
可
決
さ
れ
た
決
議
そ
の
も
の
に
対
す
る
攻
撃
は
、
決
議
違
法
救

済
と
い
う
点
で
は
、
事
後
救
済
と
い
う
べ
き
で
あ
る
。
な
お
、
王
保
樹
・
前

掲
士
一
一

O
)
一
五
人
頁
で
、
「
佼
害
行
為
の
藻
止
は
、
問
問
符
さ
れ
た
株
主

に
限
り
提
訴
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
」
と
述
べ
て
、
事
後
救
済
と
し
て
も
舟
，

解
し
て
い
る
だ
ろ
う
。

(
問
)
新
法
律
学
辞
典
第
一
一
一
版
・
編
集
代
表
竹
内
昭
夫
他
・
(
有
斐
閣
平
成
六
年

…0
月一一一

O
日
)
一
一
一
間
九
真
。

(
山
凶
)
石
井
照
久
「
株
主
総
会
の
研
究
」
(
有
斐
問
問
昭
和
一
一
一
一
一
一
年
八
月
三

O
日
第

一
版
)
八
一
賞
。

「
出
)
北
沢
正
政
官
「
所
有
と
経
営

E

支
配
の
分
離
と
株
式
会
社
法
の
発
展
」
前
衛

設
(
印
)
二
一
一
一

l
一一.一七百
H
を
参
考
。

(
間
山
)
鈴
木
竹
雄
・
前
掲
波
(
削
)
一
八
・
花
氏
。

(
問
)
問
中
誠
二
・
前
掲
注
(
山
川
)
五
八

O
質。

(
邸
)
劉
俊
海
・
前
掲
注
(
川
出
)
一
九
一
一
真
。

(ω)
北
沢
正
抽
出
日
「
株
主
の
代
表
訴
訟
と
差
止
機
」
・
前
畑
肉
、
。
(
印
)
一
一
九

O
頁。

(
問
)
北
沢
正
嵐
官
・
前
出
向
注
(
印
)
一
一
九
O
一氏。

(
州
出
)
石
井
照
久
・
前
掲
注
(
山
川
)
一
一
一
五
七
真
。

(
州
出
)
出
口
正
義
「
株
主
代
表
訴
訟
と
株
主
権
の
種
用
」
筑
波
法
政
一
八

A

(

一

九
九
五
年
一
一
一
月
)
一
一
一
一
間
賞
。

(
問
)
例
え
ば
、
張
氏
安
《
公
司
少
数
股
来
的
淡
律
保
護
〉
民
商
法
論
叢
第
九
巻
・

J¥ 
o 

梁
慧
昼
、
王
編
、
(
法
律
出
版
社

六
頁
。

(
以
)
例
え
ば
、
李
静
氷
・
〈
論
公
司
資
康
的
特
殊
性
及
拡
ハ
投
資
者
権
議
保
護
〉

中
国
法
学

a

九
九
五
年
第
二
一
期
間
二
氏
で
、
会
社
法
第

4

一
一
条
を
派
生
訴

訟
の
規
定
と
さ
れ
て
い
る
。

(
川
川
)
石
井
照
久
・
前
掲
注
(
山
川
)
去
五
八
真
。

(
川
川
)
北
沢
正
品
川
口
・
前
掲
柱
(
間
判
)
一
一

-
t
J良。

(
印
)
一
十
傑
樹
教
授
は
、
「
も
と
よ
り
、
会
社
法
が
株
主
総
会
・
村
氏
総
会
中
心

主
義
を
線
認
す
る
こ
と
は
、
中
閣
の
事
情
に
適
合
す
る
も
の
で
あ
る
。
な
ぜ

な
ら
、
中
闘
に
お
い
て
は
会
社
制
度
が
復
活
し
た
ば
か
り
で
あ
り
、
他
の
悶
々

と
比
べ
株
主
・
校
長
の
穣
利
保
護
が
よ
り
強
調
さ
れ
て
い
る
た
め
に
、
株
主

総
会
・
社
員
総
会
の
権
力
機
関
と
し
て
の
位
飽
づ
け
を
名
実
と
も
に
確
保
し

な
け
れ
ば
な
ら
な
い
か
ら
で
あ
る
乙
と
述
べ
て
い
る

d

〔
前
倒
注
(
灯
)
一
一
一

一
丸
災
]

九
九
八
年
五
月
第
一
版
)
八
七
頁
1

一
七

結

び
今
日
、
中
悶
の
会
社
の
中
に
固
有
株
の
占
め
る
比
来
が
依
然
高
い
に

も
か
か
わ
ら
ず
、
中
国
で
は
近
代
化
企
業
の
特
徴
を
有
す
る
株
式
会
社

は
、
少
な
く
と
も
形
式
的
に
定
着
し
つ
つ
あ
る
。
中
国
の
食
業
制
度
の

改
本
は
大
き
な
成
来
を
遂
げ
た
と
言
え
よ
う
。
こ
れ
は
中
国
の
近
代
企

業
制
度
へ
の
良
好
な
開
始
だ
と
蕊
わ
れ
る
。
中
国
の
社
会
地
内
奈
の
下
で
、

平
和
的
に
改
革
を
進
め
る
た
め
に
、
会
社
の
中
に
国
有
株
が
現
段
階
で



存
在
す
る
必
要
が
あ
る
と
忽
わ
れ
る
。

国
有
企
業
が
株
式
会
社
に
転
身
し
た
後
、
国
家
が
ど
の
程
度
株
式
を

も
っ
必
要
が
あ
る
の
か
は
現
在
一
つ
の
重
要
な
課
題
に
な
っ
て
い
る
。

企
業
の
公
共
性
と
営
利
牲
の
関
係
原
理
に
よ
っ
て
、
中
国
の
国
有
企
業

か
ら
改
造
さ
れ
、
設
立
さ
れ
た
公
私
共
同
株
式
会
社
は
、
そ
の
営
利
性

が
普
通
民
営
企
業
よ
り
低
い
と
見
な
さ
れ
る
ほ
か
な
い
。
そ
の
結
果
、

国
有
株
の
高
い
比
重
の
存
在
と
会
社
の
営
利
性
の
実
現
と
は
互
い
に
矛

盾
約
な
も
の
に
な
る
ほ
か
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
現
在
、
国
有
株
の
絶

対
比
例
(
五

O
%を
超
え
る
こ
と
)
を
と
っ
て
い
る
株
式
会
社
は
そ
の

営
利
性
が
元
の
国
有
企
業
よ
り
改
善
さ
れ
て
い
る
と
し
て
も
、
そ
の
限

界
も
明
ら
か
に
見
込
ま
れ
る
。
殊
に
、
こ
れ
ら
の
中
国
の
株
式
会
社
は
、

国
民
経
済
上
わ
ず
か
の
比
率
を
占
め
て
い
る
日
本
の
特
殊
会
社
と
違
っ

て
、
中
国
経
済
を
支
え
る
主
役
を
演
じ
て
い
る
た
め
、
そ
の
営
利
性
が

実
質
的
に
達
成
さ
れ
な
け
れ
ば
、
国
民
経
済
の
発
展
に
も
必
ず
悪
影
響

が
出
て
く
る
。
し
た
が
っ
て
、
株
式
制
を
樹
立
し
た
後
、
中
国
は
会
社

の
株
主
権
構
造
の
改
撃
も
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
す
な
わ
ち
、
当

面
、
競
争
領
域
に
あ
る
会
社
の
国
有
株
の
比
率
を
下
げ
て
、
大
衆
株
主

の
占
め
る
比
率
を
増
や
す
と
い
う
こ
と
で
あ
る
。
そ
う
す
れ
ば
、
国
有

株
の
占
め
る
比
率
が
下
が
っ
て
も
、
大
衆
株
主
が
非
常
に
分
散
し
て
い

る
現
況
の
下
で
、
諸
外
国
で
広
く
認
め
ら
れ
て
い
る
会
社
の
コ
ン
ト

ロ
ー
ル
手
段
を
以
て
、
国
有
株
に
よ
る
会
社
支
配
が
守
ら
れ
る
と
同
時

に
、
中
国
会
社
の
営
利
性
も
さ
ら
に
よ
り
強
化
さ
れ
、
中
国
の
経
済
の

中
国
会
社
法
制
度
の
発
展
と
国
有
株
の
意
義
(
劉
)

新
し
い
成
長
も
持
た
さ
れ
て
く
る
と
思
わ
れ
る
。
ひ
い
て
行
政
と
企
業

の
関
係
も
明
ら
か
に
な
り
得
る
と
思
わ
れ
る
。
実
際
に
、
中
国
で
は
、

公
有
制
原
則
に
対
す
る
認
識
は
修
着
に
な
ら
な
い
よ
う
に
す
べ
き
で
あ

る
と
思
わ
れ
る
。
な
ぜ
な
ら
、
国
際
償
例
上
、
国
が
会
社
の
一
一

O
%
の

株
を
も
っ
て
い
る
場
合
で
も
、
当
該
会
社
は
依
然
と
し
て
関
有
性
質
の

企
業
と
恩
わ
れ
て
い
る
か
ら
で
あ
る
。
事
実
上
、
企
業
の
営
利
性
が
実

現
で
き
る
か
ぎ
り
、
国
有
株
の
占
め
る
比
率
が
高
く
な
く
て
も
、
同
有

資
産
た
る
国
有
株
は
巨
視
的
に
見
れ
ば
、
そ
の
有
す
べ
き
で
あ
る
公
共

性
も
排
斥
さ
れ
て
い
な
い
。
し
た
が
っ
て
、
中
間
で
、
現
在
行
わ
れ
て

い
る
悶
の
持
株
の
減
少
の
試
み
は
大
い
に
評
価
で
き
る
と
い
え
る
。

た
だ
し
、
国
の
持
株
が
減
少
し
て
も
、
公
有
制
原
則
が
変
わ
ら
な
い

場
合
に
、
中
間
で
の
国
有
株
に
よ
る
支
配
の
局
而
も
変
わ
ら
な
い
。
し

た
が
っ
て
、
現
段
階
で
、
中
間
の
大
衆
株
主
の
経
営
へ
の
参
加
も
難
し

い
と
思
わ
れ
る
。
そ
う
な
れ
ば
、
中
国
の
会
社
は
行
政
か
ら
の
一
十
渉
ま

た
は
経
営
陣
の
独
走
に
陥
る
し
か
な
い
。
か
く
し
て
、
会
社
法
制
度
の

導
入
を
通
じ
て
、
国
有
企
業
の
営
利
性
を
向
上
さ
せ
る
目
標
が
実
現
で

き
な
い
だ
け
で
は
な
く
、
大
衆
株
主
の
利
絡
を
侵
害
す
る
こ
と
に
な
る

恐
れ
も
あ
る
。
そ
れ
ゆ
え
、
こ
れ
ら
の
問
題
を
避
け
る
た
め
、
中
関
は

さ
ら
に
少
数
派
株
主
の
救
済
策
を
検
討
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
事
実

上
、
悶
有
株
の
支
配
の
下
で
、
少
数
派
株
主
の
利
益
を
保
護
す
る
制
度

を
採
用
す
る
こ
と
に
よ
り
、
会
社
の
民
間
か
ら
の
資
金
調
達
が
容
易
に

な
り
、
ま
た
、
株
主
の
会
社
経
営
に
対
す
る
監
督
是
正
権
の
行
使
を
通

人



筑
波
法
政
第
一
二
十
号
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二
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0
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じ
て
、
会
社
の
や
向
利
性
も
あ
る
程
度
確
保
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
さ
ら

に
、
培
え
て
い
る
中
同
の
者
通
会
社
の
山
中
で
も
、
も
ち
ろ
ん
健
全
的
な

少
数
派
株
主
保
護
制
度
が
必
要
で
あ
る
。
し
た
が
っ
て
、
コ
一
世
紀
に

向
け
て
、
特
に
中
間
の

W
T
O
の
加
盟
に
伴
い
、
中
闘
の
経
済
が
い
ま

よ
り
.
尉
の
発
肢
を
期
待
さ
れ
て
い
る
中
で
、
大
衆
投
資
者
利
益
を
保

護
す
る
た
め
、
中
間
会
社
法
に
お
け
る
少
数
株
派
主
保
護
に
つ
い
て
十

分
に
整
備
す
る
必
要
が
あ
る
だ
ろ
、
っ
。
こ
の
課
題
に
つ
い
て
は
、
稿
を

改
め
て
考
察
し
た
い
。

(
大
学
院
博
士
課
校
社
会
科
学
研
究
科
)


